






3　

は
じ
め
に

現
在
の
東
京
23
区
の
地
域
（
東
京
大
都
市
地
域
）
に
お
け
る
自
治
は
、

明
治
に
は
じ
ま
る
近
代
化
の
な
か
で
、
他
の
地
域
に
は
な
い
独
自
の
変
遷

を
経
験
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
す
を
資
料
に
も
と
づ
い
て

た
ど
り
、
基
礎
的
な
自
治
体
の
視
点
か
ら
全
体
像
を
記
し
た
も
の
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
い
つ
の
日
か
編
纂
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

「
東
京
大
都
市
地
域
自
治
史
」
に
向
け
た
序
奏
と
し
て
、
時
代
を
追
い
な

が
ら
、
ハ
ン
デ
ィ
な
分
冊
形
式
で
素
描
を
試
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

第
４
冊
目
は
、
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
に
特
別
区
の
事
務
権
能
が
拡

大
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
住
民
に
よ
る
区
長
準
公
選
運
動
の
ひ
ろ
が
り
を

背
景
に
、
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
、
念
願

で
あ
っ
た
区
長
公
選
制
の
復
活
が
実
現
し
、
仕
事
の
範
囲
が
さ
ら
に
拡
大

し
人
事
権
、
財
政
権
な
ど
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
を
扱
い
ま
す
。

0 50km

北

南

東西

茨城県

千葉県
神奈川県

群馬県

山梨県

静岡県

太 平 洋

埼玉県

東京大都市地域の位置

東京大都市地域東京都



目　

次
は
じ
め
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3
　

運
動
の
ひ
ろ
が
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
9

一
　
復
権
の
は
じ
ま
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

　
　

一
‐
一
　
都
か
ら
区
へ　
10

　
　

一
‐
二
　
変
化
の
幅　
11

　
　

一
‐
三
　
移
管
の
す
す
め
方　
12

二
　
特
別
区
問
答
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16

　
　

二
‐
一
　
都
区
の
協
議
は
つ
づ
く　
17

　
　
　
　

都
区
協
議
会
の
発
足
／
課
題
の
解
決

　
　

二
‐
二
　
協
議
の
外
で
は　
19

　
　
　
　

都
政
刷
新
運
動
／
都
市
問
題
へ
の
対
応
／
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
の
来
日
／
長
谷
部
委
員
会
／

　
　
　
　
多
党
化
と
住
民
運
動
／
辻
調
査
会

　
　

二
‐
三
　
国
と
の
や
り
取
り　
33

　
　
　
　

地
方
制
度
の
見
直
し
／
宿
題
の
ゆ
く
え
／
都
区
の
連
携
／
引
き
継
が
れ
た
課
題



三
　
地
域
の
知
恵
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
45

―
―
区
長
準
公
選
運
動
の
全
貌

　
　

三
‐
一
　
運
動
の
新
展
開　
45

　
　
　
　

候
補
者
選
定
の
工
夫
／
立
ち
上
が
っ
た
住
民
／
提
訴
へ
向
け
て
／
他
の
区
へ
の
波
及

　
　
三
‐
二
　
区
議
会
の
議
論　
54

　
　

三
‐
三
　
運
動
の
工
夫
と
理
屈　
60

　
　
　
　

共
通
性
と
多
様
性
／
運
動
の
か
た
ち
／
運
動
を
め
ぐ
る
議
論
／
都
知
事
の
対
応

　

四
　
碩
学
の
視
線
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
76

　
　

四
‐
一
　
ロ
ン
ド
ン
か
ら　

76

　
　

四
‐
二
　
東
京
都
か
ら　

87

　
　

四
‐
三
　
特
別
区
か
ら　
90

　

五
　
復
権
へ
の
飛
躍
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
103

　
　
五
‐
一
　
法
改
正
に
向
け
て　
103

　
　
　
　

異
例
の
は
や
さ
／
審
議
未
了
／
決
起
大
会

　
　

五
‐
二
　
残
る
課
題　

112



お
わ
り
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
116　

特
別
区
の
自
治
権
拡
充
運
動
関
連
年
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
117

主
要
参
考
文
献
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
120



区長準公選実施のようす（第三章）

▶品川区議会前に設置された看板 ▶条例案を全員起立で可決（品川区議会）

▶立候補者の街頭演説

▶立会演説会

▶準備に追われる区民投票実施本部

▶11月12日の投票所のようす

▶投票用紙の様式



おことわり　
○ 本書では、「東京大都市地域」を、現在の東京23区の地域の意で用い
ています。
○ 本書では、法令用語の「地方公共団体」ではなく、広く一般的に使
　われている「自治体」を用いています。
○ 本書では、制度との混同を避けるため、例えば、市制、東京都制な
　どの法律の名前に「　」を付しています。
○ 文中の年月日は、日本暦を主とし、参考として（　）内に西暦を入
れました。
○ 引用文には、現代では差別的あるいは不適切な表現が用いられてい
ることがありますが、歴史史料として原文のまま記載しています。
なお、引用文は原資料を尊重しつつも、用字、送りがな、句読点に
ついて現代表記に改める等、読解の便宜を図るために調整したものが
あります。
○ 文中の引用部分の出典や主要参考文献については、巻末にまとめて
掲載しています。



9　

運
動
の
ひ
ろ
が
り

「
東
京
大
都
市
地
域
の
物
語
」
の
第
１
冊
目
『
東
京
23
区
の
な
り
た
ち
』
で
は
、
明
治
期
に
誕
生
し
た
「
区
」
が
「
府
の

区
」「
市
の
区
」「
都
の
区
」
を
経
て
、「
特
別
区
」
と
し
て
誕
生
す
る
ま
で
を
自
治
制
度
の
変
遷
を
中
心
に
み
て
き
ま
し
た
。

第
２
冊
目
『
東
京
23
区
自
治
へ
の
た
た
か
い
』
で
は
、
基
礎
的
自
治
体
と
し
て
誕
生
し
た
「
特
別
区
」
が
、
曲
折
を
経
て

昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
に
都
の
内
部
的
な
団
体
と
な
る
ま
で
、
第
３
冊
目
『
東
京
23
区
再
生
の
い
し
ず
え
』
で
は
、
都
の

内
部
的
な
団
体
と
さ
れ
た
特
別
区
が
、
東
京
大
都
市
地
域
へ
の
人
口
・
産
業
が
集
中
す
る
時
代
を
背
景
に
、
昭
和
39
（
１
９
６

４
）
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
大
幅
な
事
務
権
能
拡
大
を
得
る
ま
で
の
お
話
で
し
た
。

今
回
の
第
４
冊
目
で
は
、
福
祉
事
務
所
の
移
管
を
は
じ
め
と
す
る
事
務
権
限
が
特
別
区
に
移
譲
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま

り
ま
す
。
そ
の
後
も
つ
づ
く
東
京
大
都
市
地
域
へ
の
人
口
集
中
や
公
害
問
題
な
ど
の
生
活
環
境
の
悪
化
を
背
景
に
、
大
都
市
東

京
や
特
別
区
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
、
検
討
が
重
ね
ら
れ
、
様
々
な
提
言
が
行
わ
れ
ま
す
。

一
方
で
、
区
民
か
ら
は
じ
ま
っ
た
区
長
準
公
選
運
動
は
自
治
と
は
何
か
を
問
い
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
て
、
や
が
て
国
を
動

か
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。

本
冊
で
は
、
こ
う
し
た
動
き
を
た
ど
り
、
区
長
公
選
を
取
り
戻
し
、
特
別
区
が
実
質
的
に
基
礎
的
な
自
治
体
に
復
帰
す
る
ま

で
を
み
て
い
き
ま
す
。
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一
　
復
権
の
は
じ
ま
り

昭
和
30
年
代
（
１
９
５
５
～
１
９
６
４
）
に
は
、
特
別
区
の
地
道
な
復
権
運
動
が
つ
づ
け
ら
れ
る
一
方
、
東
京
の
都
市
問
題

は
深
刻
化
し
、
東
京
都
は
機
能
不
全
に
陥
り
ま
し
た
。
そ
の
当
面
の
措
置
と
し
て
、
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
に
地
方
自
治
法

が
改
正
さ
れ
、
東
京
都
か
ら
特
別
区
へ
大
幅
に
事
務
が
移
る
こ
と
に
な
り
、
都
区
で
は
事
務
移
管
の
準
備
組
織
を
整
え
ま
す
。

一
‐
一
　
都
か
ら
区
へ

昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
４
月
１
日
木
曜
日
曇
り
空
の
な
か
、
福
祉
事
務
所
の
職
員
は
区
長
か
ら
辞
令
を
受
け
ま
し
た
。
こ

の
日
か
ら
福
祉
事
務
所
は
、
東
京
都
民
生
局
か
ら
特
別
区
の
組
織
に
な
り
、
１
３
０
０
人
（
表
１
参
照
）
ほ
ど
の
職
員
が
区
の

職
員
と
し
て
仕
事
を
開
始
し
ま
し
た
。
福
祉
事
務
所
の
表
示
や
封
筒
は
、
〇
〇
区
福
祉
事
務
所
と
変
わ
り
ま
す
が
、
そ
の
当
時
、

福
祉
事
務
所
に
勤
務
し
て
い
た
職
員
は
、「
移
管
作
業
と
い
う
の
は
特
段
に
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
す
る
必
要
も
な
い
仕
組
み

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
そ
の
頃
も
移
管
に
当
た
っ
て
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
事
務
的
に
ど
う
い
う
準
備
を
し
て
、

ど
う
い
う
事
務
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
記
憶
に
あ
り
ま
せ
ん
。
制
度
上
手
当
さ
れ
て
い
て
、
お
そ
ら
く
、
そ
の

必
要
が
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。」
と
回
顧
し
て
い
ま
す
。



11　一　復権のはじまり

一
‐
二
　
変
化
の
幅

改
正
さ
れ
た
地
方
自
治
法
が
昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
に
施
行
さ
れ
る
と
、
福
祉
事
務
所
は
じ
め
、
福
祉
関
係
の
仕
事
な
ど
、

多
く
の
仕
事
が
特
別
区
に
移
り
ま
し
た
。
特
別
区
の
事
務
は
、
そ
れ
ま
で
の
10
項
目
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
今
回
の
改
正
に
よ
り

21
項
目
に
増
え
ま
し
た
（
第
２
８
１
条
第
２
項
）。
し
か
し
、
制
限
列
挙
の
方
式
に
変
わ
り
は
な
く
、
清
掃
事
業
は
事
実
上
凍
結＊

１

さ
れ
都
の
事
業
の
ま
ま
つ
づ
き
、
保
健
所
も
施
設
管
理
だ
け
が
区
に
移
る
も
の
で
し
た
し
、
都
の
職
員
の
身
分
の
ま
ま
区
の
仕

事
に
従
事
す
る
と
い
う
配
属
職
員
制
度
は
残
り
ま
し
た
（
表
１
参
照
）。

こ
の
改
正
の
と
き
に
、
新
た
な
条
文
（
第
２
８
２
条
の
２
）
が
加
わ
り
、「
都
区

協
議
会
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
都
と
区
の
同
数
の
代
表
者
が
対
等
な
立
場
で
協

議
し
て
き
た
都
区
連
絡
懇
談
会
が
、「
都
区
協
議
会
」
と
い
う
法
定
の
機
関
に
な

っ
た
の
で
す
。

＊
１　

事
実
上
凍
結　

シ
リ
ー
ズ
第
３
冊
目
『
東
京
23
区
再
生
の
い
し
ず
え
』
の
「
六

‐
三
復
権
の
扉
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

表１　移管に伴う局別職員の内訳
局　名
主税局
首都整備局

民生局
　　福祉事務所

　　　　　上記以外
衛生局
経済局
建設局
合　計

配属職員数
68
184
1,355
567
192
23
8

2,397
（浅井幸七『特別区政の変遷 総括篇（その七～八）』
より作成）
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一
‐
三
　
移
管
の
す
す
め
方

昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
４
月
の
事
務
事
業
移
管
に
向
け
、「
都

区
連
絡
懇
談
会＊
１

」
で
都
区
の
協
議
が
始
ま
り
ま
す
（
12
頁
コ
ラ
ム

参
照
）。
協
議
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
、
都
に
は
「
事
務
事
業

移
管
対
策
本
部
」
を
、
区
に
は
「
企
画
室
」
を
設
置
し
て
、
移
管

の
準
備
体
制＊
２

を
整
え
て
い
き
ま
す
。

都
は
、
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
7
月
4
日
、
第
1
回
移
管
対

策
会
議＊
３

を
開
催
し
て
、
区
長
会
に
「
事
務
事
業
移
管
に
際
し
検
討

す
べ
き
主
要
事
項＊
４

」
を
、
都
区
連
絡
懇
談
会
に
「
事
務
移
管
関
係

事
務
処
理
日
程
表
」（
表
２
参
照
）
を
提
出
し
、
特
別
区
に
移
管

又
は
委
任
す
る
事
務
事
業
、
特
別
区
の
組
織
お
よ
び
人
事
、
財
政

措
置
、
財
産
の
取
扱
に
つ
い
て
、
受
け
入
れ
準
備
を
進
め
て
い
き

ま
す
。
そ
の
中
心
と
も
い
え
る
組
織
改
革
は
、
都
区
協
議
事
項
と

な
っ
て
い
た
た
め
、
二
瓶
哲
治
特
別
区
長
会
会
長
（
江
東
区
長
）

は
、「
都
区
協
議
と
い
う
が
、
そ
の
運
び
方
は
区
長
会
で
標
準
を

　　　都区連絡懇談会の効果
当時区長会事務局長であった浅井幸七氏は、昭和36（1961）年2月の

開催から昭和40（1965）年２月まで延べ14回開催された都区連絡懇談
会について、「付議された案件は、何れも都区にとって重大なものばかり
であったが、いささかも対立の感がなく、極めて短期間に、しかも、円満
に解決した。これは前代に例がなかったことである。」と、その理由を次
のように挙げています。
「①都区、善意と信頼をもって行く、との東知事の方針、②これを率直

に受けとめた区長会、③都首脳部と区長会役員の頻繁な接触により、相互
理解と意思疎通が得られた」ことによる。

そして、この会の最大の効果として、第８次地方制度調査会の答申に基
づく、地方自治法改正で行われた「都から特別区への事務事業の移管につ
いて、この懇談会が果たした役割は、誠に偉大であった。」と、振り返っ
ています。

   (『特別区政の変遷 総括篇 その十』)
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作
り
、
そ
れ
を
土
台
に
と
考
え
て
い
る
。」
と
発
言
し
、
区
長
会
で
標
準

組
織
案
（
事
務
部
門
３
、
技
術
部
門
1
）
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
法
改
正
に
よ
る
特
別
区
へ
の
大
幅
な
事
務
事
業
移
管
の
作

業
は
、
都
区
双
方
の
準
備
体
制
と
「
都
区
連
絡
懇
談
会
」
で
の
緊
密
な
連

携
に
よ
っ
て
、
大
き
な
混
乱
も
な
く
昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
度
を
迎
え

ま
し
た
。

＊
１　

都
区
連
絡
懇
談
会　

昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年
11
月
、
区
長
会
役
員
が

鈴
木
俊
一
副
知
事
と
の
懇
談
の
際
に
、
副
知
事
か
ら
事
務
事
業
の
移
管
と
来
年

度
の
財
政
調
整
に
つ
い
て
、「
都
代
表
と
区
長
会
代
表
と
会
合
を
持
ち
、
深
く

掘
り
さ
げ
て
み
た
い
。」
と
提
案
が
あ
り
、
区
長
会
役
員
が
、
昭
和
30
（
１
９

５
５
）
年
３
月
以
来
待
望
し
て
い
た
都
区
対
等
の
連
絡
懇
談
会
の
設
置
を
要
望

し
、
同
年
12
月
、
知
事
公
館
に
お
い
て
区
長
会
役
員
と
都
首
脳
部
で
「
設
置
要

綱
」
を
決
定
し
、
翌
36
（
１
９
６
１
）
年
1
月
の
区
長
会
が
こ
れ
を
了
承
し
、

都
区
の
協
議
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

＊
２　

移
管
の
準
備
体
制　

昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
7
月
、
都
か
ら
特
別
区

へ
の
事
務
事
業
移
管
に
関
す
る
協
議
は
、
都
区
連
絡
懇
談
会
に
お
い
て
行
わ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
円
滑
に
処
理
す
る
た
め
、
東
京
都
は
知
事
を

本
部
長
と
す
る
「
東
京
都
事
務
事
業
移
管
対
策
本
部
」
を
設
置
、
区
側
は
、
基

本
方
針
、
重
要
事
項
の
検
討
処
理
は
区
長
会
の
役
員
が
、
事
務
的
事
項
の
折
衝

　　　都政史上特筆されるべき重大事件
鈴木俊一副知事は、「特別区への事務移譲がいよいよ確定し、来年の４

月から実施されることになったが、これは、何といっても、都政史上特筆
大書されるべき重大事件である。35年の保育所・道路・小公園等の法令
を改正しないで行い得る事務移譲を実施し、今回さらに、法令の改正に基
づく移譲が行われることになったわけで、私の持論がようやく陽の目を見
ることになって感無量だ。これで都区が、各々その職分に応じて、都民福
祉に奉仕すべき体制が整ったわけだ。（中略）こうして考えてみると本年
は、今さらながら、東京都政にとって、重大な歴史的な一年であったとつ
くづく思う次第である。」
（鈴木俊一「論壇―今年の都政をふりかえりみて」『週刊とちょう』第

32号）
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打
合
せ
は
助
役
会
の
役
員
が
あ
た
り
、
そ
の
窓
口
は
各
区
の
「
企
画
室
」
と
し
、
都
区

双
方
で
準
備
体
制
を
整
え
ま
し
た
。

＊
３　

第
１
回
移
管
対
策
会
議　

設
置
の
目
的
は
、
こ
の
事
務
事
業
の
移
管
に
あ
た
り
、

現
に
各
局
が
所
管
し
て
い
る
事
務
に
大
き
な
関
係
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
都
庁
内
外

の
注
目
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の
移
管
が
円
滑
に
進
む
か
ど
う
か
は
、
都
政

の
将
来
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
事
務
事
業
移
管
対
策
本
部
と
い
う
全
庁

的
な
機
構
を
設
け
て
、
対
処
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
第
１
回
の
対
策
会
議
の
冒
頭
で
東
都
知
事
は
、
次
の
訓
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
事
務
事
業
移
管
の
基
本
方
針
と
し
て
、
私
は
事
務
の
大
小
、
法
定
の
も
の
、
法
定
外
の

も
の
い
ず
れ
を
問
わ
ず
、
移
管
可
能
な
も
の
は
、
で
き
る
限
り
移
管
す
る
と
い
う
考
え

で
あ
る
。
ゆ
え
に
各
局
は
、
こ
の
方
針
に
そ
っ
て
具
体
的
な
検
討
を
さ
れ
る
こ
と
を
の

ぞ
む
も
の
で
あ
る
。
事
務
事
業
の
移
管
が
所
期
の
成
果
を
あ
げ
、
都
は
総
合
的
な
企
画

立
案
、
区
市
町
村
の
連
絡
調
整
、
大
規
模
建
設
事
業
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
都
本
来
の
機
能

に
専
念
で
き
る
よ
う
な
体
制
を
整
え
、
都
民
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
に
し
た
い
。」

＊
４　

事
務
事
業
移
管
に
際
し
検
討
す
べ
き
主
要
事
項　

①
移
管
体
制
の
整
備
、
②
移

管
事
務
事
業
の
決
定
、
③
都
区
協
議
会
運
営
要
綱
の
制
定
、
④
組
織
・
定
数
関
係
、
⑤

財
政
・
税
関
係
、
⑥
財
産
関
係
、
等
。

　　　事務移管に思う
特別区長会会長の井形卓三文京区長は、「今回の事務移管は、一口に言

って非常に不満である。区が主張していた保健行政や清掃事業などは、ほ
とんど移らなかった。区側としては今後もこの点を強力に推進していきた
い。移管に伴う人員だが区側が主張した人員より非常に少なく決められた。
したがって事務量と人員にアンバランスが目立ち、事務の遂行に、はっき
り言って自信が持てない。だが、現状では、あるがままの姿で受けるより
仕方がない。しかし移って来られる人の人事管理については、色々問題も
あろうが区に移って良かった、と言われるようにしたい」と語っています。

（『週刊とちょう』第41号）
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表２　事務移管関係事務処理日程表

昭和
39年
８月

９月

10月

11月

12月

昭和
40年
１月
２月

３月

４月

事務

移管要綱案
（都案）の
決定
（対策会議）

懇談会提出
移管要綱決
定

事務処理基
準案（都案）
決定
（対策会議）

懇談会提出
（決定）	

移管完了

組織

組織案（都
案）の決定
（対策会議）

懇談会提出
組織基準決
定	

各区組織決
定
新組織発足

調整財源率
決定

定数

定数案（都
案）の決定
（対策会議）

懇談会提出

財政

財政調整基
本要綱の決
定
区決算見込
分析
区抽出実態
調査

測定単位等
の決定、協
議会に付議
基準需要総
額算定
条例案作成
調整財源率
決定
懇談会提出

規則案作成
（都）
財調条例議
決（都）

税務
調整条例方
針案（都案）
の決定
懇談会提出
調整条例議
決

運営要綱案
（都案）の
作成

都軽自動車
税等の引継

都区協議会

経理方法費
用分担につ
き懇談会に
協議

懇談会提出

運営要綱決
定

協議会発足
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二
　
特
別
区
問
答

第
８
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
に
基
づ
く
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
の
特
別
区
制
度
の
法
改
正
は
、
特
別
区
の
地
域
に
人
口
・

産
業
が
過
度
に
集
中
し
た
結
果
、
行
き
詰
ま
っ
た
都
行
政＊
１

に
対
処
す
る
た
め
の
当
面
の
措
置＊

２

で
し
た
。
し
か
し
、
急
速
な
経
済

成
長
は
、
そ
の
後
も
つ
づ
き
、
東
京
大
都
市
地
域
だ
け
で
は
な
く
、
他
府
県
の
大
都
市
お
よ
び
大
都
市
周
辺
地
域
へ
の
人
口
・

産
業
の
無
秩
序
な
集
中
を
招
き
、
そ
の
一
方
で
農
山
漁
村
地
域
か
ら
は
著
し
い
人
口
の
流
出
を
も
た
ら
し
ま
す
。

こ
う
し
た
社
会
経
済
変
化
の
な
か
で
、
再
度
、
特
別
区
の
位
置
づ
け
を
含
め
た
東
京
大
都
市
地
域
の
、
自
治
制
度
の
検
討
が

開
始
さ
れ
ま
す
。

　
　

	＊
１　

行
き
詰
ま
っ
た
都
行
政　

詳
し
く
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
第
3
冊
目
『
東
京
23
区	

再
生
の
い
し
ず
え
』
の
第
五
章
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
2　

当
面
の
措
置　

昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年
10
月
、
第
7
次
地
方
制
度
調
査
会
の
行
政
部
会
長
は
、
以
下
の
よ
う
に
中
間
報
告
し
て
い

ま
す
。「
現
行
地
方
制
度
の
手
直
し
緊
急
の
措
置
と
運
用
上
の
改
善
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
効
果
に
は
お
の
ず
か
ら
限
度
が
あ
る
」
の
で
、
抜

本
的
解
決
は
、
都
に
関
す
る
現
行
制
度
に
「
相
当
思
い
切
っ
た
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。」（『
地
方
制
度
調
査
会
答
申
集
〔
第
１
次
～
第
22

次
〕』）
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二
‐
一
　
都
区
の
協
議
は
つ
づ
く

昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
法
改
正
に
よ
る
特
別
区
へ
の
大
幅
な
事
務
事
業
移
管
の
作
業
は
、
都
区
双
方
の
準
備
体
制
と
「
都

区
連
絡
懇
談
会
」
で
の
緊
密
な
連
携
に
よ
っ
て
、
大
き
な
混
乱
も
な
く
昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
度
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
都

区
対
等
の
協
議
の
場
で
あ
る
「
都
区
連
絡
懇
談
会
」
は
、
昭
和
36
（
１
９
６
１
）
年
1
月
以
来
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き

ま
し
た
が
、
法
定
の
機
関
と
な
っ
た
「
都
区
協
議
会
」
へ
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

◆
都
区
協
議
会
の
発
足

昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
4
月
21
日
、
東
京
会
館
の
会
議
室
で
、
地
方
自
治
法
上
の
機
関
と
な
っ
た
都
区
協
議
会
が
、
は
じ

め
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
会
長
で
あ
る
東
龍
太
郎
知
事
は
、
冒
頭
で
、
事
務
事
業
の
移
管
に
あ
た
り
「
関
係
者
の
努
力
、
特
に

区
側
の
協
力
に
深
く
感
謝
す
る
」
と
区
長
側
委
員
を
ね
ぎ
ら
い
、「
今
後
、
事
務
事
業
を
軌
道
に
乗
せ
、
移
管
の
目
的
で
あ
る

住
民
福
祉
増
進
の
た
め
、
都
区
一
体
と
な
り
、
な
お
一
層
の
努
力
を
し
て
行
き
た
い
」
と
挨
拶
し
ま
し
た
。

そ
の
あ
と
、
運
営
に
関
す
る
事
項
が
審
議
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
、
都
区
財
政
調
整
の
専
門
的
・
事
務
的
問
題
の
検
討
を
行
う
た

め
に
、「
都
区
連
絡
懇
談
会
」
の
関
連
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
「
都
区
財
政
調
整
協
議
会＊
１

」
の
取
り
扱
い
が
議
題
に
あ

が
り
ま
し
た
が
、
従
来
ど
お
り
今
後
も
存
続
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
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＊
1　

都
区
財
政
調
整
協
議
会　

都
区
財
政
調
整
の
円
滑
な
実
施
を
期
し
、
適
正
な
行
政
水
準
の
確
保
並
び
に
算
定
方
法
の
合
理
的
な
改
善

に
資
す
る
た
め
に
、
都
区
連
絡
懇
談
会
と
同
時
に
設
置
さ
れ
た
関
連
機
関
で
、
総
務
局
総
務
部
長
、
総
務
局
行
政
部
長
お
よ
び
財
務
局
主
計

部
長
、
特
別
区
助
役
会
会
長
、
副
会
長
お
よ
び
幹
事
で
構
成
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
都
の
関
係
部
長
お
よ
び
学
識
経
験
者
を
も
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

◆
課
題
の
解
決

こ
の
第
１
回
の
都
区
協
議
会
で
は
、
協
議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
以
外
に
、
定
期
予
防
接
種
の
委
託
料
適
正
化＊
２

な
ど
東
京

都
医
師
会
長
か
ら
出
さ
れ
た
要
望
事
項
の
取
り
扱
い
が
審
議
さ
れ
て
い
ま
す
。
問
題
と
な
っ
た
委
託
料
適
正
化
の
経
緯
に
つ
い

て
、
衛
生
局
長
か
ら
は
じ
め
て
説
明
を
聞
い
た
区
側
委
員
か
ら
は
、
区
長
会
と
い
う
の
は
各
区
の
委
託
料
を
統
一
で
き
る
よ
う

な
場
で
は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
、
各
地
区
医
師
会
と
各
区
長
で
決
め
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
統
一
が
大
き
く
乱
れ
る
と
し
て
、

都
の
段
階
で
調
整
す
る
よ
う
配
慮
を
求
め
ま
す
。
審
議
の
結
果
、
こ
の
問
題
は
都
の
副
知
事
と
衛
生
局
長
が
対
処
す
る
こ
と
に

な
り
、
そ
の
結
果
、
委
託
料
は
据
え
置
き
と
し
、
適
正
化
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
は
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
度
か
ら
実
現

す
る
こ
と
で
決
着
し
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
移
管
後
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
昭
和
41
（
１
９
６
６
）
年
6
月
で
最
終
決
定
に
至
っ
た

特
別
区
行
政
施
設
建
設
五
か
年
計
画
の
策
定
問
題
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
2
月
に
解
消
し
た
電
気
ガ
ス
税
の
徴
収
交
付
金

問
題
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
度
か
ら
実
施
決
定
と
な
っ
た
特
別
区
更
生
施
設
等
の
共
同
処
理
問
題
な
ど
が
あ
り
、
都
区
協

議
会
で
話
し
合
い
が
つ
づ
け
ら
れ
、
す
べ
て
の
移
管
事
務
の
形
が
整
っ
た
の
は
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
度
か
ら
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
そ
の
後
も
、
窮
乏
す
る
都
財
政
の
な
か
で
、
都
区
対
等
の
話
し
合
い
に
よ
る
協
力
・
協
調
の
場
と
な
っ
て
、
課
題
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を
解
決
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。	

＊
2　

定
期
予
防
接
種
問
題　

区
長
が
処
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
定
期
予
防
接
種
の
業
務
は
、
区
長
の
委
託
を
受
け
た
都
の
保
健
所
長
が
地

区
医
師
会
と
業
務
委
託
契
約
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
都
区
合
意
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
定
期
の
予
防
接
種
業
務
は
、
従
来
、
保
健
所
長
が

契
約
に
よ
り
地
区
医
師
会
に
委
託
し
、
こ
の
業
務
に
つ
い
て
、
知
事
と
都
医
師
会
長
の
間
で
覚
書
を
交
換
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
実
施
に
あ
た
っ
て
、
都
医
師
会
長
よ
り
昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年
か
ら
据
え
置
き
と
な
っ
て
い
た
地
区
医
師
会
へ
の
委
託
料
の
適

正
化
や
新
た
に
都
知
事
・
区
長
会
会
長
・
都
医
師
会
長
の
三
者
に
よ
る
覚
書
交
換
な
ど
の
要
望
が
上
が
っ
て
き
た
も
の
で
す
。

二
‐
二
　
協
議
の
外
で
は

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
あ
た
っ
て
、
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
関
連
事
業
の
施
策
に
都
行
政
の
重
点
が
置
か

れ
て
き
た
た
め
、
都
民
生
活
の
福
祉
施
策
は
手
薄
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
加
え
て
、
経
済
成
長
の
ひ
ず
み
が
住
宅
難
・
交
通
渋

滞
・
河
川
の
汚
れ
な
ど
を
激
化
さ
せ
、
な
か
で
も
硫
黄
酸
化
物
に
代
表
さ
れ
る
公
害
問
題
が
深
刻
化
し
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
か
ら
40
（
１
９
６
５
）
年
に
か
け
て
日
本
経
済
は
低
迷
を
つ
づ
け
、
不
況
に
よ
る
税
収
落
ち
込
み
で
、

政
府
は
、
戦
後
初
の
赤
字
国
債
発
行
に
踏
み
切
る
な
ど
、
財
政
の
大
転
換
を
行
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
都
は
、
大
都
市
問
題
の
解
決
の
た
め
に
有
効
な
方
策
を
模
索
し
は
じ
め
ま
す
。
や
が
て
、
自
ら
の
あ
り

方
を
調
査
検
討
す
る
区
が
現
れ
ま
す
。
ま
た
、
生
活
に
根
ざ
し
た
区
民
の
目
は
区
政
に
向
か
い
、
自
分
た
ち
の
声
を
区
へ
反
映

さ
せ
る
た
め
に
、
自
分
た
ち
の
手
で
区
長
を
選
ぼ
う
と
す
る
運
動
も
起
こ
り
ま
す
。
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◆
都
政
刷
新
運
動

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
終
わ
っ
た
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
10
月
26
日
、
東
都

知
事
は
、
今
後
の
都
政
の
目
標
を
「
暮
ら
し
づ
く
り
」「
街
づ
く
り
」「
人
づ

く
り
」「
三
多
摩
お
よ
び
島
し
ょ
の
振
興
開
発
」
と
し
、
昭
和
40
（
１
９
６

５
）
年
度
に
お
け
る
重
点
施
策
の
基
本
的
方
向
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
し
か

し
、
経
済
状
態
の
悪
化
は
直
ち
に
都
財
政
に
影
響
を
与
え
、
著
し
い
財
源
の

逼
迫
を
も
た
ら
し
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
都
政
に
対
し
て
、
さ
ら
に
局
面
を
大
き
く
変
え
る
事
態
が
起
こ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
3
月
15
日
、
都
議
会
で
40
年

度
当
初
予
算
の
審
議
が
水
道
料
金
や
国
民
健
康
保
険
料
な
ど
の
値
上
げ
で
紛

糾
し
て
い
る
さ
な
か
に
、
現
職
議
員
が
議
長
選
挙
を
め
ぐ
る
贈
収
賄
で
逮
捕

さ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
た
の
で
す
。
捜
査
は
6
月
中
旬
ま
で
つ
づ
き
、
現
職

議
長
を
含
む
自
民
党
議
員
計
15
名
が
訴
追
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
不
祥
事
と
そ

の
後
の
都
議
会
の
混
迷＊
１

は
、「
都
議
会
黒
い
霧
事
件
」
と
し
て
新
聞
、
テ
レ

ビ
、
ラ
ジ
オ
そ
の
他
の
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
連
日
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
、
大

き
な
社
会
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
都
民
の
激
し
い
怒
り
と
都
政
へ
の

　　　東都知事の覚悟
昭和40（1965）年８月13日、東京区政会館本館５階の特別室で開かれ

た第３回都区協議会定例会冒頭で、井形卓三文京区長（区長会会長）が発
言を求め、刷新都議会選挙の結果による知事をはじめ都首脳部の苦労を察
してのエールを送りましたが、会長の東都知事は次の覚悟を述べています。
「区長会のご懇篤な理解ある言葉を頂戴して有難い。新しい都議会の分

野も決まり、私ども執行機関としても議会との関係が従来どおりいかず、
苦労が多くなるであろうが、都政がこのため180度転換しなければならな
い理由はどこにもない。前途の困難はあるが、都民の福祉のための都政を
進めていくため、これを耐え忍んで行く覚悟である。特に区長会の皆さん
に従来以上の協力、バックアップをお願いする。」

(『区政春秋 22号』収録「都区協議会会議録」)
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関
心
は
急
速
に
高
ま
り
都
政
刷
新
・
都
議
会
解
散
リ
コ
ー
ル
運
動
へ
と
発
展
し
ま
す
。

こ
の
事
件
は
、
首
都
東
京
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
全
国
民
の
耳
目
を
集
め
、
つ
い
に
収
拾
策
に
乗
り
出
し
た
国
会
は
、
会

期
末
ぎ
り
ぎ
り
の
6
月
1
日
、
超
党
派
で
「
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
解
散
に
関
す
る
特
例
法＊
２

」
を
制
定
し
、
や
っ
と
同
月
14

日
、
都
議
会
は
自
主
解
散
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

翌
月
の
23
日
、
折
か
ら
の
強
い
雨
の
中
で
実
施
さ
れ
た
出
直
し
選
挙
は
、
社
会
党
が
第
一
党
に

躍
進
し
、
伝
統
的
に
絶
対
多
数
の
地
位
を
確
保
し
て
き
た
自
民
党
は
第
二
党
に
後
退
す
る
結
果
と

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
第
一
党
の
社
会
党
は
過
半
数
を
制
す
る
に
は
至
ら
ず
、
こ
れ
に
公
明
党
の

進
出
が
加
わ
り
、
議
決
に
必
要
な
過
半
数
を
め
ぐ
り
３
党
が
微
妙
な
均
衡
状
態
と
な
り
ま
し
た
。

刷
新
都
議
会
は
、
8
月
に
臨
時
会
を
開
き
、
議
長
を
社
会
党
か
ら
、
副
議
長
を
公
明
党
か
ら
選

出
し
、「
都
政
刷
新
に
関
す
る
決
議
」
を
全
会
一
致
で
可
決
し
て
、
刷
新
へ
の
ス
タ
ー
ト
を
き
り

ま
す
が
、
は
じ
め
て
の
与
野
党
逆
転
の
刷
新
都
議
会
の
下
で
、
都
政
は
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
困
難
な
事
態
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

＊
1　

都
議
会
の
混
迷　

議
会
の
自
主
的
解
散
に
つ
い
て
当
時
法
的
根
拠
が
な
い
な
か
で
、
都
議
会
は
自

ら
の
粛
正
刷
新
の
た
め
に
議
員
全
員
が
総
辞
職
す
る
こ
と
を
試
み
ま
し
た
が
、
全
員
の
辞
表
取
り
ま
と
め

が
不
調
に
終
わ
り
、
ま
た
知
事
の
不
信
任
決
議
案
を
可
決
し
て
解
散
に
み
ち
び
く
案
も
否
決
さ
れ
、
つ
い

に
自
主
解
散
は
で
き
ぬ
ま
ま
で
し
た
。
一
方
で
、
人
口
１
千
万
を
超
え
る
巨
大
都
市
で
有
権
者
の
１／３
以
上

の
署
名
を
必
要
と
す
る
リ
コ
ー
ル
の
成
立
は
困
難
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

表３　都議会全員一致議案数

S.40年
S.41年
S.42年
S.43年

比率
50%
58%
72%
90%

総件数
128件
327件
227件
239件

全員一致
75件
217件
164件
217件

備　　考
40年は8月の刷新都議会以降

42年4月までは東都政、以降
は美濃部都政

（大日向都議会議長監修『刷新都議会この四年』より作成）
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＊
2　

解
散
に
関
す
る
特
例
法　

都
議
会
の
現
状
と
世
論
の
動
向
を
重
視
し
た
国
会
が
、
超
党
派
で
制
定
し
た
「
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の

解
散
に
関
す
る
特
例
法
」
は
、
地
方
議
会
の
議
員
数
の
３／４
以
上
が
出
席
し
、
そ
の
４／５
以
上
の
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
議
会
解
散
が
で
き
る

こ
と
を
定
め
た
も
の
で
す
。

　

◆
都
市
問
題
へ
の
対
応

都
は
、
社
会
経
済
環
境
の
変
化
に
対
処
す
る
た
め
、
昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年
に
、
東
知
事
の
指
示
で
は
じ
め
て
策
定
し
た

「
長
期
計
画
」
の
終
期
（
昭
和
45
年
度
）
を
待
た
ず
に
、
第
2
次
長
期
計
画
を
発
足
さ
せ
る
方
針
を
決
定
し
ま
す
。
そ
の
間
を
乗

り
切
る
た
め
昭
和
41
（
１
９
６
６
）
年
7
月
、『
基
幹
的
重
要
事
業
実
施
計
画＊

３

』
を
発
表
し
、
あ
わ
せ
て
20
年
後
を
見
通
し
た

『
東
京
大
都
市
圏
の
発
展
方
向
を
さ
ぐ
る
長
期
展
望
』
を
作
成
し
ま
す
。
そ
し
て
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
1
月
、『
こ
れ
か

ら
の
東
京
―
二
〇
年
後
の
展
望＊
４

』
を
ま
と
め
ま
す
。
さ
ら
に
、
都
は
、
直
面
す
る
大
都
市
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
た
め

に
、
東
京
市
政
調
査
会
と
共
同
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
名
誉
教
授
で
あ
る
ウ
イ
リ
ア
ム
・
Ａ
・
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
を
招
聘
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

＊
3　

基
幹
的
重
要
事
業
実
施
計
画　

昭
和
41
（
１
９
６
６
）
年
度
か
ら
43
（
１
９
６
８
）
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
し
た
こ
の
実
施
計
画

は
、
昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年
2
月
に
都
が
は
じ
め
て
策
定
し
た
「
長
期
計
画
」
の
補
正
と
継
続
性
の
担
保
の
意
味
を
も
ち
、
そ
の
後
の
社

会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
新
規
に
、
人
口
が
急
増
し
た
三
多
摩
地
域
へ
の
投
資
拡
大
な
ど
、
重
要
事
業
の
追
加
、
さ
ら
に
、
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
関
連
事
業
優
先
の
結
果
生
じ
た
ひ
ず
み
の
是
正
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
こ
の
実
施
計
画
は
、
２
年
後
、
後
任
の
美
濃
部

知
事
が
発
表
し
た
『
中
期
計
画
―
１
９
６
８
年
―
い
か
に
し
て
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
を
達
成
す
る
か
』
の
重
要
な
素
地
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

（『
東
京
都
政
五
十
年
史
』）
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＊
4　

二
〇
年
後
の
展
望　

こ
の
展
望
は
、
日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
の
報
告
書
を
基
に
、「
東
京
の
機
能
」「
人
口
・
就
業
構
造
・
産
業
構
造
・

所
得
構
造
」「
東
京
人
の
生
活
」「
東
京
の
地
域
構
造
」「
都
市
環
境
の
動
向
」
な
ど
に
つ
い
て
、
将
来
の
あ
り
得
る
べ
き
姿
を
想
定
し
、
都
の

区
域
に
お
け
る
行
政
課
題
と
都
の
区
域
を
超
え
る
広
域
行
政
課
題
と
に
分
け
て
、
今
後
の
施
策
と
必
要
な
措
置
等
を
述
べ
た
も
の
で
し
た
が
、

昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
7
月
、
長
期
計
画
づ
く
り
の
打
合
せ
庁
議
で
「
現
在
と
の
つ
な
が
り
の
な
い
甘
い
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
し
て
後
任
の
知

事
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。（『
東
京
都
政
五
十
年
史
』）

　

◆
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
の
来
日

昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
4
月
の
第
6
回
統
一
地
方
選
挙
を
控
え
た
2
月
に
、
東
都
知
事
が
正
式
に
退
陣
を
表
明
し
ま
す
。

翌
3
月
16
日
、
昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
夏
の
刷
新
都
議
会
選
挙
で
第
一
党
に
躍
進
し
た
社
会
党
と
共
産
党
の
共
闘
を
軸
に
、

著
名
な
学
者
・
文
化
人
や
多
く
の
都
民
団
体
が
結
集
し
た
「
明
る
い
革
新
都
政
を
つ
く
る
会
」
が
発
足
し
、
東
京
教
育
大
学
教

授
の
美
濃
部
亮
吉
氏
を
革
新
都
民
党
候
補
と
し
て
擁
立
・
推
薦
し
ま
す
。

昭
和
40
年
代
に
入
り
地
方
議
会
の
政
党
化
・
多
党
化
が
進
み
、
こ
の
第
6
回
統
一
地
方
選
挙
で
は
、
自
民
党
は
府
県
議
会
選

挙
で
、
特
に
、
都
市
部
で
後
退
し
ま
す
。
大
都
市
東
京
の
首
長
選
挙
で
は
、
自
民
党
・
公
明
党
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
候
補
を
破
り

美
濃
部
氏
が
当
選
し
ま
す
。
首
都
東
京
初
の
「
革
新
知
事
」
の
出
現
は
、
東
京
株
式
市
場
で
一
時
、
ダ
ウ
式
平
均
株
価
18
円
安

の
相
場
を
出
す
ほ
ど
の
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
出
来
事
で
も
あ
り
ま
し
た
。

自
民
党
政
権
で
あ
る
内
閣
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
背
景
に
、
地
方
制
度
調
査
会
で
「
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
う
地
方
行

財
政
の
変
ぼ
う
に
対
処
す
る
行
財
政
上
の
方
策
」
の
検
討
を
急
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
区
議
会
議
員
選
挙
の
結
果
（
29

頁
参
照
）
も
、
自
民
党
は
8
区
で
過
半
数
割
れ
4
区
で
半
数
と
な
る
な
ど
退
潮
の
き
ざ
し
が
顕
著
に
な
っ
て
き
ま
す
。
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折
し
も
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
が
都
政
調
査
の
た
め
に
来
日
し
た
4
月
16
日
の
日
曜
日
は
、
美
濃
部
亮
吉
氏
が
知
事
に
当
選
し
た

翌
日
で
、
各
紙
の
新
聞
夕
刊
は
、
都
民
党
を
自
称
す
る
美
濃
部
氏
の
「
清
潔
な
都
政
、
都
政
の
革
新
を
約
束
す
る
。
東
京
を
日

本
で
一
番
暮
ら
し
よ
い
都
市
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
一
党
一
派
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
基

本
的
・
人
権
的
な
要
求
だ
。
全
都
民
と
と
も
に
相
談
の
上
、
一
つ
ず
つ
漸
進
的
に
実
現
し
た
い
」
と
の
記
者
会
見
発
言
を
報
道

し
て
い
ま
し
た
。

午
後
8
時
30
分
に
羽
田
に
到
着
し
た
博
士
は
帝
国
ホ
テ
ル
で
一
夜
を
過
ご
し
、
17
日
午
後
に
日
程
の
打
ち
合
わ
せ
が
行
わ
れ

ま
す
。
18
日
か
ら
5
月
29
日
の
離
日
に
至
る
博
士
の
日
程
は
実
に
過
密
な
も
の
で
、
例
え
ば
、
到
着
後
一
週
間
の
行
動
は
、

18
日
、
午
前
・
東
京
市
政
調
査
会
か
ら
の
一
般
的
な
説
明
、
午
後
・
都
内
視
察
。

19
日
、
午
前
・
東
知
事
訪
問
と
企
画
調
整
局
の
説
明
、
午
後
・
都
議
会
議
長
訪
問
、
総
務
局
か
ら
の
説
明
。

20
日
、
午
前
・
首
都
整
備
局
か
ら
の
説
明
、
午
後
・
財
務
局
か
ら
の
説
明
。

21
日
、
都
内
視
察
、
現
地
調
査
開
始
。

と
い
う
も
の
で
し
た
。

翌
週
24
日
の
月
曜
日
、
朝
か
ら
博
士
は
、
評
論
家
角
本
良
平
氏
の
案
内
で
、
辻
清
明
教
授
、
井
出
嘉
憲
助
教
授
ら
と
一
緒
に

大
型
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
、
空
か
ら
東
京
都
市
圏
を
視
察
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
空
の
下
で
は
、
美
濃
部
新
都
知
事

が
東
前
都
知
事
か
ら
交
代
の
引
継
ぎ
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
3
日
後
の
４
月
27
日
、
博
士
は
新
知
事
を
訪
問
し
ま
す
。

以
降
も
引
き
続
き
土
日
を
除
き
、
博
士
は
、
議
会
局
・
交
通
局
・
水
道
局
・
下
水
道
局
・
教
育
庁
・
住
宅
局
か
ら
直
接
説
明

を
聴
取
し
な
が
ら
、
地
方
制
度
調
査
会
・
自
治
省
・
新
知
事
と
都
首
脳
部
・
特
別
区
関
係
者
・
都
議
会
各
党
代
表
議
員
・
三
多
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摩
の
市
長
と
の
意
見
交
換
を
行
い
、
さ
ら
に
、
5
月
に
入
っ
て
か
ら
は
、
大
都
市
の
視
察
を
行
う
た
め
、
名
古
屋
市
・
大
阪
市

・
京
都
市
・
神
戸
市
を
訪
れ
る
な
ど
、
精
力
的
に
調
査
活
動
を
こ
な
す
ほ
か
、
各
地
で
講
演
や
座
談
会＊
５

な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
帰
国
し
た
博
士
は
、
12
月
1
日
『
東
京
都
政
に
関
す
る
報
告
書
』
を
完
成
し
、
東
京
都
と
市
政
調
査
会
に
報
告
（「
四

‐
一
ロ
ン
ド
ン
か
ら
」
参
照
）
し
ま
し
た
。

博
士
は
、
美
濃
部
知
事
の
要
請
を
受
け
て
昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年
に
再
度
来
日
し
、
先
の
こ
の
報
告
の
継
続
と
し
て
ニ
ュ

ー
タ
ウ
ン
、
都
市
開
発
、
都
市
再
開
発
、
都
市
交
通
の
問
題
を
中
心
と
し
た
第
2
次
報
告
書
を
都
に
提
出
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
博
士
の
報
告
書
は
、
東
京
都
知
事
へ
の
助
言
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
や
地
方
制
度
調
査
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も

の
と
な
り
ま
し
た
。

＊
5　

各
地
で
の
活
動　
『
ウ
イ
リ
ア
ム
・
Ａ
・
ロ
ブ
ソ
ン
教
授
講
演
集
』
に
は
、
15
回
も
の
講
演
会
・
懇
談
会
・
研
究
会
・
座
談
会
な
ど
で

の
記
録
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
博
士
の
活
動
の
よ
う
す
が
し
の
ば
れ
ま
す
。

　

◆
長
谷
部
委
員
会

昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年
2
月
1
日
、
知
事
は
、
都
政
の
民
主
化
・
合
理
化
を
推
し
進
め
る
た
め
に
、
9
名
の
委
員
と
11
名

の
調
査
員
か
ら
な
る
「
東
京
都
行
財
政
臨
時
調
査
会
」（
会
長
：
長
谷
部
忠
朝
日
新
聞
社
顧
問
）
を
立
ち
上
げ
ま
す
。
つ
い
で
4

月
1
日
、
東
京
が
直
面
し
て
い
る
特
殊
な
大
都
市
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
6
名
の
委
員
と
7
名
の
調
査
員
で
構
成
す
る

「
東
京
問
題
調
査
会
」（
代
表
：
都
留
重
人
一
橋
大
学
教
授
）
を
立
ち
上
げ
ま
す
。
二
つ
の
調
査
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
長
谷
部
委

員
会
」、「
都
留
委
員
会
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
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二
つ
の
委
員
会
に
都
知
事
が
示
し
た
調
査
主
題
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
長
谷
部
委
員
会
へ
の
「
特
別
区
制
、
市
町
村
制
等
行

政
制
度
改
善
の
あ
り
方
」
で
す
。

長
谷
部
委
員
会
は
、
発
足
か
ら
昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年
6
月
30
日
ま
で
の
間
に
都
の
管
理
執
行
体
制
の
整
備
・
改
善
に
関

す
る
3
次
に
わ
た
る
助
言
を
提
出
し
、
同
年
9
月
10
日
の
第
1
回
総
会
で
、
最
後
の
主
題
で
あ
る
「
行
政
制
度
の
改
善
」
の
検

討
に
入
り
ま
す
。
こ
の
と
き
国
で
は
、
第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
が
第
14
次
地
方
制
度
調
査
会
へ
検
討
を
引
き
継
ぐ
た
め
に
、

と
く
に
特
別
区
制
度
を
含
む
大
都
市
制
度
で
今
後
検
討
す
べ
き
問
題
点
を
ま
と
め
て
い
る
最
中
で
し
た
。
長
谷
部
委
員
会
で
は
、

最
後
の
調
査
主
題
で
あ
る
「
行
政
制
度
の
改
善
」
に
つ
い
て
全
委
員
・
全
調
査
員
で
意
見
交
換
を
行
い
、
引
き
続
き
30
日
の
第

2
回
総
会
で
、
調
査
の
主
題
を
「
特
別
区
・
市
町
村
制
度
の
あ
り
方
」「
都
の
区
域
を
こ
え
る
広
域
行
政
の
あ
り
方
」「
国
と
都

と
の
関
係
」
の
三
つ
の
テ
ー
マ
に
し
ぼ
り
込
み
ま
す
。
そ
し
て
、
第
1
の
テ
ー
マ
は
、
委
員
と
調
査
員
を
、
辻
清
明
委
員
を
中

心
と
す
る
区
・
市
町
村
班＊
６

に
、
第
2
の
テ
ー
マ
は
、
鈴
木
武
雄
委
員
を
中
心
と
す
る
広
域
行
政
班
に
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
（
表
４
参
照
）。

区
・
市
町
村
班
に
よ
る
第
1
の
テ
ー
マ
の
調
査
審
議
経
緯
は
、
同
年
12
月
4
日
の
基
礎
指
標
等
の
説
明
聴
取
に
は
じ
ま
り
、

年
内
に
、
特
別
区
長
会
会
長
・
同
議
長
会
会
長
・
都
行
政
部
長
な
ど
か
ら
の
意
見
の
聴
収
、
武
蔵
野
市
・
久
留
米
町
の
現
地
視

察
と
意
見
交
換
、
翌
45
（
１
９
７
０
）
年
1
月
に
、
中
央
区
・
墨
田
区
・
練
馬
区
か
ら
現
状
と
問
題
点
に
つ
い
て
説
明
を
聞
き
、

さ
ら
に
特
別
区
・
市
町
村
財
政
の
現
状
と
問
題
点
と
改
善
の
方
向
な
ど
に
つ
い
て
都
留
委
員
会
の
専
門
委
員
遠
藤
湘
吉
東
京
大

学
教
授
か
ら
説
明
聴
取
と
意
見
交
換
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
2
月
は
、
府
中
市
・
五
日
市
町
ほ
か
多
摩
地
域
の
現
地
視
察
と
市

長
会
・
市
議
会
議
長
会
や
町
村
会
・
町
村
議
会
議
長
会
の
代
表
と
の
意
見
交
換
、
行
政
部
長
・
民
生
局
長
・
衛
生
局
長
と
の
意
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見
交
換
な
ど
を
終
え
、
3
月
か
ら
は
、
7
回
に
わ
た
る
審
議
を
経
て
同
年
4
月
24
日
に
第
1
テ
ー
マ
の
調
査
報
告
案
を
と
り
ま

と
め
て
い
ま
す
。

同
月
28
日
の
総
会
で
、
第
1
・
第
2
テ
ー
マ
の
調
査
報
告
と
意
見
交
換
を
行
い
、
起
草
担
当
委
員
と
し
て
辻
教
授
と
調
査
委

員
で
あ
る
高
木
教
授
・
吉
浦
事
務
局
長
を
選
出
し
、
助
言
案
づ
く
り
の
作
業
に
入
り
5
月
16
日
の
総
会
で
審
議
・
決
定
し
、
同

月
27
日
、
都
行
政
の
運
営
に
つ
い
て
制
度
上
の
改
善
を
提
案
す
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
地
方
制
度
調
査
会
の
審
議
に
都
の
考
え
方

を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
意
味
を
合
わ
せ
有
す
る
第
４
次
助
言
（「
四
‐
二
東
京
都
か
ら
」
参
照
）
を
都
知
事
へ
提
出
し
ま
し
た
。

表４　第４次長谷部委員会の構成
広 域 行 政 班 区・市町村 班

武
蔵
大
学
経
済
学
部
教
授

読
売
新
聞
社
副
社
長

前
毎
日
新
聞
社
論
説
委
員
長

日
本
興
業
銀
行
副
頭
取

◎
辻　
　

清
明

　

荻
田　
　

保

　

日
高　

六
郎

　

岩
井　
　

章

東
京
大
学
法
学
部
教
授

公
営
企
業
金
融
公
庫
総
裁

前
東
京
大
学
教
授

総
評
事
務
局
長

東
京
都
行
財
政
臨
時
調
査
会
委
員

◎
阿
利　

莫
二

◎
稲
葉
三
千
男

　

山
本　

晴
男

　

榛
葉　

一
郎

　

松
下　

圭
一

法
政
大
学
法
学
部
教
授

東
京
大
学
新
聞
研
究
所
助
教
授

地
方
職
員
共
済
組
合
理
事

日
本
興
業
銀
行
取
締
役

法
政
大
学
法
学
部
教
授

◎
高
木　

鉦
作

◎
吉
浦　

浄
真

　

佐
藤　
　

進

　

志
村　

富
寿

　

岩
垂
寿
喜
男

國
學
院
大
学
法
学
部
教
授

全
国
町
村
議
会
議
長
会
事
務
局
長

武
蔵
大
学
経
済
学
部
教
授

毎
日
新
聞
社
論
説
委
員

総
評
国
民
運
動
部
長

東
京
都
行
財
政
臨
時
調
査
会
調
査
員

◎
鈴
木　

武
雄

　

小
林
与
三
次

　

橘　
　

善
守

　

梶
浦　

英
夫

注：◎印は起草担当委員
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◆
多
党
化
と
住
民
運
動

「
都
議
会
黒
い
霧
事
件
」（
20
頁
参
照
）
直
後
の
昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
の
7
月
4
日
に
行
わ
れ
た
第
7
回
参
議
院
議
員
選

挙
は
、
東
京
地
方
区
で
自
民
党
は
全
滅
し
ま
す
。
つ
づ
く
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
4
月
30
日
の
第
6
回
統
一
地
方
議
会
議
員

選
挙
で
も
、
都
市
部
で
自
民
党
は
後
退
し
ま
す
。
東
京
の
区
議
会
議
員
選
挙
も
、
自
民
党
は
、
品
川
・
大
田
・
渋
谷
・
杉
並
・

豊
島
・
北
・
板
橋
・
江
戸
川
の
８
区
で
過
半
数
割
れ
、
港
・
新
宿
・
中
野
・
葛
飾
の
４
区
で
半
数
、
千
代
田
・
文
京
・
目
黒
の

３
区
で
は
議
長
を
出
す
と
半
数
と
な
る
状
況
で
し
た
。
ま
た
、
練
馬
区
で
は
、
5
月
2
日
の
臨
時
区
議
会
で
区
長
不
信
任
案
が

可
決
さ
れ
、
区
長
が
解
散
権
を
行
使
し
て
30
日
に
施
行
さ
れ
た
区
議
会
選
挙
の
結
果
も
自
民
党
が
過
半
数
割
れ
と
な
っ
て
い
ま

す
。地

方
議
会
の
政
党
化
・
多
党
化
と
い
う
新
し
い
政
治
的
状
況
の
出
現
は
、「
区
議
会
に
よ
る
区
長
選
任
」
制
度
に
大
き
な
影

響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
議
会
内
の
党
派
の
バ
ラ
ン
ス
や
勢
力
争
い
な
ど
か
ら
、
昭
和
42
（
１
９
６

７
）
年
に
区
長
の
任
期
が
終
了
し
た
区
で
は
区
長
候
補
者
の
選
定
が
長
引
き
、
選
任
ま
で
に
３
６
３
日
を
要
し
た
新
宿
区
、
２

７
９
日
を
要
し
た
文
京
区
、
２
１
４
日
を
要
し
た
品
川
区
、
４
０
３
日
を
要
し
た
練
馬
区
な
ど
が
出
現
し
は
じ
め
ま
す
（
表
5

参
照
）。
そ
の
後
も
、
各
区
議
会
の
多
党
化
現
象
は
進
み
、
こ
う
し
た
区
長
不
在
区
が
増
え
る
に
及
ん
で
、
昭
和
42
（
１
９
６

７
）
年
9
月
、
練
馬
区
民
に
よ
る
「
区
長
を
選
ぶ
練
馬
区
民
の
会
」
が
結
成
さ
れ
、「
区
民
投
票
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
区
長

候
補
者
を
区
議
会
が
選
定
す
る
」
内
容
の
区
条
例
制
定
を
求
め
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
区
長
準
公
選
運
動
」
の
起
こ
り
で
す
。

こ
の
運
動
は
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
以
来
の
区
長
公
選
運
動
が
、
官
製
的
運
動
か
ら
区
民
に
よ
る
自
発
的
な
運
動
へ
と
展

開
し
て
い
く
端
緒
と
な
り
ま
し
た
（
第
三
章
参
照
）。
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表５　議会選任区長不在日数

千代田
中　央

港
新　宿
文　京
台　東
墨　田
江　東
品　川
目　黒
大　田
世田谷
渋　谷
中　野
杉　並
豊　島

北
荒　川
板　橋
練　馬
足　立
葛　飾
江戸川
計（不在日数）

選任回数
平均日数

42　　43

＊0
97

363
279
0
0
99
214

0

6

28

0
8

403
5

0
57

131 1428
8　　9
16　 159

44

-
0
-

46

0

0
0

6

194

100

35

12

347
8
43

（昭和49年２月現在）
注１：日数「０」は、後任者の選任が前任者の任期と継続して行われたことを意味しています。
　２： この表は、中島忠能「特別区制の改革についての覚書（その７・完）」『自治研究 第52巻

２号』の表ｰ２ 特別区長不在期間調を基にして作成しています。

不在日数
320
97
148
387
314
0
0

133
342
17
437
6
86
200
19
128
5
35
29
847
133
12
60

3755

（単位：日、回）

42～49

45

148

17
22

86

19

5

297
6
42

47　　48
320

24　　
0　 35

34
128

415

21
444
128

3
	210 1342
6　　 5
35　 268　

49

0

0
1
0

選任回数
2
2
1
2
3
2
3
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
43

計年

区
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◆
辻
調
査
会

昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
4
月
の
区
議
会
議
員
選
挙
で
、
中
野
区
議
会
自
民
党
議
員
団
は
26
議
席
か
ら
24
議
席
と
な
り
、
か

ろ
う
じ
て
半
数
の
議
席
を
維
持
し
て
い
ま
し
た
。
昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
、
自
民
党
推
薦
で
二
期
務
め
た
区
長
が
任
期
満
了

（
3
月
27
日
）
を
む
か
え
た
と
き
、
中
野
区
議
会
で
は
、
議
員
死
亡
（
自
民
2
・
共
産
1
）
に
よ
る
欠
員
で
、
単
独
過
半
数
を
制

す
る
政
党
の
な
い
多
党
化
議
会
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
同
年
2
月
23
日
、
４
派
の
議
員
提
案
で
準
公
選
方
式

に
よ
る
区
長
候
補
者
決
定
方
法
が
審
議
さ
れ
ま
す
が
、
区
長
は
任
期
終
了
に
よ
り
退
任
し
、
区
議
会
も
4
月
の
統
一
地
方
議
会

選
挙
を
控
え
、
条
例
案
は
審
議
未
了
で
廃
案
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

第
7
回
統
一
地
方
選
挙
で
は
、
都
市
部
で
の
自
民
党
の
後
退
と
多
党
化
が
進
み
ま
す
。
4
月
12
日
、
東
京
で
は
、
保
革
一
騎

打
ち
と
な
っ
た
知
事
選
挙
と
同
時
に
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
、
都
民
の
関
心
は
高
く
72
・
36
％
の
投
票
率
を
示
し
ま
す
。

中
野
区
の
投
票
率
も
71
・
90
％
と
、
戦
後
最
高
と
な
り
、
こ
の
選
挙
で
、
定
員
48
人
の
区
議
会
は
、
自
民
党
が
過
半
数
割
れ

の
22
人
と
な
り
、
共
産
党
が
第
二
党
に
進
出
し
て
7
人
、
続
い
て
社
会
党
6
人
、
公
明
党
5
人
、
民
社
党
4
人
、
無
所
属
（
議

会
内
会
派
清
風
ク
ラ
ブ
結
成
）
4
人
の
構
成
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
結
果
か
ら
、
議
長
は
第
一
党
か
ら
副
議
長
は
第
二
党
か
ら

と
の
慣
例
に
よ
る
議
会
人
事
を
め
ぐ
る
非
公
式
の
話
し
合
い
が
長
引
き
、
5
月
19
日
、
反
自
民
党
の
革
新
五
派
は
、
区
長
準
公

選
制
の
実
現
等
を
中
心
と
す
る
当
面
の
政
策
協
定
を
結
び
、
民
社
党
か
ら
議
長
を
出
し
野
党
第
一
党
か
ら
副
議
長
を
出
す
こ
と

に
し
、
区
議
会
運
営
の
主
導
権
を
と
る
こ
と
を
区
民
に
発
表
し
ま
す
。
革
新
派
が
正
副
議
長
を
独
占
し
た
の
も
、
共
産
党
が
副

議
長
に
選
出
さ
れ
た
の
も
、
23
区
の
議
会
が
は
じ
ま
っ
て
以
来
の
こ
と
で
し
た
。
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こ
う
し
て
、
5
月
26
日
の
本
会
議
に
革
新
五
派
が
提
出
し
た
準
公
選
条
例
案
は
、
区
長
選
出
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
6

月
24
日
の
区
議
会
臨
時
会
で
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
区
長
職
務
代
理
者
は
、
7
月
2
日
、
再
議
に
付
し
た
た

め
、
区
議
会
は
そ
の
理
由
を
め
ぐ
り
紛
糾
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
9
月
1
日
、
区
長
の
空
席
を
長
期
間
続
け
る
こ
と
は
好
ま
し

く
な
い
の
で
、
早
く
区
長
候
補
者
を
決
定
す
る
よ
う
に
と
の
議
長
の
意
向
表
明
に
よ
り
、
再
議
に
付
さ
れ
た
条
例
は
継
続
審
査

と
し
、
全
員
異
議
な
く
推
薦
方
式
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

革
新
五
派
は
候
補
者
の
選
定
に
入
り
、
同
月
29
日
の
夜
、
元
東
京
都
の
企
画

調
整
局
長＊
６

で
あ
る
大
内
正
二
中
野
区
教
育
委
員
と
の
間
で
、
①
区
長
準
公
選
制

を
実
現
す
る
、
②
住
民
参
加
の
民
主
区
政
を
進
め
る
等
の
点
で
意
見
が
一
致
し

た
こ
と
か
ら
、
大
内
氏
を
候
補
者
に
決
め
ま
し
た
。
10
月
1
日
、
全
員
出
席
の

本
会
議
で
は
、
革
新
五
派
か
ら
大
内
氏
を
推
薦
し
、
賛
成
多
数
で
決
定
さ
れ
、

都
知
事
の
同
意
を
得
て
同
月
８
日
の
本
会
議
で
正
式
に
区
長
に
就
任
し
ま
す
。

こ
う
し
て
、
１
９
４
日
に
及
ぶ
区
長
不
在
期
間
が
終
わ
り
、
23
区
で
初
め
て
の

議
会
選
任
制
の
革
新
区
長
が
誕
生
し
た
の
で
し
た
。

新
区
長
は
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
3
月
7
日
の
定
例
区
議
会
本
会
議
で

「
中
野
区
特
別
区
制
度
調
査
会
」
設
置
条
例
を
提
案
し
、
議
会
は
こ
れ
を
可
決

し
ま
す
。
準
公
選
方
式
に
よ
る
区
長
候
補
者
決
定
に
関
す
る
条
例
が
継
続
審
査

と
な
っ
て
い
る
な
か
、
そ
れ
と
は
別
に
、
準
公
選
実
施
の
た
め
の
具
体
的
方
法

就任のあいさつをする大内区長（『中野区史 昭和編 ３』）
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な
ど
を
学
識
経
験
者
に
検
討
し
て
も
ら
う
た
め
、
区
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
設
置
し
た
も
の
で
す
。

中
野
区
特
別
区
制
度
調
査
会
の
初
会
合
が
、
5
月
6
日
、
区
役
所
庁
議
室
で
開
か
れ
、
区
長
か
ら
、
辻
清
明
東
京
大
学
法
学

部
教
授
、
山
本
進
毎
日
新
聞
社
論
説
副
主
幹
、
和
田
英
夫
明
治
大
学
法
学
部
教
授
、
芦
部
信
喜
東
京
大
学
法
学
部
教
授
、
高
木

鉦
作
國
學
院
大
学
法
学
部
教
授
、
佐
藤
進
武
蔵
大
学
経
済
学
部
教
授
の
6
委
員
に
委
嘱
状
が
渡
さ
れ
、
同
調
査
会
は
辻
教
授
を

会
長
に
正
式
に
発
足
し
ま
す
。

区
長
は
、
辻
調
査
会
に
対
し
、
①
特
別
区
制
度
の
あ
り
方
、
②
区
長
の
選
任
方
法
、
③
民
主
的
、
合
理
的
な
行
政
運
営
の
3

点
を
諮
問
し
、
同
調
査
会
は
、
2
年
間
の
予
定
で
調
査
研
究
を
進
め
て
、
答
申
を
ま
と
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。
こ
の
辻
調
査
会

は
、
特
別
区
制
度
、
と
く
に
区
長
の
選
任
方
法
を
調
査
す
る
と
い
う
具
体
的
な
目
的
を
も
つ
も
の
で
す
が
、
区
の
立
場
か
ら
区

民
生
活
の
実
情
を
ふ
ま
え
て
、
区
の
制
度
や
行
政
の
運
営
が
ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
検
討
す
る
と
い
う
視
点
で
、
国
や

都
の
検
討
と
は
異
な
り
、
初
め
て
の
自
治
の
最
先
端
か
ら
調
査
研
究
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

辻
調
査
会
は
、
昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
4
月
に
、
と
り
あ
え
ず
の
見
解
と
し
て
「
特
別
区
制
度
に
関
す
る
中
間
答
申
―
区

長
の
選
任
方
法
を
中
心
に
し
て
」
を
区
長
に
提
出
し
ま
す
。
こ
の
中
間
答
申
に
至
る
約
1
年
間
は
、
準
公
選
運
動
を
め
ぐ
り
各

区
に
は
大
き
な
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
前
年
の
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
7
月
31
日
、
品
川
区
議
会
で
区
長
準
公
選
条
例
案
が

全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
、
同
年
11
月
12
日
に
、
23
区
で
初
め
て
の
区
長
準
公
選
方
式
に
よ
る
区
民
投
票
が
実
施
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
辻
調
査
会
は
、
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
4
月
、
最
終
答
申
「
特
別
区
の
制
度
と
そ
の
運
営
に
つ
い
て
」
を
大
内

区
長
に
提
出
し
任
務
を
終
了
し
て
い
ま
す
（「
四-

三
特
別
区
か
ら
」
参
照
）。
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＊
6　

企
画
調
整
局
長　

東
京
都
企
画
調
整
局
は
、「
東
京
都
行
財
政
臨
時
調
査
会
（
長
谷
部
委
員
会
）」
や
「
東
京
問
題
調
査
会
（
都
留
委

員
会
）」（
第
二
章
25
頁
参
照
）
の
事
務
局
を
務
め
た
局
で
、
大
内
正
二
氏
は
、
こ
の
二
つ
の
調
査
会
が
設
置
さ
れ
た
昭
和
43
（
１
９
６
８
）

年
7
月
の
幹
部
異
動
で
、
労
働
局
長
か
ら
企
画
調
整
局
長
に
就
任
し
、
二
つ
の
調
査
会
の
任
務
が
終
了
し
た
昭
和
45
（
１
９
７
０
）
年
7
月

15
日
に
東
京
都
を
依
願
退
職
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
‐
三
　
国
と
の
や
り
取
り　

都
市
問
題
が
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
、
特
別
区
制
度
を
ふ
く
め
た
大
都
市
行
政
制
度
全
体
に
つ
い
て
根
本
的
な
再
検
討
が
進
め

ら
れ
る
機
運
が
も
り
あ
が
っ
て
き
ま
す
。
国
は
、
首
都
制
度
に
つ
い
て
は
す
で
に
第
8
次
地
方
制
度
調
査
会
で
対
象
と
し
ま
し

た
が
、
は
や
く
か
ら
問
題
の
緊
急
性
が
認
識
さ
れ
な
が
ら
大
都
市
行
政
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
審
議
の
対
象
に

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年
8
月
、
第
12
次
地
方
制
度
調
査
会
は
中
間
答
申
で
、
は
じ
め
て
最
近
に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
に
伴
う
地
方
行
政
の
変
ぼ
う
に
つ
い
て
基
本
的
認
識
を
示
し
、
昭
和
33
（
１
９
５
８
）
年
の
第
5
次
地
方
制
度
調
査
会
以

来
、
検
討
し
て
き
た
「
首
都
制
度
」
の
改
革
は
、
こ
の
間
に
、「
大
都
市
東
京
」
の
自
治
制
度
の
あ
り
方
に
軸
が
移
っ
て
い
き

ま
す
。

　

◆
地
方
制
度
の
見
直
し　

第
8
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
首
都
東
京
の
大
都
市
問
題
解
決
の
当
面
の
改
革
を
答
申
す
る
に
と
ど
ま
り
、
現
行
都
区
制
度
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の
抜
本
的
解
決
は
宿
題
と
し
て
い
ま
し
た
。
答
申
に
よ
る
改
正
地
方
自
治
法
案
を
国
会
で
可
決
す
る
に
あ
た
り
、
衆
・
参
両
院

が
政
府
に
対
し
て
、
首
都
制
度
の
改
革
に
向
け
「
今
後
も
鋭
意
検
討
す
る
こ
と
」
と
の
附
帯
決
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
地
方
制
度
調
査
会
は
、
新
し
い
課
題
が
次
々
に
生
起
す
る
社
会
状
況
の
変
化
に
直
面
し
、
こ
う
し
た
問
題
を
解

決
す
る
た
め
に
第
9
次
か
ら
第
11
次
の
地
方
制
度
調
査
会
に
か
け
て
、
行
政
事
務
再
配
分
の
検
討
に
終
始
し
ま
し
た
。

昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年
7
月
4
日
、
第
12
次
地
方
制
度
調
査
会
の
小
委
員
会
は
、「
社
会
経
済
情
勢
の
変
貌
と
地
域
社
会

の
構
造
変
化
」
に
対
処
す
る
方
策
を
検
討
し
、「
さ
し
あ
た
り
、
講
ず
べ
き
措
置
」
と
し
て
、

①　

	

大
都
市
お
よ
び
大
都
市
周
辺
地
域
に
つ
い
て
は
、
人
口
、
産
業
の
集
中
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
都
市
の
再
開
発
お
よ

び
都
市
施
設
の
整
備
を
図
る
た
め
の
措
置

②　

	

地
方
に
つ
い
て
は
、
中
心
と
な
る
べ
き
都
市
と
そ
の
周
辺
農
林
漁
業
地
域
を
一
体
と
し
た
地
域
社
会
の
振
興
対
策
の
確

立
お
よ
び
辺
地
対
策
の
強
化

③　

地
方
公
共
団
体
の
共
同
処
理
方
式
に
よ
る
広
域
行
政
体
制
の
推
進

を
示
し
、
さ
ら
に
、
地
方
行
政
の
変
ぼ
う
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
府
県
、
市
町
村
の
権
限
、
区
域
、
事
務
及
び
税
財
源
の
再

配
分
等
の
検
討
だ
け
で
は
な
く
、「
府
県
制
度
、
市
町
村
制
度
の
基
本
的
な
あ
り
方
を
抜
本
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
避
で

あ
る
」
と
し
て
、
同
年
8
月
28
日
、「
最
終
的
な
結
論
は
次
期
地
方
制
度
調
査
会
で
の
検
討
を
期
待
す
る
。」
と
付
記
し
た
中
間

答
申
を
総
理
大
臣
に
提
出
し
ま
す
。
こ
の
た
め
政
府
は
、
同
年
10
月
18
日
に
第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
の
委
員
50
人
と
臨
時
委

員
3
人
を
任
命
し
、
同
月
24
日
の
第
1
回
総
会
で
佐
藤
栄
作
首
相
は
「
第
12
次
地
方
制
度
調
査
会
に
引
き
続
き
、
最
近
の
過
密

・
過
疎
現
象
の
も
と
で
の
、
新
し
い
地
方
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
根
本
的
検
討
を
加
え
る
よ
う
」
要
請
し
ま
す
。
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◆
宿
題
の
ゆ
く
え　

こ
う
し
た
国
の
動
き
の
前
後
で
は
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
12
月
、
ロ
ブ
ソ
ン
報
告
を
う
け
て
、
同
月
21
日
の
朝
日
新
聞

は
、「
首
都
行
政
を
再
編
成
、
自
治
省
が
試
案
検
討
」「
東
京
市
復
活
、
二
十
三
区
は
行
政
区
に
」
と
報
道
し
ま
し
た
。
年
が
明

け
て
昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年
2
月
26
日
、
23
区
の
区
議
会
は
、
合
同
で
「
特
別
区
自
治
権
拡
充
大
会
」
を
開
催
し
、
特
別
区

の
行
政
区
化
と
東
京
都
解
体
に
つ
な
が
る
「
東
京
市
構
想
」
に
強
く
反
対
し
、
区
長
公
選
の
早
期
実
現
、
財
政
権
の
確
立
、
事

務
事
業
の
移
管
促
進
を
、
超
党
派
で
決
議
し
て
、
国
や
都
に
提
出
し
ま
す
。
都
議
会
も
、
同
年
6
月
10
日
、「
区
長
公
選
の
早

期
実
現
並
び
に
特
別
区
と
東
京
都
の
自
治
権
拡
充
に
関
す
る
意
見
書
」
を
全
会
一
致
で
採
択
・
可
決
し
、
政
府
機
関
に
提
出
し

て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
6
月
18
日
の
都
政
新
報
は
、「
ベ
ー
ル
ぬ
い
だ
東
京
市
構
想
、
自
治
省
で
本
格
的
検
討
へ
」
と
の
見
出
し
で
、「
東

京
都
を
中
心
と
す
る
首
都
圏
の
規
模
を
一
都
七
県
程
度
に
考
え
、
人
口
の
集
中
か
ら
生
ず
る
、
水
道
、
住
宅
、
公
害
な
ど
各
種

の
弊
害
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
広
域
処
理
す
る
『
新
型
の
連
合
制
度
』
方
式
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
現
在
の
首
都
圏
内
の

各
都
県
の
地
域
的
設
定
を
根
本
的
に
改
め
『
東
京
都
の
中
心
部
か
ら
三
十
キ
ロ
圏
程
度
』
を
、
い
わ
ゆ
る
生
活
、
通
勤
圏
の

『
許
容
限
度
』
と
し
て
、
こ
れ
を
一
つ
の
自
治
体
に
統
合
す
る
、
と
い
う
考
え
方
が
極
め
て
有
力
と
い
わ
れ
る
。」
な
ど
自
治
省

の
構
想
で
あ
る
と
す
る
内
容
を
伝
え
、
秋
（
9
月
）
に
は
委
員
改
選
を
機
に
第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
が
動
き
出
す
と
の
報
道

を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
の
始
動
を
目
前
に
控
え
た
9
月
9
日
、
区
議
会
の
区
制
度
調
査
特
別
委
員
長
会
は
、
地
方
制
度
調
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査
会
の
事
務
局
で
あ
る
自
治
省
を
訪
れ
、
委
員
長
会
の
会
長
と
役
員
で
長
野
士
郎
行
政
局
長
と
対
談
し
、
6
月
の
都
政
新
報
の

報
道
の
件
も
含
め
、
真
意
を
確
か
め
ま
し
た
。
長
野
行
政
局
長
は
、
都
政
新
報
の
報
道
に
つ
い
て
、「
自
治
省
が
都
に
対
し
非

公
式
に
内
示
し
意
見
を
求
め
た
な
ど
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。」
と
否
定
し
な
が
ら
、「
ま
だ
ま
だ
細
部
に
わ
た
っ
て
分
析
し
て

か
か
る
必
要
が
あ
り
、
か
な
り
時
間
を
要
す
る
こ
と
」
で
、
地
方
制
度
調
査
会
の
審
議
に
か
か
っ
て
い
る
と
し
、
ま
た
、
区
長

公
選
問
題
に
つ
い
て
は
、「
今
秋
発
足
の
地
方
制
度
調
査
会
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
必
然
的
だ
と
考
え
て
い
る
。」、
事

務
事
業
の
移
管
に
つ
い
て
は
「
昭
和
40
年
に
行
わ
れ
た
移
譲
は
不
十
分
で
あ
る
。
特
に
保
健
事
業
の
ご
と
き
は
、
全
く
ナ
ン
セ

ン
ス
で
あ
る
。
今
後
も
移
譲
す
べ
き
も
の
は
沢
山
あ
る
と
思
う
。」、
財
政
問
題
に
つ
い
て
は
、「
現
状
の
ま
ま
の
区
で
は
困
難

で
あ
る
と
思
う
。
再
編
成
が
で
き
た
ら
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。」
な
ど
質
問
に
答
え
、「
機
会
あ
る
ご
と
に
皆
さ
ん

に
意
見
を
聴
き
、
ま
た
、
申
し
上
げ
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
か
ら
出
向
い
て
も
よ
い
の
で
、
連
絡
を
し
て
も
ら
い
た

い
。」
と
話
し
、
委
員
長
会
の
会
長
は
、
区
長
公
選
、
事
務
事
業
移
譲
に
つ
き
努
力
方
を
懇
請
し
て
辞
去
し
て
い
ま
す
。

昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年
10
月
発
足
の
第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
が
、
第
12
次
地
方
制
度
調
査
会
か
ら
引
き
継
い
だ
「
地
方

行
政
の
変
ぼ
う
に
対
処
す
る
行
財
政
上
の
方
策
」
の
審
議
に
入
っ
た
の
は
、
12
月
25
日
に
開
か
れ
た
運
営
委
員
会
で
、
運
営
方

針
が
決
定
さ
れ
て
か
ら
で
し
た
。
マ
ス
コ
ミ
の
関
心
は
高
く
、
同
月
27
日
の
東
京
新
聞
、
読
売
新
聞
は
、
い
ず
れ
も
、
自
治
省

が
検
討
し
て
い
る
案
は
、
特
別
区
を
「
行
政
区
」
に
す
る
方
向
だ
と
報
じ
る
な
か
で
、
翌
28
日
の
サ
ン
ケ
イ
新
聞
は
、
自
治
省

は
区
制
を
中
心
に
東
京
都
と
大
阪
市
の
あ
り
方
に
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
特
別
区
を
行
政
区
に
格
下
げ
し
て
4
市
程
度

に
分
け
る
案
と
、
区
長
を
区
民
が
直
接
選
挙
す
る
公
選
制
に
す
る
な
ど
、
特
別
区
の
自
治
権
を
拡
充
し
、
都
に
対
す
る
自
主
性

を
強
化
す
る
案
の
2
案
が
考
え
ら
れ
る
と
報
じ
ま
し
た
。
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◆
都
区
の
連
携

特
別
区
議
会
議
長
会
は
、
昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年
11
月
13
日
、
役
員
議
長
４
人
で
自
治
省
の
柴
田
護
事
務
次
官
と
懇
談
し
、

大
都
市
制
度
の
視
点
か
ら
都
区
制
度
が
俎
上
に
の
ぼ
る
と
の
感
触
を
得
ま
す
。
こ
う
し
て
、
12
月
5
日
、
議
長
会
・
区
制
調
査

特
別
委
員
長
会
の
役
員
合
同
会
が
開
催
さ
れ
、
第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
へ
要
望
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
す
。

こ
う
し
た
動
き
に
、
都
も
同
調
査
会
に
対
処
す
る
た
め
に
、
12
月
10
日
、
総
務
局
に
特
別
区
制
担
当
副
主
幹
（
課
長
級
）
の

ポ
ス
ト
を
新
設
し
、
大
貫
浩
良
氏
（
そ
れ
ま
で
は
行
政
部
区
政
課
行
政
係
長
）
を
配
し
て
、
特
別
区
と
緊
密
な
連
携
を
と
り
万
全

を
期
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年
2
月
18
日
開
催
の
議
長
会
は
、
事
務
局
に
対
し
、
議
長
会
と
し
て
の
統
一
見
解
の
立
案
を
下
命
し

ま
す
。
事
務
局
は
、
第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
発
足
以
来
、
内
部
で
検
討
・
準
備
し
て
き
た
「
首
都
制
度
の
根
本
的
改
革
に
関

す
る
特
別
区
の
要
望
」
を
基
に
、
次
の
七
項
目
を
22
日
の
区
長
会
役
員
会
に
提
示
し
て
了
承
を
得
、
議
長
会
に
報
告
し
ま
す
。

①　

呼
称
は
特
別
市
と
改
め
ら
れ
た
い
。

②　

性
格
は
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
さ
れ
た
い
。

③　

議
会
は
一
般
市
と
同
様
に
さ
れ
た
い
。

④　

首
長
は
住
民
に
よ
る
直
接
選
挙
と
さ
れ
た
い
。

⑤　

職
員
は
す
べ
て
固
有
職
員
と
さ
れ
た
い
。

⑥　

事
務
は
原
則
と
し
て
指
定
都
市
の
事
務
と
さ
れ
た
い
。
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⑦　

財
政
は
自
主
財
源
を
基
準
財
政
需
要
額
の
一
定
割
合
と
し
、
か
つ
、
前
項
を
実
現
し
納
付
金
制
度
を
廃
止
さ
れ
た
い
。

同
月
24
日
、
事
務
局
か
ら
の
報
告
を
了
承
し
た
議
長
会
役
員
会
は
、
議
会
答
弁
資
料
と
し
て
、
こ
の
「
要
望
七
項
目
」
の
説

明
書
の
作
成
を
下
命
し
、
つ
い
で
28
日
の
議
長
会
は
、
事
務
局
提
出
の
要
望
説
明
書
を
統
一
見
解
と
し
て
決
定
し
ま
す
。
事
務

局
で
は
、
3
月
1
日
、
区
長
会
会
長
の
命
に
よ
り
、「
要
望
七
項
目
」
と
説
明
書
を
速
達
で
各
区
長
に
送
付
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
3
月
11
日
の
区
長
会
役
員
会
で
、
こ
の
「
要
望
七
項
目
」
に
「
都
が
首
都
圏
行
政
を
担
当
す
る
場
合
、
現
在
都

が
行
っ
て
い
る
大
都
市
事
務
は
、
特
別
区
の
連
合
組
織
が
共
同
処
理
す
る
も
の
と
さ
れ
た
い
。」
と
の
一
項
目
を
追
加
す
べ
き

だ
と
の
意
見
が
で
ま
す
。
17
日
の
区
長
会
で
会
長
は
「
先
方
か
ら
意
見
を
求
め
て
き
た
時
に
出
す
こ
と
に
し
た
い
。」
と
し
ま

す
が
、「
連
合
組
織
の
仕
事
を
増
や
す
と
、
東
京
市
論
が
出
て
逆
効
果
と
な
る
。」「
都
区
一
蓮
托
生
で
行
く
べ
き
」
な
ど
の
慎

重
論
が
あ
り
、
再
検
討
と
な
り
ま
す
。
4
月
16
日
の
区
長
会
で
、
と
り
あ
え
ず
追
加
し
よ
う
と
し
た
一
項
目
は
、
要
望
項
目
か

ら
は
ず
し
て
想
定
問
答
集
に
収
め
た
う
え
で
、
持
ち
帰
り
検
討
と
な
り
結
論
は
次
回
へ
繰
り
越
さ
れ
ま
す
。

5
月
10
日
開
催
の
区
長
会
役
員
会
で
は
、
都
の
大
貫
副
主
幹
か
ら
「
来
る
6
月
4
日
に
、
第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
の
事
情

聴
取
が
行
わ
れ
る
」
と
の
報
告
が
あ
り
、
区
側
は
「
都
区
一
致
」
で
臨
む
こ
と
に
し
ま
す
。

要
望
追
加
の
件
は
、
議
長
会
、
区
制
度
調
査
特
別
委
員
長
会
と
の
意
見
一
致
が
必
要
で
あ
り
、
同
月
17
日
の
区
長
会
で
、
会

長
は
「
29
日
午
後
4
時
、
議
長
会
と
委
員
長
会
の
合
同
役
員
会
に
私
が
出
て
、
意
見
の
調
整
を
や
る
。」
ま
た
「
6
月
4
日
ま

で
に
、
あ
と
区
長
会
の
開
催
は
な
い
が
、
知
事
と
の
打
合
せ
も
や
る
。」
と
同
意
を
求
め
、
全
員
で
異
存
の
な
い
「
要
望
七
項

目
」
で
行
く
こ
と
に
し
、
三
者
の
了
解
や
都
知
事
の
意
向
確
認
な
ど
を
会
長
に
一
任
し
、
つ
い
で
、
要
望
項
目
と
要
望
説
明
書

を
都
の
大
貫
副
主
幹
に
提
出
し
検
討
を
依
頼
し
ま
す
。
ま
た
、
22
日
に
は
、
要
望
説
明
書
を
「
現
行
特
別
区
制
度
の
問
題
点
」
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と
改
題
し
、
要
望
事
項
を
「
意
見
」
に
訂
正
し
て
、
再
度
、
大
貫
副
主
幹
に
提
出
し
て
検
討
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。

区
長
会
会
長
は
、
6
月
2
日
、
都
知
事
と
会
見
し
、「
現
行
特
別
区
制
度
の
問
題
点
」
に
つ
い
て
地
方
制
度
調
査
会
で
陳
述

す
る
こ
と
を
伝
え
、
都
知
事
は
こ
れ
を
了
承
し
て
い
ま
す
。

第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
同
月
4
日
に
特
別
区
代
表
（
区
長
会
会
長
）、
18
日
に
都
知
事
か
ら
事
情
聴
取
を
行
い
ま
す
。

区
長
会
会
長
の
上
條
貢
台
東
区
長
は
、「
要
望
七
項
目
」
に
沿
っ
た
問
題
点
と
意
見
を
述
べ
、
と
く
に
、
区
長
公
選
問
題
に
つ

い
て
は
「
区
長
の
長
期
間
空
白
と
い
う
事
態
は
、
区
長
を
公
選
に
し
、
区
を
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
す
る
こ
と
で
解
消
す

る
。」
と
訴
え
ま
し
た
。

美
濃
部
都
知
事
は
、
首
都
圏
庁
や
東
京
市
構
想
に
反
対
し
、
と
く
に
「
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
エ
リ
ア
（
首
都
地
域
）
と
一
都

三
県
の
区
域
と
は
一
致
し
な
い
。
一
都
三
県
に
網
を
か
ぶ
せ
て
も
、
連
携
あ
る
経
済
、
社
会
地
域
に
マ
ッ
チ
し
た
行
政
区
は
作

れ
な
い
。」
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
特
別
区
に
つ
い
て
は
、「
現
在
制
限
自
治
区
と
し
て
い
る
区
の
性
格
を
完

全
自
治
体
に
近
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
区
長
公
選
や
事
務
移
譲
の
拡
大
等
を
通
じ
て
、
23
区
の
自
治
機
能

を
強
化
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」
と
発
言
し
て
い
ま
す
。

　
◆
引
き
継
が
れ
た
課
題

昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年
3
月
26
日
か
ら
、
都
市
制
度
と
く
に
特
別
区
制
度
を
含
む
大
都
市
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
審
議

を
つ
づ
け
て
い
た
第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
小
委
員
会
は
、
審
議
日
数
の
関
係
か
ら
今
後
検
討
す
べ
き
問
題
点
を
指
摘
す
る
中

間
報
告
の
形
で
ま
と
め
る
こ
と
に
し
、
10
月
15
日
の
第
6
回
総
会
で
決
定
し
て
、
17
日
に
佐
藤
栄
作
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
し
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ま
す
。

こ
の
第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
の
議
論
は
、
特
別
区
に
関
連
し
た
制
度
が
焦
点
と
な
り
、
東
京
を
め
ぐ
っ
て
は
、
都
の
区
域

は
現
在
の
ま
ま
で
よ
い
と
す
る
意
見
と
、
首
都
圏
に
お
け
る
広
域
行
政
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
意
見
と
を
背
景
と
し
つ
つ
、
次

の
五
つ
に
分
か
れ
、
そ
の
判
断
は
第
14
次
地
方
制
度
調
査
会
へ
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

①　

特
別
区
の
制
度
を
よ
り
完
全
自
治
体
に
近
い
形
に
改
め
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
三
多
摩
地
方
の
区
域
に
も
及
ぼ
す
。

②	　

特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
再
編
成
の
う
え
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
市
と
し
、
広
域
的
な
行
政
に
つ
い
て
は
連
合
制
度
で
対
処

す
る
。

③　

特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
中
心
と
す
る
一
の
市
を
創
設
し
、
都
は
首
都
圏
程
度
の
広
域
の
地
方
公
共
団
体
と
す
る
。

④　

特
別
区
は
廃
止
し
て
、
行
政
区
と
す
る
。

⑤	　

特
別
区
の
存
す
る
区
域
は
国
が
管
理
す
る
等
特
別
の
制
度
と
し
、
い
わ
ゆ
る
三
多
摩
地
方
の
区
域
は
東
京
か
ら
切
り
離

す
。

10
月
27
日
、
東
京
区
政
会
館
で
開
催
さ
れ
た
「
特
別
区
制
・
大
都
市
問
題
研
究
会
」
に
講
師
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
遠
藤
文
夫

自
治
省
行
政
課
長
は
、
出
席
し
た
47
名
の
区
議
会
議
長
と
区
制
調
査
特
別
委
員
会
議
員
に
、
今
回
の
報
告
は
次
期
以
後
の
調
査

会
の
審
議
の
基
礎
に
な
る
意
見
を
掲
載
し
た
に
す
ぎ
ず
、「
い
わ
ば
本
格
的
な
大
都
市
問
題
な
い
し
は
特
別
区
の
問
題
の
審
議

に
入
る
た
め
の
基
礎
的
な
資
料
整
備
あ
る
い
は
問
題
点
整
理
で
あ
る
。」
と
中
間
報
告
の
意
味
合
い
を
説
明
し
ま
し
た
。

第
14
次
地
方
制
度
調
査
会
は
昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年
11
月
27
日
に
発
足
し
ま
す
が
、
第
1
回
総
会
で
は
、
現
在
の
経
済
の
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状
況
を
考
慮
し
て
地
方
税
財
政
に
関
す
る
当
面
の
措
置
に
つ
い
て
審
議
す
る
こ
と
に
な
り
、
翌
45
（
１
９
７
０
）
年
1
月
19
日

の
第
2
回
総
会
で
「
昭
和
45
年
度
の
地
方
税
財
政
対
策
に
つ
い
て
の
答
申
」
を
決
定
し
21
日
に
内
閣
総
理
大
臣
に
答
申
し
ま
す
。

次
い
で
、
2
月
に
開
催
さ
れ
た
運
営
委
員
会
で
、
第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
の
「
都
市
制
度
に
関
す
る
中
間
報
告
」
を
受
け

た
大
都
市
制
度
の
問
題
に
つ
い
て
審
議
す
る
方
針
が
決
定
さ
れ
、
23
日
の
第
3
回
総
会
で
自
由
討
議
の
あ
と
、
小
委
員
会
に
お

い
て
具
体
的
な
審
議
を
行
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
3
月
か
ら
審
議
に
は
い
り
ま
す
。

こ
の
間
、
区
議
会
で
は
、
同
年
4
月
30
日
に
、
議
長
会
役
員
と
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
の
正
副
委
員
長
が
、
衆
議
院
第
二

議
員
会
館
第
一
会
議
室
で
、
都
内
選
出
国
会
議
員
・
各
党
代
表
と
懇
談
し
、
午
前
10
時
か
ら
1
時
間
半
を
か
け
て
区
長
公
選
制

を
中
心
に
率
直
な
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
ま
す
。

都
で
は
、
5
月
27
日
に
、
長
谷
部
委
員
会
の
第
4
次
助
言
「
特
別
区
・
市
町
村
制
度
お
よ
び
都
の
区
域
を
超
え
る
広
域
行
政

の
あ
り
方
」
が
都
知
事
に
提
出
さ
れ
ま
す
。

ま
た
区
議
会
で
は
、
7
月
27
日
に
は
、
各
区
の
区
制
調
査
特
別
委
員
長
が
全
員
連
名
の
「
特
別
区
制
度
に
関
す
る
要
望
書
」

を
第
14
次
地
方
制
度
調
査
会
の
全
委
員
あ
て
に
発
送
し
、
特
別
区
の
区
長
公
選
制
の
復
活
を
中
心
と
し
た
自
治
権
の
確
立
を
訴

え
ま
し
た
。

そ
の
一
方
、
第
14
次
地
方
制
度
調
査
会
で
は
、
5
月
20
日
か
ら
6
月
10
日
ま
で
の
間
に
3
回
の
小
委
員
会
を
開
催
し
結
論
を

取
り
ま
と
め
、
こ
の
結
論
に
基
づ
き
起
草
委
員
会
は
、
10
月
７
日
ま
で
に
7
回
の
審
議
を
経
て
「
大
都
市
制
度
に
関
す
る
答
申

案
」
を
作
成
し
、
14
日
開
催
の
小
委
員
会
に
提
出
し
ま
す
。

こ
の
間
の
9
月
28
日
、
起
草
委
員
長
に
面
会
し
た
第
3
ブ
ロ
ッ
ク
の
区
制
調
査
特
別
委
員
長
は
、
面
談
で
得
た
次
の
起
草
委
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員
会
の
よ
う
す
を
伝
え
て
い
ま
す
。

①	　

区
長
公
選
は
先
に
す
べ
き
だ
と
す
る
意
見
と
、

順
序
を
追
っ
て
二
段
階
に
す
べ
き
だ
と
の
意
見
が

あ
る
が
、
二
段
階
と
の
意
見
の
方
が
多
い
。

②	　

二
段
階
的
考
え
方
は
、
先
ず
区
に
事
務
を
移
管

し
、
人
事
権
を
確
立
し
て
後
、
公
選
を
考
え
る
べ

き
だ
と
す
る
意
見
。

③	　

区
長
公
選
制
に
反
対
す
る
者
は
、
1
人
も
い
な

い
。

④	　

沢
山
の
陳
情
を
受
け
た
が
、
効
果
は
大
き
い
。

一
応
こ
れ
を
世
論
と
み
て
い
る
。
無
視
す
る
わ
け

に
は
行
か
ぬ
。

⑤	　

中
に
は
、
政
争
の
具
だ
と
言
う
人
も
あ
っ
た
が
、

そ
こ
ま
で
考
え
る
こ
と
は
な
い
。

⑥	　

区
域
に
つ
い
て
、
統
合
の
意
見
も
あ
る
が
、
こ

れ
は
無
理
で
あ
り
、
区
民
の
意
思
に
よ
り
、
区
民

の
機
運
が
高
ま
っ
た
と
き
に
考
え
る
べ
き
だ
。

　　　人事権確立等に関する要請
昭和45（1970）年11月11日、長尾文夫東京都職員労働組合中央執行

委員長と小山克己二十三特別区協議会議長
※

が連名で、上山輝一区長会会長
あてに以下の内容の「人事権確立等に関する要請書」を提出しています。
『…昭和46年度予算編成期をまえにして東京都臨時行財政調査委員会の

答申、更には、第14次地方制度調査会の答申案にもありますように、特
別区の職員について現行配属職員制度は、廃止するものとすると、記され
ております。私たち、自治権を確立するため今日まで運動を進めてきまし
た。その一つの柱が人事権の確立であります。

人事権の確立については、貴職におかれましても異存のないものと思い
ます。

特に、この２、３年は、各区とも人員不足で欠員すら補充できない有様
です。従って自治権を確立する第一歩として周囲の情勢も有利になりつつ
あるこの機会に特別区に人事権を確立するよう特段のご配慮をお願いする
ものであります。』として、「特別区に人事権を確立すること」と「特別区
職員相互間の人事交流を確立すること」を要請しています。

（『昭和45年度 特別区議会議長会会議概要報告書』）
※二十三特別区協議会は、特別区職員労働組合連合会（特区連）の前身組織です。
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⑦　

任
期
が
、
11
月
20
日
で
満
了
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
は
答
申
を
固
め
る
。

11
月
に
入
っ
て
公
表
さ
れ
た
小
委
員
会
の
答
申
案
中
、
特
別
区
に
関
す
る
項
目
は
、
市
が
処
理
す
る
事
務
を
事
務
処
理
原
則

と
し
、
さ
ら
に
指
定
都
市
の
処
理
す
る
事
務
へ
と
大
幅
に
範
囲
を
拡
充
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
人
事
権
で
は
都
配
属
職
員
制
度

を
廃
止
し
、
税
財
政
で
は
地
方
交
付
税
に
準
じ
た
都
区
財
政
調
整
制
度
の
改
善
等
の
提
案
を
行
う
な
ど
、
特
別
区
の
自
治
権
能

を
拡
充
強
化
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
区
長
公
選
制
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
回
提
案
す
る
事
務
再
配
分
等
の
対
応
状
況
を
み

て
考
慮
す
べ
き
と
し
て
結
論
を
見
送
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
特
別
区
の
区
域
を
均
衡
の
と
れ
た
人
口
規
模
を
有
す
る
よ
う
に

再
編
成
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
、
と
な
っ
て
い
ま
し
た
（
表
6
参
照
）。

11
月
16
日
、
区
長
会
会
長
は
公
表
さ
れ
た
答
申
案
に
つ
い
て
、
区
長
公
選
制
の
「
結
論
が
見
送
ら
れ
た
こ
と
は
、
特
別
区
の

住
民
に
と
っ
て
全
く
意
外
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
失
望
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
再
考
を
求
め
、
ま
た
、
特

別
区
の
区
域
に
つ
い
て
、
現
在
の
区
域
を
変
更
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
く
、
ま
た
困
難
で
も
あ
り
極
め
て
慎
重
に
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
な
の
で
、
現
行
の
ま
ま
と
す
る
よ
う
、
第
14
次
地
方
制
度
調
査
会
会
長
あ
て
に
、
特
別
区
長
会
の
総
意
に
よ
る
要

望
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
答
申
案
は
20
日
の
第
4
回
総
会
で
審
議
の
結
果
、
原
案
ど
お
り
決
定
さ
れ
、
24
日
に

内
閣
総
理
大
臣
へ
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
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表６　特別区制度に関する答申比較

性
格

第8次地制調答申　S37.10.1

制限自治区としての地位を認める。

統廃合･境界変更・隣接地域への
拡大等を考慮すること。

選任方法は、今後の運営状況を見
たうえで検討すべき。
都の職員とし、都区間及び特別区
相互間で積極的に人事交流をはか
る。

新たに特別区の事務とするもの例
示。
○社会福祉
○環境衛生（し尿の終末処理を除く）
○幹線道路以外の道路建設・管理
○公営住宅の管理など

○福祉事務所・保健所・清掃事務
所・授産場・優生保護相談所など
は特別区へ移管するものとする。

都に対して納付金が生じないよう
に、適当な税目を特別区税とし、
地方交付税の方式に準じて特別区
に財源を交付するものとする。
事務は原則として特別区が自主的
に処理するが、統一的処理を必要
とする事務の円滑な処理のため、
都区の協議会を設ける。

第14次地制調答申　S45.10.22

均衡のとれた人口規模を有することとな
るよう合理的な基準により再編成を行
う。
選任方法は、都及び特別区側の対応の状
況をみて考慮する。
都配属職員制度は廃止する。
ただし、共同採用･人事交流の促進・給
与等について共通の基準の設定等の措置
を講ずるものとする。
一元的に処理が必要な特定の事務を除き、
市が処理する事務は、特別区に大幅に移
譲する。
新たに処理及び範囲を拡大する主なもの
○地域的な都市計画
○住宅の管理
○下水道の枝線
○ごみ・し尿の収集・運搬
○保健所の設置・管理及びこれに付随す
る業務並びに保健所設置市の事務
○現在指定都市の処理する事務
（拡大）
○建築規制・小規模都市再開発
○幹線道路以外の道路建設・管理
○公園・緑地の建設・管理
現行の都区財政調整制度は、存置する。
ただし、運用は、地方交付税制度に準じ
て算定し、その内容の改善合理化を図る
ものとする。
特別区の存する区域の一体性に鑑み、都
区協議会の一層の活用、調整条例による
事務の基準設定等を通じて統一的な事務
処理の確保を図ることが適当である。

区
域

区
長

職　

員

事
務
の
移
譲

都
区
の
関
係

財
政
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三
　
地
域
の
知
恵

―
―
区
長
準
公
選
運
動
の
全
貌

特
別
区
は
、
悲
願
で
あ
る
区
長
公
選
制
の
復
活
に
向
け
て
、
都
区
制
度
の
改
革
が
俎
上
に
の
ぼ
る
度
に
、
国
会
や
政
府
、
地

方
制
度
調
査
会
な
ど
の
関
係
方
面
に
訴
え
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
が
、
壁
は
高
く
選
任
制
の
見
直
し
は
い
つ
も
先
送
り
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
閉
塞
感
を
打
ち
破
る
よ
う
に
、「
区
民
の
意
思
を
反
映
し
た
区
長
を
選
ぶ
手
続
き
の
確
立
」

を
求
め
る
住
民
自
身
の
運
動
が
誕
生
し
ま
し
た
。

三
‐
一
　
運
動
の
新
展
開

「
区
議
会
が
区
長
候
補
者
を
決
め
、
都
知
事
の
同
意
を
得
て
区
議
会
が
区
長
を
選
任
」
す
る
制
度
は
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）

年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
っ
て
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
基
礎
的
な
自
治
体
で
あ
る
「
都
の
区
」
を
「
行
政
区
化
」
す
る
法
律
案

に
、
激
し
く
抵
抗
し
た
特
別
区
の
運
動
に
よ
り
、
区
長
の
公
選
制
を
廃
止
し
て
「
区
長
を
都
知
事
が
区
議
会
の
同
意
を
得
て
選

任
」
す
る
と
し
た
政
府
案
が
議
員
修
正＊
１

さ
れ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
区
議
会
選
任
制
度
に
は
、
区
長
候
補
者
を
決
め
る

具
体
的
な
手
続
き
に
つ
い
て
の
法
令
上
の
規
定
が
な
く
、
や
が
て
、
区
議
会
内
で
主
導
権
を
得
て
き
た
絶
対
多
数
の
政
党
内
の
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派
閥
争
い
や
地
方
議
会
の
多
党
化
の
進
展

に
伴
い
、
候
補
者
を
容
易
に
一
本
化
で
き
な

い
区
が
多
発
し
、
区
民
が
主
導
す
る
準
公
選

と
い
う
新
た
な
運
動
が
起
こ
り
ま
す
。

＊
１　

政
府
案
の
修
正　

特
別
区
の
４
か
月

に
及
ぶ
激
し
い
抵
抗
運
動
に
、
事
態
を
憂
慮

し
た
東
京
都
選
出
の
自
由
党
代
議
士
が
調
停

に
動
き
、
自
由
党
及
び
改
進
党
両
党
に
よ
る

修
正
案
が
可
決
さ
れ
た
も
の
で
す
。
詳
し
く

は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
第
２
冊
目
の
『
東
京
23

区
自
治
へ
の
た
た
か
い
』「
三
‐
三	

自
治
の

後
退
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
◆
候
補
者
選
定
の
工
夫

法
令
上
に
区
長
候
補
者
を
決
め
る
具
体

的
な
手
続
き
規
定
が
な
い
中
で
、
各
区
そ
れ

ぞ
れ
の
方
法
で
区
長
候
補
者
の
選
定
が
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
区
長
候
補
者

表７　各区における区長候補者の選定方針及び募集方式
選定方針

〇地方自治の精神に徹し、区長の職務に専念できる人。
〇都区行政に精通し、政治力のある人。
〇学識、識見ともに備わり、人格高潔な人。
〇健康、明朗にして責任感の強い人。
〇学識経験にとみ区民への奉仕精神に徹した人。
〇健康、明朗にして責任感の強い人。
〇地方自治の精神に則り、自治権の拡充を推進する人。
〇都区の行政に通じ、区行政の民主化に熱意ある人。
〇なるべく区内居住者。
〇特別区内在住者。
〇区の自治権拡充を強力に推進し得る人。
〇身心ともに健康で責任感のある人。
〇民主的な人。
〇自治権拡充に理解ある人。
〇区行政に熱意ある人。
〇なるべく区内に在住している人。
〇これらの基準に公聴懇談会等の意見を加味し選考した。
〇全員協議会で政見発表後、単記無記名投票。
〇地方自治精神に徹し、区民の意思を尊重する人。
〇都区行政事務に通じ、専心し得る人。
〇学識、人格、識見ともにそなわり政治力のある人。
〇健康、明朗にして責任感の強い人。
〇区内に居住する人。

募集方式

公募

公募

公募

公募

公募

公募

区名

台東

大田

渋谷

板橋

足立

北

実施年

41年

41年

41年

39年

39年

41年

応募者数

１

１

３

２

10

１

注： 本表は、『特別区の行政と政治―区政白書―1970』の３–21表「各区における区長候補者の選
定方針」を基に、数区を抜粋して作成しています。
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の
選
定
は
、
区
議
会
で
「
区
長
候
補
者
選
考
特
別
委
員
会
」
等
の
特
別
委
員
会
を
設
置
し
た
上
で
、
区
長
候
補
者
選
定
方
針
を

定
め
、
こ
の
方
針
を
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
区
長
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
定
め
た
人
物
選
定
基
準
や
、
ど
の
よ
う
な
方
式

で
候
補
者
を
募
集
す
る
か
な
ど
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

前
者
の
人
物
選
定
基
準
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
区
で
共
通
し
て
、「
人
物
識
見
」、「
都
区
行
政
へ
の
精
通
」、「
政
治
力
」、「
自

治
の
精
神
」
な
ど
が
求
め
ら
れ
、
後
者
の
募
集
方
法
で
は
、
区
長
候
補
者
の
選
定
に
民
意
を
反
映
さ
せ
る
べ
く
、
公
募
方
式
な

ど
の
様
々
な
方
法
が
試
さ
れ
て
い
ま
す
（
表
７
参
照
）。

こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
、
候
補
者
と
し
て
名
乗
り
出
た
者
は
、
区
に
よ
っ
て
１
人
し
か
い
な
い
場
合
も
あ
れ
ば
、
複
数
候

補
者
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
複
数
候
補
者
が
あ
ら
わ
れ
た
と
し
て
も
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
う
ち
の
１
人
は
す

で
に
多
数
の
議
員
の
支
持
を
得
て
い
て
、
い
わ
ば
本
命
の
候
補
者
と
し
て
は
じ
め
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
選
ば
れ
た
区
長
候
補
者
に
都
の
元
職
員
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
当
時
の
都
と
区
の
関
係
か
ら
す
る
と
都
の
内
部
事
情

に
通
じ
た
人
を
区
長
と
し
た
ほ
う
が
区
側
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
人
物
選
定
基
準
や
公
募
等
の
募
集
方
式
は
、
一
見
す
る
と
誰
で
も
資
格
を
満
た
せ
ば
区
長
に
名
乗
り
出
る
こ

と
が
で
き
広
く
開
か
れ
た
も
の
に
見
え
る
の
で
す
が
、
実
際
に
は
門
戸
が
限
り
な
く
狭
く
、
形
式
的
に
な
り
が
ち
で
し
た
。
こ

の
た
め
、
区
長
候
補
者
の
選
定
に
つ
い
て
、
広
く
民
意
を
反
映
さ
せ
る
べ
く
工
夫
を
行
う
区
も
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
27

（
１
９
５
２
）
年
か
ら
49
（
１
９
７
４
）
年
ま
で
に
選
任
さ
れ
た
区
長
の
多
く
は
、
多
数
派
か
ら
候
補
者
と
し
て
選
定
す
る
旨
の

議
案
が
提
出
さ
れ
、
可
決
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

議
会
多
数
派
が
推
薦
し
た
区
長
候
補
者
は
、
区
長
に
就
任
し
た
後
も
区
議
会
に
縛
ら
れ
、
区
民
の
た
め
の
区
政
と
い
う
本
来
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あ
る
べ
き
姿
か
ら
離
れ
が
ち
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
◆
立
ち
上
が
っ
た
住
民

昭
和
40
年
代
に
は
、
地
方
か
ら
東
京
へ
人
口
が
急
激
に
流
入
し
ま
す
。
な
か
で
も
、
人
口
増
加
が
顕
著
で
あ
っ
た
周
辺
区
部

で
は
、
道
路
や
下
水
道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
追
い
つ
か
ず
、
都
市
部
の
区
と
の
間
に
著
し
い
住
環
境
の
差
が
生
じ
て
い
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
高
度
経
済
成
長
を
支
え
る
重
化
学
工
業
化
の
進
展
を
背
景
に
、
工
場
の
増
加
や
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
等
に
起

因
し
た
大
気
汚
染
が
発
生
す
る
な
ど
、
公
害
問
題
が
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
生
活
環
境
の
な
か
で
、
各
区
で
は
、

生
活
環
境
の
改
善
を
求
め
、
区
政
に
区
民
の
声
を
反
映
さ
せ
る
べ
き
と
の
政
治
意
識
が
高
ま
り
は
じ
め
ま
す
。

加
え
て
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
の
統
一
地
方
議
会
議
員
選
挙
で
は
都
市
部
で
自
民
党
が
後
退
し
、
東
京
大
都
市
地
域
で

も
区
民
の
意
識
を
反
映
し
て
８
区
で
自
民
党
が
過
半
数
割
れ
と
な
る
な
ど
、
区
議
会
の
多
党
化
が
進
み
ま
す
。
政
治
情
勢
の
変

化
は
、
区
議
会
内
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
を
複
雑
に
し
、
ま
す
ま
す
区
長
選
任
は
困
難
と
な
り
、
区
長
空
白
期
間
が
長
期
化

す
る
区
が
多
発
し
ま
す
（
第
二
章
表
５
参
照
）。
こ
う
し
た
中
で
、
最
初
に
区
民
自
ら
が
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、
練
馬
区
で
し
た
。

練
馬
区
の
人
口
は
、
昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年
か
ら
40
（
１
９
６
５
）
年
の
間
に
、
約
30
万
人
か
ら
43
万
人
超
え
（
増
加
率
42

％
超
）
と
な
り
、
23
区
中
で
も
最
も
高
い
伸
び
率
を
示
し
て
い
ま
す
。
急
激
な
人
口
増
加
と
こ
れ
に
伴
う
都
市
化
の
進
展
の
な

か
で
、
道
路
や
下
水
道
な
ど
の
都
市
基
盤
と
区
民
生
活
に
直
結
し
た
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
立
ち
遅
れ
、
他
区
に
比
し
て
住
環
境
は

「
練
馬
格
差
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
著
し
い
差
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
練
馬
区
で
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。

昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年
に
四
選
さ
れ
た
須
田
操
区
長
の
助
役
選
任
を
め
ぐ
る
混
乱
や
区
職
員
の
水
道
工
事
費
不
正
問
題
等
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で
区
政
の
混
迷
が
続
き
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
５

月
の
臨
時
区
議
会
は
、
区
長
に
対
す
る
不
信
任
案
を
可

決
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
区
長
は
区
議
会
を
解

散
し
た
の
で
す
。

こ
の
23
区
初
の
区
議
会
解
散
選
挙
の
結
果
当
選
し
た

52
名
の
内
訳
は
、
自
民
党
24
名
、
社
会
党
11
名
、
公
明

党
7
名
、
共
産
党
4
名
、
民
社
党
3
名
、
無
所
属
3
名

で
し
た
。
自
民
党
は
過
半
数
割
れ
と
な
り
、
与
野
党
の

バ
ラ
ン
ス
が
逆
転
し
、
い
ず
れ
の
政
党
も
単
独
で
は
過

半
数
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
党
化
議
会
と
な
り

ま
し
た
。
自
派
が
少
数
に
な
っ
た
の
を
う
け
て
、
区
長

が
退
任
し
た
た
め
、
新
議
会
は
新
た
な
区
長
の
選
任
へ

動
き
は
じ
め
ま
す
が
、
多
党
化
し
た
議
会
で
は
意
見
が

ま
と
ま
ら
ず
、
区
長
選
任
に
関
す
る
議
事
は
停
滞
し
ま

す
。こ

う
し
た
区
政
の
混
迷
や
区
議
会
の
停
滞
を
背
景
に
、

区
民
は
、「
練
馬
自
治
体
問
題
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ

　　　区長準公選運動の端緒
昭和30年代から始まった東京への爆発的な人口増を吸収できる土地と

して、東京の周辺部に位置し比較的安価な土地や借地を有する練馬区では、
農家の転業や不動産業者により無原則的にアパートや狭小住宅が建てられ
ていきました。農地だった空地は曲がりくねった道のまま宅地造成され、
劣悪な生活環境が虫食い的に広がっていきました。        

（『特別区政研究 6』より）

昭和40年代にはいるとスプロール化した住宅はそれなりの定着性をも
ち、また現にひとたび居をかまえたら地価のこともあって、もはや居を移
すこともできない。しかも、無原則的にスプロール化したがゆえに、郊外
は一部に太陽と緑を残しながらもなおスラムまがいなものになってしまっ
た。こうして矛盾は累積した。しかも東京の人口は一千万人をこえ、一人
ひとりの住民が行政に参加するには単位がおおきすぎる。このようにして、
かつては停滞していた区長公選運動が、準公選運動という新しい装いをこ
らして再び息を吹き返し、区と区民の直接的なつながりが求められるよう
になったのである。

（『区長準公選―その思想と方法』）
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ま
す
。
こ
の
会
は
、「
練
馬
格
差
」
と
呼
ば
れ
る
区
の
現
状
を
憂
え
、
区
政
が
区
民
の
立
場
か
ら
自
主
的
、
具
体
的
に
展
開
す

る
こ
と
を
望
む
区
民
が
集
い
結
成
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
研
究
会
は
、
検
討
を
重
ね
る
う
ち
に
、
次
の
二
点
に
た
ど
り
つ
き
ま

す
。一

つ
は
、
昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年
の
渋
谷
区
長
選
任
に
係
る
最
高
裁
判
決＊

２

が
、
改
正
地
方
自
治
法
で
区
長
公
選
制
を
廃
止

し
て
「
特
別
区
の
議
会
が
同
意
を
得
て
選
任
す
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
た
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
れ
は
立
法
政
策
の
問
題
に
ほ

か
な
ら
ず
、
憲
法
93
条
２
項
に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
選
任
制
で
も
違

憲
で
は
な
い
と
し
た
だ
け
で
、
公
選
に
つ
い
て
も
立
法
政
策
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
で
す
。

二
つ
は
、
区
長
選
任
を
規
定
し
て
い
る
地
方
自
治
法
と
同
法
施
行
令
で
は
、「
区
長
候
補
者
の
決
定
→
知
事
の
同
意
→
区
議

会
の
選
任
」
と
い
う
選
任
の
プ
ロ
セ
ス
を
定
め
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
最
初
の
区
長
候
補
者
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
決
め
る
か

は
何
ら
の
定
め
が
な
い
、
つ
ま
り
「
法
の
空
白
地
帯
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

こ
う
し
た
着
想
か
ら
、
区
長
の
選
任
は
、
区
条
例
を
制
定
し
、
広
く
区
民
の
意
思
の
表
明
を
行
う
選
挙
を
経
て
、
そ
の
結
果

を
踏
ま
え
て
区
議
会
で
区
長
候
補
者
を
定
め
都
知
事
に
推
薦
す
る
「
準
公
選
方
式
＝
練
馬
方
式
」
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
に
し

て
、
９
月
７
日
、
各
方
面
の
区
民
の
参
加
を
得
て
、「
区
長
を
選
ぶ
練
馬
区
民
の
会
」
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

一
方
で
、
区
民
の
こ
う
し
た
動
き
を
察
知
し
た
練
馬
区
議
会
事
務
局
は
、
内
々
に
都
へ
照
会
を
行
い
、
都
が
自
治
省
に
「
練

馬
方
式
」
に
つ
い
て
照
会
し
た
結
果
、「
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
」
旨
の
自
治
省
回
答
を
得
て
い

ま
し
た
。
こ
の
た
め
、「
区
民
の
会
」
が
準
公
選
で
区
長
を
選
出
す
る
よ
う
請
願
を
提
出
し
ま
す
が
、
区
議
会
で
は
、
自
治
省

回
答
を
踏
ま
え
「
練
馬
方
式
」
を
違
法
と
捉
え
、
す
ぐ
さ
ま
否
決
し
て
し
ま
い
ま
す
。
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そ
こ
で
、「
区
民
の
会
」
で
は
「
練
馬
方
式
」
を
具
体
化
す
る
た
め
、
区
内
在
住
の
法
律
学
者
な
ど
の
専
門
家
が
中
心
と
な

っ
て
、
こ
の
自
治
省
見
解
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、

①　

自
治
省
解
釈
は
市
民
の
解
釈
と
同
一
レ
ベ
ル
の
価
値
し
か
も
た
な
い
こ
と
。

②　

地
方
自
治
法
の
選
任
規
定
の
「
空
白
」
を
憲
法
と
住
民
自
治
の
原
則
に
沿
っ
て
埋
め
る
の
は
違
法
で
は
な
い
こ
と
。

③　

	

区
民
投
票
を
行
う
こ
と
を
明
記
し
つ
つ
、
区
議
会
は
そ
の
結
果
に
「
基
づ
い
て
」
選
任
す
る
と
い
う
表
現
を
と
る
こ
と
。

と
い
う
結
論
に
達
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
数
回
の
検
討
を
重
ね
「
区
民
の
会
」
の
条
例
案
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

「
区
民
の
会
」
代
表
の
大
島
太
郎
専
修
大
学
教
授
は
、
９
月
26
日
、
練
馬
区
に
対
し
、
で
き
あ
が
っ
た
条
例
案
を
添
え
て
、

条
例
制
定
の
直
接
請
求＊
３

を
行
う
た
め
の
署
名
活
動
に
必
要
な
代
表
者
証
明
書
の
交
付
申
請
を
行
い
ま
す
。
練
馬
区
は
、
こ
の
申

請
に
つ
い
て
即
日
都
に
照
会
し
、
都
も
ま
た
同
日
自
治
省
に
照
会
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
自
治
省
か
ら
都
を
経
由
し
て
区
に
、

「
法
令
上
条
例
規
定
事
項
で
な
い
こ
と
が
明
瞭
な
場
合
は
地
方
自
治
法
施
行
令
第
91
条
第
１
項
の
交
付
申
請
書
を
受
理
す
べ
き

限
り
で
な
い
」
と
の
回
答
が
あ
り
、
練
馬
区
は
、
10
月
７
日
に
「
候
補
者
決
定
の
段
階
と
は
い
え
ど
も
、
区
議
会
の
意
思
決
定

に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
外
的
な
拘
束
な
い
し
制
約
を
受
け
る
べ
き
で
な
い
」
と
の
理
由
で
、「
区
民
の
会
」
の
代
表
者
証
明

書
交
付
申
請
を
拒
否
し
ま
し
た
。

＊
２　

最
高
裁
判
決　

判
決
の
経
緯
と
詳
細
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
第
３
冊
目
『
東
京
23
区
再
生
の
い
し
ず
え
』
第
四
章
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
３　

条
例
の
制
定
・
改
廃
の
直
接
請
求　

地
方
自
治
法
で
は
、
選
挙
権
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
総
数
の
1／
50
以
上
の
連
署
を
も
っ
て
、
そ

の
代
表
者
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
、
条
例
制
定
又
は
改
廃
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。
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◆
提
訴
へ
向
け
て

一
方
、「
区
民
の
会
」
代
表
ら
は
、
10
月
５
日
に
自
治
省
を
訪
れ
、
長
野
士
郎
自
治
省
行
政
局
長
と
林
忠
雄
行
政
課
長
の
両

氏
に
、
練
馬
区
に
お
け
る
条
例
制
定
運
動
に
対
し
て
と
っ
た
自
治
省
の
見
解
、
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
会
見
し
て
い
ま
す
。
こ
の
席

で
、
長
野
行
政
局
長
は
、
条
例
案
中
の
区
民
投
票
の
規
定
は
現
行
法
の
区
議
会
の
選
任
権
を
侵
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
制
度

化
す
る
こ
と
は
事
実
上
の
公
選
で
あ
る
と
批
判
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
練
馬
区
長
職
務
代
理
者
が
合
法
だ
と
判
断
し
、
ま
た
区

議
会
が
合
法
だ
と
判
断
し
た
場
合
、
自
治
省
の
強
権
的
介
入
は
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
長
野
行
政
局
長
は
強
権
的
介

入
は
で
き
な
い
と
回
答
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
第
56
回
国
会
の
衆
参
の
地
方
行
政
委
員
会
の
席
上
に
お
い
て
も
、
同
趣
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
区
民

の
会
」
は
、
こ
れ
ら
の
自
治
省
の
発
言
を
受
け
、「
条
例
制
定
こ
そ
が
区
議
会
混
乱
の
解
決
策
で
あ
る
」
と
確
信
し
、
11
月
11

日
に
代
表
者
証
明
書
交
付
拒
否
に
つ
い
て
、
練
馬
区
を
相
手
取
り
、
提
訴
に
踏
み
切
り
ま
す
。

第
一
審
に
お
い
て
、
主
な
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
①
証
明
書
交
付
申
請
段
階
で
の
条
例
案
の
内
容
審
査
の
可
否
と
、
②
条
例

案
の
内
容
が
条
例
非
制
定
事
項
に
該
当
す
る
か
否
か
の
二
点
で
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
緒
方
節
郎
裁
判
長
の
判
決
は
全
面

的
に
「
区
民
の
会
」
側
の
主
張
を
肯
定
し
ま
す
。

ま
ず
①
に
つ
い
て
、
住
民
か
ら
の
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
制
度
に
つ
い
て
、
議
会
、
長
に
並
ぶ
「
第
三
の
発
案
権
の
行

使
と
し
て
［･･･

］
そ
の
正
当
な
活
用
は
十
分
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、「
条
例
案
の
内
容
を
、

代
表
者
証
明
書
の
交
付
と
い
う
議
会
審
議
以
前
の
段
階
で
長
が
確
定
的
な
も
の
と
し
て
審
査
し
、
自
己
の
判
断
で
違
法
と
断
定
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し
て
、
以
後
の
手
続
き
を
阻
止
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、［･･･

］
住
民
の
有
す
る
右

の
利
益
を
不
当
に
失
わ
せ
る
」
と
し
、
条
例
非
制
定
事
項
で
あ
る
こ
と
が
「
一
見

極
め
て
明
白
で
、
条
例
と
し
て
の
同
一
性
を
失
わ
せ
な
い
範
囲
で
修
正
を
加
え
る

可
能
性
が
な
い
場
合
は
格
別
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、［･･･

］
交
付
を
拒
否
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
②
に
つ
い
て
、「
区
議
会
が
区
民
の
意
向
を
参
酌
し
て
適
当
な
区
長
候

補
者
を
選
ぶ
た
め
に
、
自
己
の
意
見
決
定
の
自
主
性
を
そ
こ
な
わ
な
い
よ
う
に
し

て
区
民
投
票
の
結
果
を
適
宜
引
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
不
可
能
又
は
無

意
味
な
こ
と
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、
こ
れ
を
す
べ
て
違
法
と
し
て
禁
ず
べ
き

理
由
も
な
い
」
と
し
、「
違
法
で
あ
る
こ
と
が
疑
い
の
容
れ
る
余
地
の
な
い
ほ
ど

に
明
白
で
、
し
か
も
修
正
不
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と

し
ま
し
た
。

こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
区
側
は
「
意
外
な
判
決
だ
」
と
不
満
を
あ
ら
わ
に
し
、

自
治
省
の
す
す
め
も
あ
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
控
訴
し
ま
す
。
一
方
、
都
で
は
、
美
濃

部
知
事
の
「
い
い
判
決
だ
」
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
、
以
降
、
関
係
局
部
は
こ
の

件
に
関
知
し
な
い
方
針
に
改
め
ま
し
た
。

区
側
が
控
訴
し
て
ま
も
な
く
、
区
議
会
で
は
区
長
候
補
者
の
選
考
を
進
め
よ
う

　　　芦部教授のコメント
憲法学の大家であり、後に中野区の辻調査会にも参加した芦部信喜東大

教授は、地裁判決について、「法律論に注目すべきものがあるだけでなく、
政治的意味もきわめて大きい」と評価した後、「新聞報道によれば、区側
は意外な判決だとして控訴した。しかし、これは、いたずらに問題の解決
を遅らせるだけで住民にはなんのプラスももたらさない。…このさいメン
ツにとらわれず、判決の精神を生かし、現在の事態を早急に収拾して、区
政を正しく軌道にのせる英断を示すべきではなかろうか。」とコメントし
ています。

（『朝日新聞』1968年６月15日）
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と
し
て
い
ま
し
た
。
多
党
化
し
た
議
会
で
候
補
者
を
取
り
ま
と
め
る
の
は
困
難
で
し
た
が
、
結
果
的
に
は
自
民
党
に
同
調
し
た

二
つ
の
野
党
を
加
え
、
片
健
治
氏
を
新
区
長
候
補
者
と
し
て
選
出
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
区
長
空
白
期
間
は
４
０
０
日
を
超
え

て
い
ま
し
た
。

他
方
、
司
法
の
場
で
は
、
高
裁
判
決
に
お
い
て
も
「
区
民
の
会
」
が
勝
訴
し
、
区
側
の
控
訴
は
棄
却
さ
れ
ま
す
。
片
区
長
は
、

こ
れ
を
受
け
て
上
訴
し
な
い
こ
と
と
し
、「
区
民
の
会
」
勝
訴
の
ま
ま
、
判
決
は
確
定
し
ま
し
た
。

　

◆
他
の
区
へ
の
波
及

「
区
民
の
会
」
の
準
公
選
運
動
は
、
司
法
の
場
で
は
勝
利
し
ま
し
た
が
、
政
治
の
場
で
は
す
ぐ
に
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
勝
利
は
、
準
公
選
運
動
が
得
た
大
き
な
成
果
と
な
り
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、「
区
民
の
会
」
に
は
、
野
党
各
派
連
合
に
よ
っ
て
革
新
派
の
区
長
を
選
出
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
あ
え
て
区
長
準
公
選
と
い
う
困
難
な
道
を
選
ん
だ
の
は
、
一
つ
に
区
長
公
選
運
動
の
成
果
が
あ
が
っ
て
い
な
い
こ
と

と
、
ど
う
す
れ
ば
区
長
公
選
制
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
運
動
論
的
な
要
請
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
し
た
。
も

し
、
仮
に
「
区
民
の
会
」
が
革
新
派
区
長
の
擁
立
に
傾
き
、
運
動
を
続
け
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
司
法
の
判
断
は
得
ら
れ
ず
、

各
区
の
背
中
を
後
押
し
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

三
‐
二
　
区
議
会
の
議
論
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区
民
が
主
導
し
た
練
馬
区
の
準
公
選
運
動
は
、
国
や
都
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
司
法
の
場
に
お
け
る
勝
利
と
い
う
大
き
な
収

穫
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
住
民
の
手
で
直
接
区
長
を
選
ぼ
う
と
す
る
区
民
や
区
議
会
議
員
の
動

き
は
、
燎
原
の
火
の
ご
と
く
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
各
区
で
は
、
区
民
と
区
議
会
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
準
公

選
の
研
究
を
重
ね
、
現
区
長
の
任
期
が
満
了
し
、
次
の
区
長
候
補
者
の
選
出
の
時
期
が
来
る
た
び
に
、
条
例
案
を
作
成
し
、
議

会
審
議
の
俎
上
に
あ
げ
て
い
き
ま
す
。

昭
和
45
（
１
９
７
０
）
年
頃
に
は
、
最
初
に
区
長
候
補
者
選
出
時
期
を
迎
え
る
目
黒
区
、
杉
並
区
、
北
区
、
荒
川
区
の
４
区

で
条
例
案
が
提
起
さ
れ
、
翌
年
に
は
５
区
、
翌
々
年
に
は
9
区
と
続
き
ま
し
た
（
表
８
参
照
）。

条
例
案
は
、
①
区
民
か
ら
の
直
接
請
求
、
②
区
議
会
議
員
か
ら
の
提
案
、
③
上
記
①
と
②
の
両
方
、
の
３
パ
タ
ー
ン
に
よ
り

区
議
会
に
提
案
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

条
例
案
の
賛
否
を
問
う
区
議
会
審
議
で
、
争
点
と
な
っ
た
主
要
な
テ
ー
マ
は
、
①
区
議
会
の
区
長
選
任
権
に
関
す
る
問
題
、

②
区
民
投
票
の
執
行
上
の
問
題
、
③
投
票
の
公
正
性
の
問
題
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
主
な
討
議
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

①
　
区
議
会
の
区
長
選
任
権
に
関
す
る
問
題

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
激
し
い
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
反
対
論
は
、
法
が
認
め
る
議
会
の
自
主
的
な
区
長

選
任
権
を
拘
束
し
違
法
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
す
。
加
え
て
、
区
長
公
選
制
は
、
人
事
権
の
確
立
、
財
政
権
の
移
譲
、
事
務
権

能
の
移
管
と
あ
わ
せ
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
、
区
民
の
た
め
の
政
策
が
実
行
で
き
ず
、
意
味
が
な
い
と
主
張
し
ま
す
。
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表８　区長準公選条例と区議会の対応一覧

S47.	5.10
S49.	5.	2
S50.	4.30
S47.	9.	9
S47.	7.17
S50.	3.20
S49.	2.	2
S47.	4.	4
S47.	3.	 7
S47.	7.31
S47.	8.	2
S47.11.12
S45.	7.31
S49.	6.	1
S47.11.30
S48.	8.	5
S46.	9.11
S46.10.	9
S46.	6.24
S46.	7.12
S48.	2.12
S45.	7.	9
S46.	3.24
S46.	6.19
S45.	6.	4
S49.	3.	6
S45.	5.12
S49.	4.12
S46.12.	3
S47.	6.26

―

S47.10.13
S48.10.	1

S47.12.	5
S48.	3.	7
S48.	3.10
S46.	8.	2
S47.	2.15
S47.	5.12
S47.	5.16
S47.	5.29
S49.12.10
S49.12.11

備考

S47.	7.31	再議
S47.	8.	7	審査申立
S47.	8.	9	知事棄却

（委員会付託前に取下げ）

S46.	5.	1	審議未了

S42.10.	7	受付拒否
S42.12.11	住民提訴
S43.	6.	6	地裁勝訴
S43.	7.29	区長選任
S43.11.28	高裁勝訴
（S48.10.21を投票日とした
が、立候補者が１名であ
ったため区民投票未実施）

S47.3.14	区長再任可決

区名
千代田

港

新宿

文京

墨田
江東

品川

目黒

大田

世田谷

中野

杉並

豊島

北

荒川

板橋

練馬

足立

葛飾

江戸川

条例制定請求
住民直接請求

住民直接請求

住民直接請求

住民直接請求

議員提案
住民直接請求

住民直接請求

住民直接請求
住民直接請求
住民直接請求
住民直接請求
議員提案
住民直接請求

議員提案

住民直接請求
住民直接請求
議員提案
住民直接請求	
議員提案	
住民直接請求
住民直接請求

議員提案

住民直接請求

議員提案

住民直接請求

住民直接請求

住民直接請求

注１：中央区、台東区、渋谷区については準公選に係る動きはなかった。
　２： 区民主体の運動として、議会に対する請願及び陳情による条例制定を求め

る動きがみられる区もあるが、本表では住民直接請求及び議員提案による
ものについてのみ取り上げている。

区議会の処理状況等
否決
継続審査
廃案
否決
継続審査
修正可決
否決
否決
特別委員会設置
可決
再可決
区民投票
否決
取下げ
可決
住民投票
否決
否決
修正可決
再議（継続審査）
再議（修正可決）
否決
否決
取下げ
否決
可決
否決
否決
継続審査
取下げ

可決
投票日公示

継続審査
委員会修正採択
本会議否決
否決
署名簿受理
署名簿確定
正式請求
継続審査
委員会採択
本会議否決
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ま
た
、
仮
に
区
民
投
票
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
区
議
会
は
そ
の
最
高
得
票
者
を
無
条
件
に
て
区
長
に
決
定
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
以
外
の
人
を
選
ん
だ
場
合
は
、
投
票
は
無
意
味
な
も
の
と
な
り
、
区
民
の
不
信
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
に
疑
問
の
多
い
区
長
準
公
選
を
実
施
す
れ
ば
、
徒
い
た
ず
らに

区
政
に
混
乱
を
招
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
ば
か
り
か
、
議
事
の
停
滞

を
招
き
、
区
長
空
白
期
間
を
長
引
か
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
、
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
賛
成
論
の
立
場
か
ら
は
、
準
公
選
は
、
区
長
候
補
者
の
選
び
方
の
定
め
が
な
い
現
行
法
の
空
白
を
補
う
と
と

も
に
、
区
長
公
選
制
復
活
に
向
け
て
前
進
さ
せ
、
民
主
主
義
の
原
理
を
回
復
す
る
運
動
と
し
て
大
き
な
意
義
を
持
つ
と
主
張
し

ま
す
。
区
民
投
票
を
実
施
す
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
り
、
そ
の
結
果
を
区
議
会
が
参
考
に
す
る
か
尊
重
す
る
か
は
、
全
く
議

会
の
自
由
で
あ
る
と
し
、
区
議
会
の
権
限
は
、
法
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
と
し
ま
す
。
練
馬
区
の
判
決
（
52
～
53
頁
参
照
）

に
お
い
て
も
法
的
拘
束
力
は
否
定
さ
れ
、
区
民
投
票
の
結
果
を
適
宜
利
用
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
可
能
又
は
無
意
味
と
は
考

え
ら
れ
な
い
と
し
て
、
区
議
会
の
審
議
権
を
拘
束
し
な
い
と
判
断
を
し
て
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
論
拠
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
　
区
民
投
票
の
執
行
上
の
問
題

反
対
論
者
は
、「
区
が
実
施
す
る
住
民
投
票
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、
区
長
候
補
者
選
定
の
た
め
の
区
民
投
票
を
執
行
機

関
が
行
う
こ
と
は
、
選
挙
の
管
理
執
行
の
責
任
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
る
と
主
張
し
ま
す
。
ま
た
、
区
で
は
な
く
議
会
が
行
う

と
し
て
も
、
区
民
投
票
の
よ
う
な
執
行
的
権
能
を
議
決
機
関
で
あ
る
議
会
が
担
う
こ
と
が
で
き
る
か
疑
問
で
あ
り
、
仮
に
議
会

に
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
投
票
の
管
理
を
任
せ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
が
議
会
の
権
限
外
で
あ
る
、
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
賛
成
論
か
ら
は
、「
区
が
実
施
す
る
住
民
投
票
」
と
し
て
い
て
も
、「
区
」
が
た
だ
ち
に
執
行
機
関
そ
の
も
の
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を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
条
文
と
あ
わ
せ
て
読
め
ば
議
会
に
管
理
執
行
の
責
任
が
あ
る
と
い
え
る
こ
と
、
ま
た
、
議
会

が
そ
の
選
任
権
を
行
使
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
住
民
の
意
思
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
調
べ
る
た
め
の
住
民
投
票
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
一
般
の
公
職
選
挙
に
お
け
る
選
挙
管
理
と
は
異
な
る
こ
と
、
そ
の
た
め
、
議
会
で
特
別
委
員
会
を
つ
く
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
、
と
の
主
張
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

③
　
投
票
の
公
正
性
の
問
題

反
対
論
か
ら
は
、
区
民
投
票
は
公
職
選
挙
法
の
枠
外
に
あ
り
、
警
察
や
司
法
機
関
に
よ
る
関
与
が
難
し
い
こ
と
、
ま
た
、
罰

則
規
定
が
な
い
た
め
に
取
締
り
や
処
罰
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
投
票
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
、

本
条
例
お
よ
び
規
則
等
で
区
民
投
票
の
実
施
基
準
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
基
準
が
公
平
な
区
民
投
票

の
実
施
を
担
保
で
き
る
か
疑
義
が
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
賛
成
論
で
は
、
現
行
法
に
基
づ
く
各
種
選
挙
た
り
と
い
え
ど
も
、
選
挙
民
の
良
識
に
ま
つ
ほ
か
な
い
と
い
う

こ
と
で
は
基
本
的
に
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
罰
則
の
軽
重
に
よ
っ
て
不
正
を
根
絶
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
な
討
議
の
多
く
は
、
政
治
的
立
場
か
ら
賛
成
・
反
対
の
論
議
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
区
議

会
で
は
、
双
方
が
平
行
線
の
ま
ま
折
り
合
う
こ
と
は
な
く
、
本
会
議
の
採
決
に
移
り
準
公
選
条
例
案
は
否
決
さ
れ
て
い
ま
す
。

政
党
・
会
派
の
中
に
は
、
賛
否
の
立
場
を
明
確
に
せ
ず
、
区
に
よ
っ
て
賛
成
派
ま
た
反
対
派
に
動
く
党
派
も
あ
り
、
党
派
に



59　三　地域の知恵――区長準公選運動の全貌

　　　由木村の合併
昭和39（1964）年３月、東京都南多摩郡由木村では、八王子市と日野

市のいずれと合併するかで村民が二派に分裂して激しく対立し村内は収拾
できないほどの混乱状態となりました。市町村の合併は地方自治法で関係
市町村の議決が必要であることが定められていますが、この事態に由木村
議会は、住民投票による由木村民の意思に従い解決することとし、両派代
表者間で結んだ次の協定書によることにします。

協定書は、「代表は、住民投票により有効投票の過半数をしめた結果に
無条件に従って由木村議会の運営およびそのことの執行を行うものとす
る」こと、「代表は、［…］住民投票の実施に対し［…］厳正公平にこれが
行われるためのあらゆる努力を払う義務を負うものとする」こと、「住民
投票の管理執行は、由木村選挙管理委員会が行うものとする」ことなどを
明記したもので、由木村議会は、同年3月29日に行われた住民投票の即日
開票結果に「無条件に従って」八王子市との合併を決定し都に申請し、都
議会の議を経て総理大臣に届け受理され、この合併は8月1日に告示され
ます。この住民投票について、都も自治省もなんら責めることはありませ
んでした。

（『区長準公選―その思想と方法』）

　　世田谷区議会準公選条例審査特別委員会
昭和46（1971）年10月に開かれた特別委員会の聴聞会で、篠原一東

京大学教授は準公選条例による住民投票について、上記、昭和39（1964）
年の由木村の八王子市合併を実例として、つぎのように公述しています。

世田谷区の準公選条例の場合は、「由木村のように『無条件に』などと
いっていないわけで、いわゆる『尊重して』と非常にゆるい形でいってお
りますので［…］この規定が違法であるというふうにはとうてい考えられ
ないと思います。もしこれが違法だというのであれば、やはり由木村の合
併の場合も、違法訴訟を起こして、合併無効論を唱えなければいけないこ
とになると思います。」

（『区長準公選―その思想と方法』）
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よ
っ
て
必
ず
し
も
対
応
が
一
貫
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
ケ
ー
ス
や
、
賛
成
派
の
内
部
に
お
い
て
も
思
惑
が
異
な
り
、
準
公
選

実
現
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
も
の
、
民
主
区
長
の
選
任
こ
そ
が
目
的
で
準
公
選
と
い
う
手
法
を
と
る
こ
と
に
賛
成
と
い
う
党

派
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
賛
成
派
の
論
拠
と
し
て
は
、
法
律
に
基
づ
か
な
い
協
定
書
に
よ
る
住
民
投
票
の
実
例
と
し
て
「
由
木
村
の
合
併
の
事

例
（
59
頁
コ
ラ
ム
参
照
）」
を
引
き
合
い
に
し
、
条
例
に
基
づ
く
区
民
投
票
は
、
法
に
よ
ら
ず
と
も
有
効
で
あ
る
と
主
張
す
る
い

く
つ
か
の
区
議
会
討
議
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
地
方
議
会
の
政
党
化
・
多
党
化
が
進
ん
だ
昭
和
40
年
代
の
区
議
会
の
構
図
は
、
賛
成
派
と
反
対
派
の
不
一
致

だ
け
で
な
く
、
賛
成
派
の
中
で
も
完
全
に
は
足
並
み
が
そ
ろ
わ
な
い
状
況
が
み
ら
れ
ま
す
。

23
区
の
悲
願
で
あ
る
区
長
公
選
の
実
現
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
都
市
地
域
の
い
ず
れ
の
政
党
会
派
も
同
調
し
、
超
党
派
で
自

治
権
拡
充
大
会
の
開
催
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
方
策
の
一
つ
と
し
て
準
公
選
と
い
う
手
段
を
認
め
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
一
致
せ
ず
、
全
会
派
が
協
調
し
て
取
り
組
む
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

三
‐
三
　
運
動
の
工
夫
と
理
屈

昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
に
練
馬
区
か
ら
は
じ
ま
り
、
23
区
中
に
拡
大
し
た
区
長
準
公
選
運
動
は
、
各
区
の
状
況
に
応
じ
て

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
条
例
案
が
議
会
審
議
さ
れ
ま
す
。
多
く
の
区
で
条
例
案
が
否
決
さ
れ
る
中
で
、
中
野
区
、
江
戸
川
区
と
工
夫
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が
重
ね
ら
れ
て
い
き
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
７
月
、
つ
い
に
品
川
区
で
可
決
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
区
長
準
公
選
運
動
に
つ
い
て
、
識
者
か
ら
は
様
々
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

◆
共
通
性
と
多
様
性

条
例
案
は
、
各
区
の
状
況
に
応
じ
た
形
で
次
々
と
議
会
に
提
案
さ
れ
、
審
議
が
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
23
区
の
審
議
経

過
は
、
表
９
の
と
お
り
で
、（
１
）
提
案
の
主
体
、（
２
）
付
託
委
員
会
、（
３
）
審
議
結
果
で
の
面
に
違
い
が
み
ら
れ
ま
す
。

（
１
）
条
例
案
は
、
①
区
民
か
ら
の
直
接
請
求
や
請
願
、
②
区
議
会
議
員
か
ら
の
提
案
、
③
上
記
①
と
②
の
両
方
、
の
３
パ

タ
ー
ン
に
よ
り
区
議
会
に
提
案
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
提
案
の
主
体
は
区
に
よ
っ
て
、
区
民
で
あ
っ
た
り
区
議
会
議

員
で
あ
っ
た
り
と
ま
ち
ま
ち
で
、
中
に
は
そ
の
双
方
が
並
行
し
て
活
動
す
る
区
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

（
２
）
条
例
案
は
本
会
議
審
議
の
前
に
委
員
会
審
議
に
付
託
さ
れ
ま
す
が
、
区
に
よ
っ
て
「
区
長
準
公
選
条
例
審
査
特
別
委

員
会
」
等
の
特
別
委
員
会
を
設
置
し
た
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
常
設
の
総
務
委
員
会
に
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
対
応
は
異
な

り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
違
い
か
ら
も
、
区
に
よ
っ
て
条
例
案
に
対
す
る
と
ら
え
方
に
差
が
出
て
い
ま
す
。

（
３
）
昭
和
45
（
１
９
７
０
）
年
お
よ
び
昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
に
条
例
案
が
提
案
さ
れ
た
区
で
は
、
審
議
の
結
果
、
ほ
と

ん
ど
の
区
で
否
決
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
中
に
は
、
中
野
区
の
よ
う
に
可
決
後
に
再
議
に
付
さ
れ
、
継
続
審
査
と
な
る
区
が
あ

ら
わ
れ
ま
し
た
。
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
に
入
る
と
、
条
例
案
が
可
決
さ
れ
る
区
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
49

（
１
９
７
４
）
年
に
は
、
こ
れ
ま
で
継
続
審
査
と
し
、
国
や
都
の
状
況
を
窺
っ
て
い
た
区
が
可
決
も
し
く
は
否
決
に
動
く
な
ど
、

一
応
の
決
着
が
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
後
期
に
な
る
に
つ
れ
て
運
動
が
進
展
し
、
こ
れ
ま
で
の
反
対
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表９　23区における区長準公選条例の審議経過
区名
千代田

港
新宿
文京
墨田
江東
品川

目黒

大田

世田谷

中野

杉並

豊島

北

荒川

板橋

練馬

足立

葛飾
江戸川

提案時期
S47
S49
S47
S47
S49
S47
S47
S45
S49
S47

S46

S46

S45

S46

S45
S49
S45
S49
S46
S42
S47

S47

S46
S47

条例制定請求
住民直接請求
住民直接請求
住民直接請求
住民直接請求
議員提案
住民直接請求
住民直接請求
住民直接請求
住民直接請求
住民直接請求
議員提案
住民直接請求

議員提案

住民直接請求
住民直接請求
議員提案
住民直接請求
議員提案
住民直接請求
住民直接請求
議員提案
住民直接請求
議員提案

住民直接請求

住民直接請求
住民直接請求

提案の主体
区民
区民
区民
区民
議員
区民
区民※
区民
区民
区民※

区民及び議
員が並行

議員

区民

区民及び
議員が並行

区民
議員
区民
区民
議員
区民
議員

区民

区民
区民

付託委員会
総務委員会
総務常任委員会
区長準公選条例審査特別委員会
総務区民委員会
総務委員会
総務委員会
区長選出特別委員会
総務委員会
―
区長選出特別委員会

準公選条例審査特別委員会

区長選出対策特別委員会

総務委員会

総務委員会

総務財政委員会	
区長選出特別委員会
総務委員会
準公選条例審査特別委員会
区長準公選条例審査特別委員会
―
区長候補者選出特別委員会

区長候補者決定に関する条例審
査特別委員会

総務財政委員会
総務委員会

本会議における審議結果
否決
継続審査→廃案
否決
継続審査→修正可決
否決
否決
修正可決→再議→再可決
否決
（委員会付託前に取下げ）
修正可決

否決

修正可決→再議→継続審
査→修正可決

否決
否決
取下げ
否決
可決
否決
否決
継続審査→取下げ

可決

継続審査→否決

否決
否決

注１：中央区、台東区、渋谷区については準公選に係る動きはなかった。
　２： 区民主体の運動として、議会に対する請願及び陳情による条例制定を求める動きがみられる区もある

が、本表では住民直接請求及び議員提案によるものについてのみ取り上げている。
　３： ※について、品川区及び大田区は、区民が主体として運動がおこり、議会側がこれに賛同する形で全

会一致で成立している。
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派
か
ら
の
様
々
な
指
摘
に
つ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
、
条
例
案
の
内
容
も
よ
り

成
熟
し
た
こ
と
、
運
動
が
23
区
中
に
拡
大
し
、
反
対
派
も
そ
の
姿
勢
を
改
め
ざ

る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
が
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

◆
運
動
の
か
た
ち

そ
れ
で
は
、
条
例
案
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
り
、
実
現
さ
れ
る
に
至
っ

た
の
か
、
23
区
の
中
で
も
特
徴
的
な
運
動
を
展
開
し
た
４
区
に
つ
い
て
み
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

◦
練
馬
区

準
公
選
運
動
の
出
発
点
で
あ
る
練
馬
区
で
は
、
区
民
が
主
導
し
て
運
動
が
展

開
さ
れ
ま
す
。
区
長
選
任
制
の
弊
害
を
指
摘
し
、
新
た
な
区
民
参
加
の
形
と
し

て
「
準
公
選
方
式
＝
練
馬
方
式
」
を
打
ち
出
し
た
練
馬
区
は
、
ま
さ
に
運
動
の

火
付
け
役
と
な
り
ま
し
た
（
詳
細
は
48
～
54
頁
参
照
）。
練
馬
区
で
提
案
さ
れ
た

条
例
案
は
、
各
区
の
準
公
選
条
例
案
の
原
型
と
も
い
え
、
こ
の
あ
と
も
各
区
で

研
究
が
続
け
ら
れ
、
条
例
案
の
内
容
は
変
遷
し
て
い
き
ま
す
。

　　　準公選運動と渋谷区
住民による準公選運動がみられなかった渋谷区では、ひとつに、組織上

の特徴が要因としてあげられます。渋谷区における自治権確立の運動は議
会主導型であり、住民組織として現実の運動をすすめる自治権確立期成連
盟は、町会を基礎組織として各団体を結合し、その下部組織を、区役所
の11出張所を単位にしてつくっていました。このような住民組織の場合、
区や区議会との協力関係は比較的容易に求められますが、より広範な区民
の間に入り、その声を吸い上げるという点では多少弱くなりがちです。そ
のため、運動におけるユニークさや新しい要求を集約しにくい状況であっ
たと指摘されています。

（『渋谷区議会史』）
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◦
中
野
区

次
に
注
目
さ
れ
た
の
は
、
中
野
区
で
し
た
。
区
民
主
導
型
の
練
馬
区
に
対
し
、
中
野
区
で
は
、
議
会
が
主
導
し
て
条
例
案
が

提
起
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
５
月
、
多
党
化
が
進
む
議
会
に
お
い
て
、
社
会
党
、
共
産
党
、
公
明
党
、
民
社

党
、
清
風
ク
ラ
ブ
の
五
派
は
協
定
を
結
び
、
準
公
選
条
例
案
を
共
同
提
起
し
ま
す
。
こ
の
条
例
案
は
、
練
馬
区
条
例
案
第
２
条

の
区
民
投
票
の
「
結
果
に
基
づ
い
て
」
区
長
候
補
者
の
選
定
を
行
う
と
し
て
い
た
箇
所
を
、「
結
果
を
尊
重
し
て
」
と
改
め
る

の
み
で
、
他
の
条
文
は
練
馬
区
条
例
案
と
同
一
内
容
で
し
た
。

審
議
の
結
果
、
五
派
連
合
で
過
半
数
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
46
（
１

９
７
１
）
年
６
月
、
条
例
案
は
23
区
で
初
め
て
可
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
同
年
７
月
、
区
長
職
務
代
理
者
は
「
区
民
投
票
を
長
た
る
機
関
で

管
理
し
、
執
行
す
る
こ
と
は
、［
…
］
条
理
に
も
と
る
ば
か
り
で
な
く
、
区
議

会
固
有
の
権
限
内
の
事
務
に
属
し
、
長
た
る
機
関
が
こ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
し
て
、
地
方
自
治
法
第
１
７
６
条
第
１
項
に
よ
り
こ
の
条
例
案

を
再
議＊
１

に
付
し
ま
し
た
。
同
法
同
条
第
１
項
は
、
条
例
の
制
定
や
改
廃
な
ど
が

執
行
不
能
で
あ
り
、
長
が
同
意
で
き
な
い
場
合
に
再
議
に
付
す
も
の
で
、
再
度

条
例
案
を
成
立
さ
せ
る
に
は
、
議
会
内
に
お
い
て
２／
３
以
上
の
同
意
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
他
方
、
同
法
同
条
第
４
項
は
、
議
会
の
議
決
等
が
そ
の
権
限
を

超
え
又
は
法
令
に
違
反
す
る
場
合
に
再
議
に
付
す
も
の
で
、
再
び
過
半
数
の
同

中野区準公選条例の公聴会（昭和46年８月24日）（『中野区史 昭和編 ３』）
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意
を
得
れ
ば
可
決
が
可
能
で
す
。
中
野
区
の
場
合
、
前
述
の
再
議
理
由
で
区
議
会
の
固
有
の
権
限
を
侵
し
違
法
で
あ
る
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
本
来
は
第
４
項
に
よ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
あ
え
て
第
１
項
に
基
づ
き
再
議
に
付
し
ま
す
。
議
会
内
に
お
い
て
２／
３

以
上
の
同
意
が
確
保
で
き
ず
、
再
度
の
可
決
が
困
難
と
な
っ
た
五
派
連
合
は
、
条
例
案
を
継
続
審
査
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
間

に
準
公
選
実
現
を
託
す
べ
く
23
区
初
の
革
新
区
長
を
選
任
す
る
に
至
り
ま
し
た
（
第
二
章
30
～
31
頁
参
照
）。

　◦
江
戸
川
区

先
に
述
べ
た
練
馬
区
と
中
野
区
の
動
向
を
受
け
て
、
区
民
主
導
の
「
練
馬
型
」
と
議
会
主
導
の
「
中
野
型
」
を
組
み
合
わ
せ
、

新
た
な
運
動
の
形
を
追
求
し
た
の
が
江
戸
川
区
で
し
た
。
労
働
組
合
な
ど
区
民
ら
が
中
心
と
な
り
、
区
長
公
選
債
等
の
発
行
に

よ
り
資
金
集
め
を
十
分
に
行
っ
た
結
果
、
約
７
万
人
と
い
う
膨
大
な
署
名
数
を
集
め
ま
す
。
こ
の
膨
大
な
署
名
数
で
議
会
に
揺

さ
ぶ
り
を
か
け
る
こ
と
が
狙
い
で
し
た
。

ま
た
、
条
例
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
江
戸
川
区
で
は
さ
ら
に
研
究
が
進
め
ら
れ
ま
す
。
各
区
の
反
対
派
か
ら
指
摘
が
あ
っ
た

執
行
上
の
問
題
等
に
つ
い
て
よ
り
慎
重
な
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
区
民
投
票
を
地
方
自
治
法
第
１
０
０
条
に
基
づ
く
議
会
調
査

権＊
２

の
行
使
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
実
施
主
体
を
区
議
会
で
あ
る
と
明
記
す
る
と
と
も
に
、
区
民
投
票
の
公
正
性
を
確
保
す
る

た
め
、
区
長
候
補
者
決
定
に
関
す
る
区
民
投
票
の
実
施
要
領
案
、
区
民
投
票
の
公
正
確
保
に
関
す
る
候
補
者
間
の
協
定
案
も
あ

わ
せ
て
作
成
し
ま
し
た
。
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
２
月
、
区
民
ら
は
、
区
側
に
署
名
簿
を
提
出
し
ま
す
が
、
選
挙
管
理
委
員

会
の
署
名
審
査
が
長
引
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
の
同
年
３
月
に
自
民
党
ら
反
対
派
に
よ
り
区
長
候
補
者
の
選
定
に
係
る
議
案

は
強
行
採
決
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
、
同
年
５
月
に
署
名
審
査
を
終
え
て
条
例
案
が
提
起
さ
れ
ま
す
が
、
結
果
は
否
決
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と
な
り
ま
し
た＊

３

。

　◦
品
川
区

今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
り
、
準
公
選
条
例
を
実
現
さ
せ
た
の
が
、
品
川
区
で
し
た
。
昭
和
47
（
１
９
７
２
）

年
３
月
、
品
川
区
で
は
、
区
議
会
に
お
け
る
区
長
選
出
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
区
長
候
補
者
の
選
出
方
法
と
し
て
可
能
な
限

り
に
お
い
て
民
主
的
方
法
を
探
求
す
る
と
し
て
、
自
民
党
ら
も
含
め
た
全
会
派
で
準
公
選
方
式
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
う
し
た
中
、
同
年
７
月
、
区
民
の
直
接
請
求
に
よ
り
準
公
選
条
例
案
が
議
会
に
提
起
さ
れ
ま
す
。
こ
の
と
き
提
案
さ
れ

た
条
例
案
は
、
江
戸
川
区
条
例
案
の
内
容
を
踏
襲
し
た
も
の
で
し
た
。
区
長
選
出
特
別
委
員
会
は
、
住
民
か
ら
の
直
接
請
求
を

尊
重
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
踏
ま
え
て
審
議
を
行
い
、
そ
の
結
果
、

第
２
条
の
区
長
候
補
者
の
選
定
に
つ
い
て
、
区
民
投
票
の
「
結
果
を

尊
重
し
て
」
か
ら
「
結
果
を
参
考
に
し
て
」
に
改
め
る
な
ど
一
部
を

修
正
し
た
上
で
、
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
品
川

区
は
、
ま
さ
に
江
戸
川
区
が
目
指
し
た
区
民
と
議
会
が
歩
調
を
合
わ

せ
た
新
た
な
運
動
の
形
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
し
た
。

し
か
し
、
品
川
区
の
区
長
職
務
代
理
者
は
、
な
お
法
意
に
違
反
す

る
と
し
て
こ
の
条
例
案
を
再
議
に
付
し
ま
す
。
こ
の
と
き
の
再
議
は
、

中
野
区
の
ケ
ー
ス
と
は
異
な
り
、
地
方
自
治
法
第
１
７
６
条
第
４
項

都知事から裁定書を受ける区長職務代理者
（『広報しながわ 縮刷版 No.2』）
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に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
過
半
数
の
同
意
で
再
可
決
す
る
こ
と
が
可
能
で
し
た
。
区
議
会
で
は
、
再
議
に
付
さ
れ
た

条
例
案
に
つ
い
て
、
同
年
８
月
の
臨
時
議
会
で
再
び
全
会
一
致
に
よ
り
可
決
し
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
て
、
区
長
職
務
代
理
者
は
、

同
法
第
１
７
６
条
第
５
項
に
よ
り
、
都
知
事
に
対
し
、
右
議
決
は
違
法
で
あ
る
の
で
そ
の
取
消
し
を
求
め
る
と
の
審
査
申
立
て＊
４

を
行
い
ま
し
た
。
準
公
選
条
例
が
都
知
事
の
裁
定
を
受
け
る
の
は
23
区
初
で
あ
り
、
準
公
選
に
つ
い
て
都
知
事
の
公
式
な
判
断

が
示
さ
れ
る
の
も
こ
れ
が
初
め
て
で
し
た
。
そ
し
て
、
都
知
事
は
、「
本
件
条
例
案
に
は
何
ら
違
法
の
点
は
な
く
、
品
川
区
議

会
の
本
件
条
例
制
定
の
議
決
は
適
法
で
あ
る
」
と
し
て
、
区
の
審
査
申
立
て
を
却
下
し
、
品
川
区
の
準
公
選
条
例
案
は
可
決
・

成
立
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
区
民
投
票
の
実
施
時
期
を
め
ぐ
り
、
社
会
党
な
ど
革
新
派
政
党
と
自
民
党
と
の
調
整
は

難
航
し
ま
す
が
、
つ
い
に
衆
議
院
解
散
前
日
の
同
年
11
月
12
日
、
区
民
投
票
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
区
議
会
は
、
区
民
投
票
の
結

果
を
参
考
に
区
長
候
補
者
を
選
定
し
、
都
知
事
の
同
意
を
得
て
、
12
月
１
日
、
こ
こ
に
23
区
初
の
準
公
選
条
例
に
基
づ
く
選
任

区
長
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
品
川
区
民
か
ら
準
公
選
条
例
は
違
法
な
条
例
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
区
民
投
票
実
施
の
た
め
の
費
用
支
出
は
違
法

で
あ
る
と
し
て
、
同
年
9
月
8
日
、
区
監
査
委
員
会
に
監
査
請
求
が
行
わ
れ
、
10
月
3
日
付
け
で
こ
の
請
求
は
理
由
が
な
い
と

し
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
品
川
区
民
（
原
告
）
は
、
東
京
地
裁
に
出
訴
し
ま
す
が
、
地
裁
は
こ
の
区
民
投
票
は
適

法
で
あ
り
支
出
に
違
法
性
は
な
い
と
判
決
し
て
い
ま
す
（
68
頁
コ
ラ
ム
参
照
）。
そ
の
後
、
原
告
は
、
東
京
高
裁
へ
控
訴
、
最
高

裁
へ
上
告
し
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
請
求
は
棄
却
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊
１　

再
議　

地
方
自
治
法
第
１
７
６
条
第
１
項
で
は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
普
通
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地
方
公
共
団
体
の
長
は
、［
…
］
そ
の
議

決
の
日
［
…
］
か
ら
十
日
以
内
に
理
由
を

示
し
て
こ
れ
を
再
議
に
付
す
こ
と
が
で
き

る
」
と
す
る
と
と
も
に
、
第
３
項
で
「
前

項
に
よ
る
規
定
に
よ
る
議
決
の
う
ち
条
例

の
制
定
・
若
し
く
は
改
廃
又
は
予
算
に
関

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
出
席
議
員
の
三

分
の
二
以
上
の
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
第
４

項
で
は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会

の
議
決
［
…
］
が
そ
の
権
限
を
超
え
又
は

法
令
若
し
く
は
会
議
規
則
に
違
反
す
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団

体
の
長
は
、
理
由
を
示
し
て
こ
れ
を
再
議

に
付
し
［
…
］
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
同
法
第

１
１
６
条
に
よ
り
「
出
席
議
員
の
過
半

数
」
の
同
意
を
得
れ
ば
再
度
可
決
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

＊
２　

１
０
０
条
調
査
権　

地
方
自
治
法

第
１
０
０
条
で
は
「
普
通
地
方
公
共
団
体

の
議
会
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の

　　　地方自治の本旨に合致
品川区長準公選条例は違法な条例であり、この条例に基づく区民投票実

施に関する費用の支出命令は違法であるとして、品川区民（原告）が起こ
した訴訟は、昭和50（1975）年3月、第一審である東京地裁で、「品川区
議会が区長候補者を選定するにあたり区民の意向を調査するためにその委
ねられた裁量の範囲内で自主的に選択決定した一つの方法」であって、法
に違反するものではないと棄却されています。この判決の理由の中で注目
すべきは、準公選条例による区民投票の制度は、「区議会が区長候補者に
関する区民の意向を調査する手段・方法の中ではもっとも広く区民の自由
意思を反映させる民主的な手続であり、まさに地方自治の本旨に合致し、
右条項のもとに住民自治参加の方策を可能な範囲で具現化したもの、いわ
ば叡知の所産とも評すべきものであって、何ら非難するにあたらない。」
と述べたことです。

原告の控訴による東京高裁の昭和50（1975）年9月の判決も、原判決
（第一審判決）の判決理由をほとんど引用し、控訴人のいうような「代表
民主制（憲法前文、憲法第93条）を否定するものでないことは明らかで
ある。」としています。

なお、昭和53（1978）年2月の上告審判決で、最高裁小法廷は、違憲
の主張はその前提条件を欠くとして判断を避けますが、「その余の所論の
点に関する原審の判断は、正当として是認でき、原判決に所論の違法はな
い。」と、品川区の区長準公選条例は、司法の最終判断においても合法性
が認められることとなりました。
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事
務
［
…
］
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

選
挙
人
そ
の
他
の
関
係
人
の
出
頭
及
び
証
言
並
び
に
記
録
の
提
出
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
江
戸
川
区
の
準
公
選
条

例
案
で
は
、
こ
の
１
０
０
条
調
査
権
の
行
使
の
一
つ
と
し
て
、
区
民
投
票
を
適
法
な
も
の
と
位
置
づ
け
ま
し
た
。

＊
３　

区
民
運
動
と
議
会
の
関
係　

各
区
民
の
会
の
代
表
者
に
よ
る
討
論
会
で
は
、「
議
会
に
対
す
る
『
配
慮
』
と
い
う
の
が
か
な
り
さ
れ
て

い
て
、
準
公
選
運
動
が
あ
る
意
味
で
非
常
に
テ
ク
ニ
ッ
ク
化
さ
れ
て
い
る
」
と
し
つ
つ
、
区
民
運
動
が
広
が
り
す
ぎ
る
と
、
か
え
っ
て
議
会

側
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
（『
区
長
準
公
選
実
現
の
記
録
』）。

＊
４　

都
知
事
に
対
す
る
審
査
申
立
て　

地
方
自
治
法
第
１
７
６
条
第
５
項
で
は
、「
議
会
の
議
決
又
は
選
挙
が
な
お
そ
の
権
限
を
超
え
又
は

法
令
若
し
く
は
会
議
規
則
に
違
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
っ
て
は
総
務
大
臣
、
市
町
村
長
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
当
該
議
決
又
は
選
挙
が
あ
っ
た
日
か
ら
二
十
一
日
以
内
に
、
審
査
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

◆
運
動
を
め
ぐ
る
議
論

各
区
で
論
議
を
巻
き
起
こ
し
、
課
題
が
突
き
付
け
ら
れ
る
度
に
丹
念
に
研
究
を
重
ね
ら
れ
た
区
長
準
公
選
運
動
は
、
５
年
の

歳
月
を
か
け
て
よ
う
や
く
品
川
区
で
結
実
し
ま
し
た
。
こ
の
区
長
準
公
選
運
動
を
め
ぐ
っ
て
、
国
や
都
、
学
識
経
験
者
か
ら
は

様
々
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
賛
否
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
論
者
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

◦
賛
成
派
の
論
理

最
初
に
、
賛
成
派
の
見
解
か
ら
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
区
長
準
公
選
に
つ
い
て
、
多
く
の
論
者
は
、
国
と
国
会
に
「
陳
情
」
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す
る
し
か
な
か
っ
た
こ
れ
ま
で
の
区
長
公
選
運
動
に
生
気
を
与

え
、
自
ら
「
市
民
権
」
を
獲
得
し
た
と
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、「
公
選
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
る
ば
か
り
で
区
民
の

声
に
耳
を
傾
け
て
こ
な
か
っ
た
各
政
党
に
対
し
、
区
長
準
公
選
を

き
っ
か
け
に
、
区
長
公
選
は
、
区
民
の
立
場
に
立
ち
返
っ
て
は
じ

め
て
「
本
物
」
と
な
る
こ
と
を
突
き
付
け
た
と
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
運
動
の
性
質
と
し
て
も
、
た
だ
主
張
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
、
住
民
の
条
例
制
定
請
求
権
に
よ
り
創
造
的
な
提
案
を
行
っ
た

と
い
う
点
で
、
新
し
い
局
面
を
切
り
開
い
た
と
評
価
し
て
い
ま
す＊
５

。

い
く
つ
か
特
徴
的
な
見
解
を
挙
げ
て
み
ま
す
。
ま
ず
一
つ
目
に
、

法
律
と
条
例
の
関
係
を
め
ぐ
り
、
法
律
が
規
定
し
て
い
な
い
「
空

白
地
帯
」
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
条
例
で
規
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
い
う
「
先
占
領
域
論
」
か
ら
区
長
準
公
選
を
評
価
す
る
見

解
が
あ
り
ま
す
。
準
公
選
は
、
法
律
が
規
定
し
て
い
な
い
自
由
の

領
域
を
条
例
に
よ
っ
て
埋
め
て
い
く
と
い
う
解
釈
論
と
立
法
論

を
両
方
や
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
今
日
の
自
治
体
法
務
の
優
れ

た
先
例＊
６

と
い
え
、
単
な
る
理
念
的
抵
抗
告
発
を
行
う
に
と
ど
ま

協定書に調印を終えて握手する両候補（『品
川区議会だより 縮刷版』）

管理委員会と立候補者間の協定書（『品川区
議会だより 縮刷版』）
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ら
ず
、
着
実
な
判
例
と
制
度
の
分
析
を
踏
ま
え
、
そ
の
空
白
を
利
用
し
、
法
制
度
上

の
効
果
を
み
の
ら
せ
た
例
と
し
て
地
方
自
治
の
歴
史
に
残
る
も
の
と
評
さ
れ
て
い
ま

す＊
７

。
ま
た
、
昭
和
40
年
代
は
東
京
都
の
公
害
防
止
条
例
を
端
緒
に
、
法
律
で
規
定
し

な
い
こ
と
は
な
る
べ
く
住
民
や
地
方
議
会
の
意
思
を
尊
重
し
て
条
例
を
つ
く
る
と
い

う
「
自
治
体
憲
章
」
の
考
え
方
が
あ
ら
わ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
区
長
準
公
選

条
例
も
ま
た
「
自
治
体
憲
章
」
と
し
て
一
つ
の
傾
向
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
の
評
価

が
な
さ
れ
て
い
ま
す＊
８

。

二
つ
目
に
自
由
選
挙
と
い
う
側
面
か
ら
、
区
長
準
公
選
を
評
価
す
る
見
解
が
あ
り

ま
す
。
各
区
議
会
審
議
に
お
け
る
主
な
論
点
の
一
つ
と
し
て
、
区
長
準
公
選
は
公
職

選
挙
法
の
適
用
を
受
け
な
い
た
め
に
公
正
性
の
確
保
が
困
難
と
問
題
視
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
品
川
区
で
２
名
が
立
候
補
し
、
選
挙
運
動
が
行
わ
れ
た
際
に
は
、
投
票
管

理
委
員
会
と
各
立
候
補
者
間
で
協
定
書
が
取
り
交
わ
さ
れ
た
上
で
、
公
職
選
挙
法
に

と
ら
わ
れ
な
い
戸
別
訪
問
が
フ
ル
に
活
用
さ
れ
ま
し
た
が
、
ト
ラ
ブ
ル
等
は
全
く
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
戸
別
訪
問
に
つ
い
て
は
、
立
候
補
者
側
・
有
権
者
側
の

双
方
か
ら
、
区
民
と
の
直
接
的
な
接
触
で
あ
る
と
歓
迎
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
結
果
を
踏
ま
え
、
区
長
準
公
選
に
際
し
て
行
わ
れ
た
選
挙
運
動
は
、
こ
れ
ま
で
の

公
職
選
挙
法
に
よ
る
「
べ
か
ら
ず
選
挙
」
と
は
異
な
り
、
区
民
の
総
意
に
よ
る
自
由

　　　問われる選挙のあり方
品川区長準公選では、２名の候補者が立候補し、選挙運動が行われまし

た。その一人であり、初の準公選区長として選ばれた多賀氏は、当時の選
挙運動について次のとおり述べています。
「候補者のほうにしてみても、やはり第一号でせっかくの投票を汚した

くないという自制心、ブレーキがあって、選挙を普通のことばでいえばき
れいなものにした。より本質的には、選挙というものがほんとうの意味で
市民と語り合いながらやっていけるということに徹し切れたと思う」

（「準公選区長の誕生と区民参加の展望」『都政』第18巻２号）
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な
選
挙
を
実
現
し
た
と
の
評
価
が
さ
れ
て
い
ま
す＊

９

。

こ
の
ほ
か
、
中
野
区
で
は
、
区
長
準
公
選
運
動
を
受
け
て
辻
清
明
氏
を
座
長
と
す
る
特
別
区
制
度
調
査
会
を
設
置
し
、
さ
ら

な
る
論
議
が
重
ね
ら
れ
ま
し
た
（
こ
こ
で
の
評
価
に
つ
い
て
は
「
四–

三
特
別
区
か
ら
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）。

◦
反
対
派
の
論
理

続
い
て
、
反
対
派
の
見
解
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。
反
対
派
の
中
心
的
な
見
解
は
、
法
が
認
め
る
区
議
会
の
固
有
の
権
限

で
あ
る
区
長
選
任
権
を
拘
束
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
違
法
性
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
ま
ず
有
力
論
の
一

つ
と
し
て
、
セ
ッ
ト
論
が
主
張
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
特
別
区
に
お
け
る
区
長
公
選
制
は
、
事
務
権
能
、
人
事
権
及
び
財
政
権

の
移
譲
を
あ
わ
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
、
施
策
等
の
実
現
も
困
難
で
あ
る
た
め
、
実
効
性
に
乏
し
い
と
す
る
見
解
で
、
主
に
自
治

省
が
こ
の
論
拠
に
立
ち
、
区
長
準
公
選
を
否
定
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
見
解
は
、
練
馬
区
で
初
め
て
準
公
選
方
式
が
打
ち
出
さ

れ
た
際
に
も
、
準
公
選
の
限
界
と
し
て
区
外
の
学
者
か
ら
指
摘
さ
れ
、
そ
の
後
の
23
区
議
会
に
お
い
て
も
反
対
派
か
ら
し
ば
し

ば
主
張
が
続
け
ら
れ
ま
し
た＊0
＊

。

ま
た
、
準
公
選
を
否
定
す
る
論
拠
と
し
て
、
地
方
自
治
法
の
法
解
釈
上
も
立
法
技
術
の
面
か
ら
も
、
区
長
候
補
者
の
決
定
は

「
議
決
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、「
選
挙
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
り
ま
す＊＊
＊

。
都
総
務
局
行
政
部
は
こ
の
見
解

に
立
ち
、
昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年
に
「
特
別
区
の
区
長
選
任
に
関
す
る
取
扱
要
領
」
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
昭
和
45
（
１

９
７
０
）
年
に
は
区
議
会
や
区
に
対
し
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
取
扱
要
領
を
示
達
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
46
（
１

９
７
１
）
年
８
月
の
中
野
区
議
会
区
長
選
出
対
策
特
別
委
員
会
公
聴
会
に
お
い
て
も
、
元
東
京
都
総
務
局
行
政
部
長
の
原
口
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一
次
氏
は
、
反
対
派
の
立
場
と
し
て
、
条
文
内
容
の
不
備
や
執
行
上
の
問
題
等
か
ら
、「
現
在
の
ま
ま
の
構
造
な
り
内
容
で
は
、

実
施
に
移
さ
れ
て
も
、
そ
の
効
力
の
確
保
は
期
待
し
が
た
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す＊2
＊

。

　

◆
都
知
事
の
対
応

都
が
示
し
て
い
た
見
解
と
は
別
に
、
美
濃
部
知
事
の
準
公
選
運
動
へ
の
対
応
は
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
昭
和
42
（
１
９
６
７
）

年
の
練
馬
区
の
準
公
選
運
動
で
は
、
当
初
賛
否
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
静
観
の
立
場
で
区
と
自
治
省
の
間
の
照
会
と
回
答
の
文
書

の
や
り
取
り
を
仲
介
す
る
の
み
で
し
た
。
し
か
し
、
練
馬
区
の
代
表
者
証
明
書
不
交
付
事
件
に
お
い
て
下
さ
れ
た
地
方
裁
判
所

の
判
決
を
受
け
て
、
美
濃
部
知
事
は
「
い
い
判
決
だ
」
と
評
し
、
そ
の
後
は
一
切
関
知
し
な
い
と
し
て
、
区
側
の
弁
護
の
手
助

け
を
し
な
い
よ
う
部
内
に
指
示
を
出
し
ま
す
。

昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
６
月
に
中
野
区
の
準
公
選
条
例
案
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、「
憲
法
の
趣
旨
に
そ
っ
た
、

民
主
政
治
の
確
立
の
突
破
口
で
あ
る
。
も
し
区
理
事
者
か
ら
審
査
申
立
て
が
で
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
考
え
た
い
。」

と
し
て
、
歓
迎
の
姿
勢
を
示
し
ま
す
。

そ
し
て
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
８
月
、
品
川
区
か
ら
の
審
査
申
立
て
を
受
け
て
、
初
め
て
都
知
事
の
公
式
な
判
断
が
な

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
美
濃
部
知
事
の
裁
定
に
お
け
る
準
公
選
条
例
の
評
価
は
次
の
と
お
り
で
、
本
件
条
例
は
何
ら
違
法

で
は
な
い
と
し
て
審
査
申
立
て
は
却
下
さ
れ
、
品
川
区
の
準
公
選
条
例
は
実
現
し
た
の
で
し
た
。

「
練
馬
区
か
ら
は
じ
ま
り
、
い
く
つ
か
の
区
を
経
て
品
川
区
で
結
実
し
た
『
区
長
準
公
選
条
例
』
は
、
た
と
え
変
則
的
な
も

の
に
せ
よ
、
区
民
が
地
方
自
治
の
原
点
へ
、
み
ず
か
ら
復
権
す
る
総
意
と
情
熱
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
総
意
と
情
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熱
を
も
っ
と
も
身
近
な
区
議
会
に
お
い
て
結
実
さ
せ
た
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
地
方
自
治
の
原
点
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
行
制
度
下
に
あ
っ
て
は
、
区
議
会
こ
そ
区
民
の
意
思
を
も
っ
と
も
身
近
に
反
映
す
る
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
民
意
思
を
何
よ
り
も
尊
重
す
る
自
治
の
原
理
に
立
て
ば
、
区
議
会
の
意
思
、
し
か
も
党
派
を
こ
え
た

合
意
も
ま
た
何
よ
り
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

区
民
が
主
導
し
て
始
ま
っ
た
区
長
準
公
選
運
動
を
き
っ
か
け
に
、
都
や
区
は
、「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
基
づ
く
「
住
民
自

治
」
の
実
現
と
い
う
基
本
理
念
に
立
ち
返
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
区
民
自
ら
が
区
長
選
任
制
の
問
題
を
提
起
し
、
区
長
公
選

へ
の
道
筋
を
開
こ
う
と
し
た
こ
の
運
動
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
会
中
心
の
区
長
公
選
運
動
を
区
民
中
心
へ
と
置
き
換
え
、
新
た
な

運
動
と
し
て
再
び
火
を
つ
け
た
の
で
す
。

品
川
区
で
実
現
後
も
さ
ら
に
各
区
へ
と
広
が
り
を
み
せ
る
区
長
準
公
選
運
動＊1
＊

は
、
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
否
定
の
姿
勢
を
貫
い

て
い
た
政
府
に
と
っ
て
も
、
も
は
や
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
の
存
在
と
な
り
、
の
ち
の
区
長
公
選
復
活
に
向
け
た
大
き
な
原
動
力

に
な
り
ま
し
た
（
第
五
章
参
照
）。

＊
５　

巻
末
に
掲
載
の
参
考
文
献
の
［
大
島
（
ｂ
）］、［
大
住
］、［
高
木
（
ａ
）］、［
高
柳
］、［
和
田
］
な
ど
に
よ
っ
て
い
ま
す
。
以
下
の
注

も
同
様
で
す
。

＊
６　
［
神
原
］
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＊
７　
［
針
生
］

＊
８　
［
桜
井
（
ｂ
）］

＊
９　
［
景
山
］、［
多
賀
・
高
木
］、［
長
尾
］

＊
10		

［
神
原
］
で
は
、「
主
と
し
て
一
部
の
行
政
学
系
統
の
方
た
ち
か
ら
の
、
善
意
の
指
摘
だ
っ
た
の
で
す
が
、［
…
］
区
政
に
大
き
な
影
響

力
を
お
持
ち
の
方
た
ち
の
指
摘
だ
け
に
、
区
議
会
保
守
派
の
準
公
選
反
対
の
論
拠
の
1
つ
と
し
て
使
わ
れ
、
私
た
ち
は
大
い
に
困
惑
し
ま
し

た
」
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、［
和
田
］
で
は
、
セ
ッ
ト
論
が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
当
分
の
間
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、

区
長
公
選
を
先
に
実
現
す
べ
き
と
し
つ
つ
、
こ
の
場
合
、
依
然
と
し
て
人
事
上
の
問
題
な
ど
が
残
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
指
摘
し
て
い
ま
す
。

＊
11　
［
柴
田
］

＊
12　
［
原
口
］

＊
13　

各
区
へ
と
広
が
り
を
み
せ
る
区
長
準
公
選
運
動　

品
川
区
以
降
、
次
の
５
区
の
区
議
会
で
区
長
準
公
選
条
例
が
可
決
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

	

練
馬
区
：
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
10
月
13
日
可
決
《
翌
48
年
10
月
１
日
投
票
日
公
示
（
無
投
票
）・
16
日
準
公
選
区
長
誕
生
》

　
　

	

大
田
区
：
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
11
月
30
日
可
決
《
翌
48
年
８
月
５
日
区
民
投
票
実
施
・
20
日
準
公
選
区
長
誕
生
》

　
　

	

中
野
区
：
昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
２
月
12
日
可
決
《
区
長
任
期
中
に
地
方
自
治
法
改
正
で
失
効
》

　
　

	

北　

区
：
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
３
月
６
日
可
決
《
区
長
任
期
中
に
地
方
自
治
法
改
正
で
失
効
》

　
　

文
京
区
：
昭
和
50
（
１
９
７
５
）
年
３
月
20
日
可
決
《
区
長
任
期
中
に
地
方
自
治
法
改
正
で
失
効
》
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四
　
碩
学
の
視
線

こ
の
冊
子
が
対
象
と
す
る
昭
和
40
年
代
（
１
９
６
５
年
～
１
９
７
４
年
）
に
は
、
特
別
区
の
制
度
に
関
し
て
、
三
つ
の
重
要

な
契
機
が
あ
り
ま
し
た
。
ロ
ブ
ソ
ン
報
告
、
長
谷
部
委
員
会
助
言
、
辻
調
査
会
答
申
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
が
生
ま

れ
る
経
緯
は
、
第
二
章
で
す
で
に
み
て
き
た
と
お
り
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
、
ま
た
相
互
に
関
連
し
あ
い
な
が
ら
、
碩
学
た

ち
が
考
察
を
め
ぐ
ら
し
ま
し
た
。
こ
の
章
で
は
、
内
容
の
面
か
ら
、
三
つ
の
成
果
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
ま
す
。

四
‐
一
　
ロ
ン
ド
ン
か
ら

「
今
日
直
面
す
る
困
難
で
複
雑
な
諸
問
題
の
解
決
に
お
役
に
立
て
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
」
に
始
ま
る
昭
和
42
（
１
９
６
７
）

年
12
月
1
日
付
書
簡
と
と
も
に
、
英
文
の
調
査
報
告
書＊

１

が
、
美
濃
部
亮
吉
都
知
事
に
届
き
ま
し
た
。
差
出
人
は
ロ
ン
ド
ン
大
学

の
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
で
す
。
一
般
に
ロ
ブ
ソ
ン
報
告
と
呼
ば
れ
、
大
都
市
東
京
の
行
政
に
対
す
る
助
言
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
年
の
4
月
16
日
に
来
日
し
、
6
週
間
ほ
ど
の
調
査
の
後
、
5
月
29
日
に
帰
国
し
て
か
ら
半
年
の
間
に
、「
持
て
る
知
識
と
資

料
を
も
と
に
最
善
を
尽
く
し
て
」
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
限
ら
れ
た
期
間
の
調
査
の
た
め
、
重
要
な
事
項
を
省
略
し
た
ほ
か
、

十
分
に
取
り
扱
え
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
と
、
序
文
で
弁
明
し
な
が
ら
も
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
は
、
東
京
の
拡
大
と
性
格
か
ら
は
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じ
め
、
二
層
制
の
自
治
を
論
じ
た
あ
と
、
行
政
の
主
要
領
域
を
一
つ
ひ
と
つ
考
察
し
、
さ
ら
に
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
、
中
央

政
府
と
の
関
係
、
市
民
の
関
心
を
喚
起
し
維
持
す
る
問
題
へ
と
、
17
章＊
２

に
わ
た
り
広
範
に
見
解
を
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
の
翌
年
の
昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
は
、
美
濃
部
亮
吉
都
知
事
か
ら
再
度
招
聘
を
う
け
ま
す
。
先
の
訪

日
の
際
に
は
、
時
間
不
足
に
よ
り
詳
細
に
調
べ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
さ
ら
に
調
査
す
る
た
め
、
招
き
に
応
じ
て
、
昭
和
44

（
１
９
６
９
）
年
1
月
8
日
に
来
日
し
、
3
月
30
日
ま
で
滞
在
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
結
果
を
ま
と
め
た
の
が
ロ
ブ
ソ
ン
第

2
次
報
告＊
３

で
、
4
章＊

４

か
ら
成
り
、
8
月
21
日
付
の
書
簡
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
都
市
東
京
に
関
す
る
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
の
報
告
書
は
、
発
表
当
時
に
大
き
な
反

響
を
呼
び
起
こ
し
た
の
は
も
と
よ
り
、
そ
の
後
の
議
論
に
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
た

ば
か
り
で
は
な
く
、
た
び
た
び
参
照
さ
れ
、
研
究
の
対
象
と
な
り
、
時
に
振
り

返
る
べ
き
起
点
と
も
さ
れ
て
き
ま
し
た＊
５

。
そ
し
て
、
50
年
以
上
を
経
た
今
日
で
も
、

ロ
ブ
ソ
ン
博
士
の
息
吹
は
な
お
私
た
ち
を
ひ
き
つ
け
て
や
み
ま
せ
ん
。
す
こ
し
ロ

ブ
ソ
ン
博
士
の
声
に
耳
を
傾
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
特
別
区
に
関
し
て
は
ど
の
よ
う
な
認
識
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
戦
後

制
定
さ
れ
た
「
１
９
４
７
年
の
地
方
自
治
法
は
、
特
別
区
の
地
位
を
高
め
、
市
と

同
じ
権
限
を
与
え
た
が
、
都
条
例
が
特
別
区
の
活
動
の
自
由
を
あ
る
面
で
制
限
し

た＊
６

」
と
、
発
足
当
初
の
特
別
区
の
性
格
や
実
態
を
明
快
に
述
べ
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
5
年
ほ
ど
た
っ
た
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
に
は
、
区
長
の
公
選
制
が
廃

ロブソン博士（東京市政調査会内自室にて）（『ウイリアム
・A・ロブソン教授講演集』）
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止
さ
れ
る
事
態
に
陥
り
ま
す
。
特
別
区
は
反
対
運
動
を
展
開
し
ま
す
が
、
阻
止
す
る
に
は
至
ら
ず
、
都
知
事
の
同
意
を
得
て
区

議
会
が
選
任
す
る
こ
と
に
落
ち
着
き
ま
し
た
。
こ
の
方
式
に
対
す
る
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
の
見
解
は
こ
う
で
す
。「
区
議
会
の
選
択

を
都
知
事
は
い
つ
で
も
是
認
す
る
と
私
は
解
す
る
の
で
、
都
知
事
の
公
式
の
同
意
は
、
従
属
関
係
を
表
明
す
る
シ
ン
ボ
ル
に
す

ぎ
な
い＊
７

」。
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
が
来
日
す
る
2
年
前
の
昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
は
、
特
別
区
に
と
っ
て
の
大
き
な
転
機
の
一
つ

で
し
た
。「
１
９
６
５
年
に
、
健
康
や
福
祉
の
サ
ー
ビ
ス
な
ら
び
に
土
地
利
用
計
画
に
関
係
す
る
数
多
く
の
機
能
が
、
東
京
都

に
よ
っ
て
特
別
区
に
移
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正
し
い
方
向
へ
の
一
歩
で
あ
っ
た
」
と
評
し
た
う
え
で
、
次
の
よ

う
に
結
び
ま
す
。「
ど
ち
ら
の
方
向
に
さ
ら
な
る
調
整
が
有
効
に
な
さ
れ
う
る
の
か
考
え
る
た
め
、
3
年
ご
と
に
、
状
況
の
検

証
が
行
わ
れ
る
と
よ
い＊
８

」。
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
は
、
特
別
区
の
的
確
な
観
察
者
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
特
別
区
の
立
場
や
心

情
の
よ
き
理
解
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。「
こ
こ
で
、
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
自
治
の
範
囲
を
さ
ら
に
拡
大
し
よ
う
と
、
東
京

都
は
、
中
央
政
府
と
の
長
年
に
わ
た
る
た
た
か
い
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
特
別
区
は
、
東

京
都
と
の
同
様
の
た
た
か
い
に
取
り
組
ん
で
き
た
し
、
今
な
お
取
り
組
み
中
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る＊
９

」。

大
都
市
東
京
は
、
あ
ま
り
に
も
巨
大
で
す
か
ら
、
そ
の
全
体
に
わ
た
る
自
治
体
（
第
一
層
）
と
、
そ
の
中
の
小
地
域
に
あ
た

る
自
治
体
（
第
二
層
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
は
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の

な
か
で
、
真
の
自
治
精
神
の
た
め
に
な
す
べ
き
こ
と
が
あ
り
」
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、「
最
大
限
に
可
能
な
民
主
主
義
的
自

治
を
機
能
的
効
率
性
と
結
び
つ
け
る
よ
う
努
力
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い＊0
＊

」
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
東
京
の
現
実
は
、

第
一
層
に
は
東
京
都
と
い
う
変
則
的
な
府
県
が
あ
り
ま
す
し
、
第
二
層
の
自
治
体
の
位
置
づ
け
が
不
十
分
な
ば
か
り
か
、
市
町

村
に
加
え
特
別
区
と
い
う
や
は
り
変
則
的
な
区
別
が
あ
り
ま
す
。「
こ
れ
は
歴
史
的
な
事
情
の
結
果
で
あ
っ
て
、
現
在
や
未
来
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の
あ
り
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い＊＊

＊

」
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
特
別
区
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
基
本
認
識
を
示
し

ま
す
。「
実
の
と
こ
ろ
、
特
別
区
の
地
域
と
多
摩
の
地
域
と
の
間
の
区
別
を
維
持
す
る
た
め
の
正
当
な
理
由
は
何
も
な
い＊2
＊

」。
そ

れ
で
は
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
は
ど
の
よ
う
に
構
想
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
大
都
市
東
京
の
地
域
に
は
、
第
二
層
の
自
治
体
と
し
て

新
し
い
タ
イ
プ
の
区
を
つ
く
り
、
こ
れ
ま
で
の
特
別
区
や
市
町
村
は
廃
止
し
ま
す
。「
こ
の
新
し
い
区
は
、
い
く
つ
か
の
点
で

既
存
の
特
別
区
よ
り
も
独
立
性
を
高
め
、
よ
り
責
任
を
負
う
だ
ろ
う
。
こ
の
区
は
、
投
票
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
区
長
を
擁
す

る
こ
と
に
な
ろ
う＊1
＊

」。
新
し
い
区
の
規
模
な
ど
は
、
厳
密
に
そ
ろ
え
る
こ
と
も
、
お
お
よ
そ
で
あ
れ
均
等
に
す
る
こ
と
も
、
そ

の
必
要
性
は
な
く
、
ま
た
実
際
的
で
な
い
と
し
つ
つ
、
な
ん
ら
か
の
め
や
す
を
設
定
す
る
努
力
は
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
と
述
べ
、

「
そ
れ
は
最
小
25
万
人
か
ら
最
大
50
万
人
の
間
に
な
る
の
で
は
な
い
か＊4
＊

」
と
提
唱
し
ま
す
。
そ
し
て
、
自
治
体
に
「
ど
の
よ
う

な
機
能
が
割
り
当
て
ら
れ
る
べ
き
か
を
判
断
す
る
原
則
と
し
て
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
効
率
性
を
失
う
こ
と
な
く
巨
大
都
市

の
な
か
の
よ
り
小
さ
な
単
位
に
移
さ
れ
う
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
ど
れ
も
そ
の
よ
う
に
移
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
よ
り
小
さ
な
単
位

の
ほ
う
が
、
大
都
市
の
機
関
よ
り
も
、
市
民
と
よ
り
密
接
な
コ
ン
タ
ク
ト
が
と
れ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る＊1
＊

」。
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
機
能
を
配
分
す
る
か
に
つ
い
て
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
は
、
い
く
つ
か
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念

な
が
ら
、
滞
在
期
間
の
関
係
か
ら
研
究
に
は
制
約
が
あ
り
、
限
ら
れ
た
範
囲
の
言
及
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
ロ
ブ

ソ
ン
博
士
自
身
が
、
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
も
い
ま
し
た＊6
＊

。

当
時
す
で
に
、
大
都
市
東
京
の
実
態
上
の
地
域
は
、
特
別
区
の
区
域
を
越
え
、
東
京
都
の
行
政
境
界
を
越
え
て
拡
大
し
て
い

ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
大
都
市
の
課
題
に
対
処
し
て
い
く
た
め
に
は
、「
合
理
的
な
線
に
基
づ
い
て
、
大
都
市
東
京
の
自
治
政

府
の
境
界
を
拡
大
す
る
こ
と
が
、
不
可
欠
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る＊7
＊

」
と
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
は
指
摘
し
ま
す
。
東
京
都
と
い
う
地
域
や
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組
織
の
ま
ま
で
は
、
大
都
市
東
京
の
実
態
と
か
け
離
れ
て
い
く
ば
か
り
で
す
。
客
観
的
な
調
査
と
合
理
的
な
視
点
か
ら
、
沿
革

や
過
去
の
残
像
の
虜
に
な
ら
な
い
よ
う
警
鐘
を
鳴
ら
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
都
市
東
京
が
抱
え
る
困
難
で
複
雑
な
問
題
に
対

処
し
て
い
く
に
は
、「
中
央
の
支
配
に
対
す
る
長
い
た
た
か
い
の
な
か
で
自
治
を
守
り
強
化
す
る
こ
と
と
両
立
す
る
よ
う
な
方

法
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
切
に
望
ま
れ
る＊1
＊

」
と
述
べ
ま
す
。
と
は
い
え
、
政
治
的
な
反
対
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、

大
都
市
地
域
の
拡
大
は
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
く
、
遅
れ
が
ち
で
長
い
時
間
か
か
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
東

京
と
近
隣
の
7
県
で
協
議
会
（Joint	Council

）
を
設
け
る
よ
う
提
案
し
ま
す
。
そ
れ
は
過
渡
的
な
ス
テ
ッ
プ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、

「
少
な
く
と
も
、
本
当
の
大
都
市
東
京
の
ま
と
ま
り
と
大
き
さ
を
人
々
に
自
覚
さ
せ
る
利
点
が
あ
り
、
大
都
市
地
域
全
体
の
需

要
や
問
題
の
意
識
を
呼
び
起
こ
す
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う＊9
＊

」
と
の
考
え
で
す
。

「
民
主
主
義
で
は
、
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
関
し
、
ど
こ
に
責
任
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
社
会
の
だ
れ

も
が
知
り
う
る
こ
と
が
、
最
も
重
要
と
な
る20
＊

」
と
、
第
2
次
報
告
に
添
え
た
都
知
事
あ
て
書
簡
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ロ
ブ
ソ

ン
博
士
の
考
え
方
の
基
調
に
は
、
自
治
と
民
主
主
義
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
治
体
に
対
す
る
市
民
の
関
心

が
と
て
も
大
切
で
あ
り
、
と
り
わ
け
巨
大
都
市
で
は
深
刻
な
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
第
1
次
報
告
の
最
終
章
を
、
こ
の
テ
ー
マ

に
あ
て
ま
し
た
。
膨
大
な
市
民
の
あ
い
だ
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
を
育
み
呼
び
起
こ
す
こ
と
は
か
な
り
困
難
な
こ
と
で
す
が
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
は
、
市
民
の
あ
い
だ
の
関
心
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
の
気
づ
き
に
由
来
し
て
お
り
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

意
識
は
、
自
治
体
に
お
け
る
市
民
の
関
心
の
助
長
や
維
持
の
う
え
で
、
こ
の
う
え
な
く
重
要
な
要
因
に
な
っ
て
い
る2＊
＊

」
と
ま
ず

指
摘
し
ま
す
。
ま
た
、
大
都
市
問
題
へ
の
市
民
の
関
心
を
高
め
る
に
は
、「
自
治
体
機
関
の
政
策
や
活
動
が
、
市
民
の
個
人
個

人
に
直
接
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
風
に
、
市
民
に
気
づ
い
て
も
ら
え
れ
ば
い
ち
ば
ん
う
ま
く
い
く
は
ず
だ22
＊

」
と
示
唆
し
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ま
す
。
他
国
か
ら
の
訪
問
者
に
す
ぎ
な
い
私
が
、
ど
う
し
た
ら
市
民
の
関
心
を
高
め
ら
れ
う
る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
有

益
な
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
す
る
の
は
明
ら
か
に
不
可
能
だ
と
し
な
が
ら
も
、
教
育
の
は
た
す
役
割
や
可
能
性
に
言
及
し
ま
す
。
な

か
で
も
、
成
人
教
育
に
触
れ
、
自
治
体
に
関
す
る
コ
ー
ス
を
つ
く
り
、「
日
本
に
お
け
る
自
治
体
の
た
め
の
た
た
か
い
の
歴
史
、

自
治
機
関
の
組
織
と
機
能
、
民
主
主
義
制
に
お
け
る
市
民
の
権
利
と
義
務
、
民
主
主
義
の
温
床
と
し
て
の
自
治
、
官
僚
制
と
そ

の
統
制
、
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
関
係
、
大
都
市
東
京
及
び
他
の
大
都
市
の
特
性
と
問
題21
＊

」
な
ど
の
テ
ー
マ
を
設
け
る
よ
う

提
唱
し
て
い
ま
す
。

＊
１　

Robson,	W
.A
.,	 Report on Tokyo M

etropolitan G
overnm

ent,	D
ecem

ber,	1967.	

こ
の
報
告
書
は
東
京
都
と
東
京
市
政
調
査
会
に
よ
っ

て
す
ぐ
に
翻
訳
さ
れ
、
翌
年
の
３
月
に
、『
東
京
都
政
に
関
す
る
報
告
書
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
（
こ
の
あ
と
「
東
京
都
訳
」
と
略
記
し

ま
す
）。
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
が
論
じ
て
い
る
の
はT

okyo	M
etropolitan	Governm

ent

、
つ
ま
り
大
都
市
東
京
の

自
治
と
行
政
の
あ
り
方
で
す
が
、
東
京
都
訳
は
「
東
京
都
政
」
あ
る
い
は
「
東
京
都
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
当
時
の
東
京
都
は
、
府
県
で
あ

る
と
同
時
に
特
別
区
の
地
域
で
は
市
の
性
格
も
有
し
て
い
た
と
い
う
事
情
も
あ
り
ま
す
が
、
府
県
（Prefecture

）
と
し
て
の
東
京
都
と
混

同
し
か
ね
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

＊
２　

ロ
ブ
ソ
ン
報
告
の
17
章
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
す
。
東
京
都
訳
に
原
文
を
添
え
て
あ
り
ま
す
。
第
1
章	

東
京
の
膨
張
と
性
格
（T

he	
Grow

th	and	Character	of	T
okyo

）、
第
2
章	

時
代
遅
れ
の
行
政
制
度
（A

n	O
bsolete	Structure

）、
第
3
章	

第
二
層
地
方
公
共
団
体

（T
he	Second	T

ier	Local	A
uthorities

）、
第
4
章	

都
市
計
画
（Planning	of	Physical	D

evelopm
ent

）、
第
5
章	

土
地
問
題
（T

he	
Land	Problem

）、
第
6
章	

港
湾
（T

he	Port

）、
第
7
章	

地
域
開
発
（Regional	D

evelopm
ent

）、
第
8
章	

住
宅
（H

ousing

）、
第
9

章	

環
境
衛
生
（Environm

ental	H
ealth	Services

）、
第
10
章	

教
育
（Education
）、
第
11
章	

公
共
輸
送
（Public	T

ransport

）、
第
12

章	

路
面
交
通
と
道
路
（T

raffi
c	and	H

ighw
ays

）、
第
13
章	

公
団
・
公
社
（Public	Corporations

）、
第
14
章	

財
政
（Finance

）、
第
15

章	

管
理
技
術
（M

anagem
ent	T

echniques

）、
第
16
章	

中
央
政
府
と
の
関
係
（Relations	w

ith	the	Central	Governm
ent

）、
第
17
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章	

市
民
の
関
心
（Citizen	Interest

）。

＊
３　

Robson,	W
.A
.,	 Second Report on Tokyo M

etropolitan G
overnm

ent,	D
ecem

ber,	1969.
＊
４　

最
初
の
報
告
と
同
様
に
原
文
を
添
え
た
4
章
の
タ
イ
ト
ル
は
次
の
と
お
り
で
す
。
第
1
章	

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
（N

ew
	T
ow
ns

）、
第
2

章	

都
市
開
発
（U

rban	D
evelopm

ent

）、
第
3
章	

都
市
再
開
発
（U
rban	Renew

al

）、
第
4
章	

都
市
交
通
（T

ransport	and	T
raffi
c

）。

＊
５　

例
え
ば
、
最
初
の
報
告
か
ら
間
も
な
く
し
て
、『
法
律
時
報
』
昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年
3
月
号
で
特
集
「
大
都
市
行
政
と
ロ
ブ
ソ
ン

報
告
」
が
組
ま
れ
、
30
年
後
の
平
成
8
（
１
９
９
６
）
年
に
は
『
都
市
問
題
』
12
月
号
で
特
集
「
ロ
ブ
ソ
ン
報
告
を
読
み
直
す
―
大
都
市
問

題
へ
の
総
合
的
接
近
」
が
組
ま
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
京
市
政
調
査
会
の
若
手
研
究
部
員
と
英
国
留
学
経
験
を
も
つ
都
庁
職
員
有

志
に
よ
る
報
告
書
の
勉
強
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
成
果
は
、
ロ
ブ
ソ
ン
報
告
研
究
会
『
ロ
ブ
ソ
ン
報
告
の
研
究
』（
昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年

2
月
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
研
究
会
は
、「
公
務
の
余
暇
、
大
体
月
二
回
原
則
と
し
て
土
曜
日
の
午
後
」
に
開
か
れ
、
メ
ン

バ
ー
は
、
井
原
平
、
野
村
鋠
市
、
貫
洞
哲
夫
、
東
郷
尚
武
、
市
橋
幸
憲
、
佐
藤
晃
、
松
本
幸
雄
、
井
内
昇
、
大
森
國
裕
、
有
田
昌
志
（
以
上

都
庁
職
員
）、
大
野
木
克
彦
、
中
村
紀
一
、
田
中
巌
（
以
上
東
京
市
政
調
査
会
）
の
諸
氏
で
し
た
。

＊
６　

報
告
書
か
ら
引
用
し
て
訳
し
た
部
分
に
は
、
以
下
、
注
に
お
い
て
原
文
と
東
京
都
訳
を
併
記
し
ま
す
。
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
の
文
章
は
明

晰
で
「
潤
い
の
あ
る
言
葉
」（
コ
ラ
ム
「
ロ
ブ
ソ
ン
報
告
の
読
み
方
」
参
照
）
で
す
の
で
、
で
き
れ
ば
英
文
で
味
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。
ロ
ブ
ソ

ン
報
告
のRobson,	W
.A
.,	 Report on Tokyo M

etropolitan G
overnm

ent,	D
ecem

ber,	1967

はReport

と
、
ま
た
、Robson,	W

.A
.,	 Second 

Report on Tokyo M
etropolitan G

overnm
ent,	D

ecem
ber,	1969

はSecond	Report

と
略
記
し
ま
す
。

“
T
he	Local	A

utonom
y	Law

,	1947,	enhanced	the	status	of	the	Special	W
ards	and	gave	them

	the	sam
e	pow

ers	as	a	
City,	but	m

etropolitan	byelaw
s	restricted	their	freedom

	of	action	in	certain	respects.”	(Report,	p.6)

「
１
９
４
７
年
の
地
方
自
治
法
は
特
別
区
の
地
位
を
高
め
、
市
と
同
じ
権
限
を
付
与
し
た
が
、
都
条
例
は
あ
る
点
に
お
い
て
区
の
活
動
を
制

限
し
た
。」（
東
京
都
訳
6
頁
）
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＊
７　“

I	understand	the	Governor	alw
ays	

gives	his	approval	to	the	w
ard	council’s	

choice,	so	his	form
al	consent	is	m

erely	
an	outw

ard	sym
bol	of	subordination.”	

(Report,	p.15)

「
都
知
事
は
常
に
区
議
会
の
選
択
に
同
意
を

与
え
て
い
る
の
で
、
そ
の
形
式
上
の
同
意
は

単
な
る
対
外
的
な
従
属
関
係
の
シ
ン
ボ
ル
に

す
ぎ
な
い
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。」（
東
京

都
訳
15
頁
）

＊
８　“

I	am
	aw
are	that	in	1965	a	

considerable	num
ber	of	functions	

relating	to	health	and	w
elfare	

services	and	land-use	planning	w
ere	

transferred	by	T
.M
.G
.	to	the	Special	

W
ards.	T

his	w
as	a	step	in	the	right	

direction,	[

…]	A
	review

	of	the	situation	
every	three	years	m

ight	be	m
ade	to	

consider	w
hether	further	adjustm

ents	
in	either	direction	could	usefully	be	
m
ade.”	(Report,	p.21)

　　　ロブソン報告の読み方
『法律時報』昭和43（1968）年3月号は、ロブソン報告の特集にあて

られました。そこに寄せられた辻清明東京大学名誉教授の論考には、ロ
ブソン報告を読むにあたっての注意が記されています。当時、報告に対
する意見は、東京都が発表した翻訳、それも要約に依拠していると指摘
し、次のように述べます。「もちろん、この要約は、報告内容を、期待以
上に正確に伝えており、私たちはロブソン博士の診断と勧告をそこから十
分汲みとることができる。けれども、都政の診断に立ち向った博士の学者
としての姿勢、いいかえれば報告が学術書でないため、当然省かれた基
本視点は、文章のところどころに挿入された短句に、おのずから滲み出
ているが、要約ともなれば紙数の制限もあって、読者は、かならずしも、
そのニュアンスにじかに触れることはできない。たとえばstruggle for 
local government in Japanという章句は、要約では『地方自治成立』と、
bureaucracy and its controlは『官僚制度とその役割』といった表現に、
訳されている。これは揚げ足とりをやっているのではないし、むろん訳者
の責任ではない。むしろ短期間に、日本語による公文書的意味の簡潔な報
告文を作らざるをえなかった事情のせいであるが、日本語によるこの種公
文書に、しばしば見せつけられる『乾いた言葉』を、人間世界の『潤いの
ある言葉』にほぐすためには、潤滑油となる語句をも併せて伝えることが、
内容の正しい理解にとって不可欠の前提条件であり、またロブソン博士に
対して礼をつくす態度にもなろう。」
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「
１
９
６
５
年
に
、
衛
生
お
よ
び
民
生
な
ら
び
に
土
地
利
用
計
画
に
関
す
る
か
な
り
多
く
の
事
務
が
都
か
ら
特
別
区
に
移
管
さ
れ
た
。
こ
れ

は
正
し
い
方
向
へ
一
歩
を
ふ
み
だ
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、［
…
］	

3
年
毎
に
、
ど
の
方
向
で
い
っ
そ
う
の
調
整
が
有
効
に
な
さ
れ
う
る
か
に
つ

い
て
判
断
す
る
た
め
、
情（
マ
マ
）報

の
検
討
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。」（
東
京
都
訳
21
頁
）

＊
９　“

H
ere	I	w

ill	only	rem
ark	that	just	as	the	T

.M
.G.	has	been	engaged	in	a	long	struggle	w

ith	the	central	governm
ent	

for	a	greater	m
easure	of	autonom

y,	so	the	Special	W
ards	feel	they	have	been	and	are	still	engaged	in	a	sim

ilar	
struggle	w

ith	the	T
.M
.G.”	(Report,	p.15)

「
こ
こ
で
は
、
東
京
都
が
自
治
権
の
拡
大
を
は
か
っ
て
中
央
政
府
と
長
い
闘
い
を
続
け
て
き
た
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
特
別
区
も
ま

た
都
に
対
し
て
同
様
の
闘
い
を
し
て
お
り
、
現
在
も
な
お
闘
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。」（
東
京
都
訳
15
頁
）

＊
10　“

there	is	a	place	for	a	true	spirit	of	local	autonom
y	w
ithin	the	respective	spheres	[

…]	an	effort	should	be	m
ade	

to	com
bine	to	the	greatest	possible	extent	dem

ocratic	local	autonom
y	w
ith	functional	effi

ciency.”	(Report,	p.15)

「
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
、
地
方
自
治
の
真
の
精
神
を
発
揮
す
る
場
が
あ
る
。［
…
］	 	

最
大
限
ま
で
民
主
的
地
方
自
治
と
機
能
的
効
率

性
を
結
合
す
る
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
。」（
東
京
都
訳
15
頁
）

＊
11　“

It	is	the	result	of	historical	circum
stances	w

hich	are	not	related	to	the	conditions	of	today	or	tom
orrow

.”	(Report,	
p.14)「

そ
れ
は
歴
史
的
条
件
の
結
果
で
あ
っ
て
、
今
日
ま
た
は
明
日
の
情
勢
と
の
か
か
わ
り
で
つ
く
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。」（
東
京
都
訳	

14
頁
）

＊
12　“
T
here	is,	indeed,	no	justification	for	m

aintaining	the	distinction	betw
een	the	Special	W

ard	area	and	the	T
am
a	

counties	area.”	(Report,	p.14)

「
実
際
、
特
別
区
と
三
多
摩
地
域
を
区
別
し
て
お
く
べ
き
正
当
な
理
由
は
何
ら
見
出
せ
な
い
。」（
東
京
都
訳
14
頁
）
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＊
13　“

T
hese	new

	w
ards	w

ould	in	som
e	respects	have	m

ore	independence	and	responsibility	than	the	existing	Special	
W
ards.	T

hey	w
ould	have	a	m

ayor	elected	by	the	voters	[

…]”	(Report,	pp.14-15)
「
こ
れ
ら
の
新
し
い
区
は
、
現
行
の
特
別
区
よ
り
も
あ
る
点
に
お
い
て
い
っ
そ
う
の
独
立
性
と
責
任
を
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
区
長
は	

[

…]	

公
選
と
す
る
」（
東
京
都
訳
14
頁
）

＊
14　“

T
his	m

ight	lie	betw
een	a	m

inim
um
	of	250,000	and	a	m

axim
um
	of	500,000.”	(Report,	p.15)

「
こ
の
標
準
は
最
低
25
万
人
か
ら
最
高
50
万
人
の
間
と
な
る
で
あ
ろ
う
。」（
東
京
都
訳
15
頁
）

＊
15　“

T
he	principles	on	w

hich	functions	should	be	allocated	are,	first,	that	any	service	w
hich	can	be	devolved	to	sm

aller	
units	in	a	giant	m

etropolitan	city	w
ithout	loss	of	effi

ciency	should	be	so	devolved,	since	the	sm
aller	units	are	likely	to	

be	in	a	closer	contact	w
ith	the	citizens	than	the	m

etropolitan	organs.”	(Report,	p.16)

「
権
限
配
分
の
原
則
は
、
第
1
に
、
巨
大
都
市
に
お
い
て
効
率
性
を
損
う
こ
と
な
し
に
小
規
模
の
単
位
に
委
譲
で
き
る
も
の
は
、
す
べ
て
委

譲
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
小
規
模
単
位
ほ
ど
、
大
都
市
の
機
関
よ
り
住
民
に
密
接
な
接
触
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。」（
東
京
都
訳
16
頁
）

＊
16　

序
文
に
お
い
て
、「
私
の
報
告
で
は
、
望
ん
で
い
た
ほ
ど
十
分
に
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
問
題
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
一

つ
の
例
が
、
大
都
市
東
京
と
第
二
層
の
自
治
体
と
の
権
限
配
分
で
あ
る
。」（Report,	p.3

）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自
治
体
間
の
機
能

配
分
の
ほ
か
に
、
機
能
の
外
部
化
に
関
し
て
、
当
時
す
で
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
し
た
。「
公
共
的
な
団
体
や
類
似
の
組
織
の
存
在
は
、

自
治
体
が
行
う
こ
と
が
で
き
ま
た
行
う
べ
き
で
あ
る
多
く
の
重
要
な
機
能
を
、
自
治
体
組
織
か
ら
取
り
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
治
体
の
骨

格
全
体
を
弱
め
て
い
る
。［
…
］
自
治
体
が
供
給
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
公
共
的
事
業
体
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
の
間
に
は
、
区
別
を
設
け
る
必

要
が
あ
る
。」（Report,	pp.88-89

）
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＊
17　“

T
he	extension	of	the	boundaries	of	T

.M
.G.	on	rational	lines	is	an	essential	step.”	(Report,	p.10)

「
東
京
都
の
区
域
を
合
理
的
な
線
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
こ
そ
、
何
よ
り
も
ま
ず
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。」（
東
京
都
訳

11
頁
）

＊
18　“

it	is	very	desirable	that	they	should	be	solved	in	a	m
anner	w

hich	is	com
patible	w

ith	the	defence	and	
strengthening	of	local	autonom

y	in	its	long	struggle	against	central	dom
ination.”	(Report,	p.13)

「
そ
の
解
決
策
は
、
中
央
支
配
と
の
長
い
闘
い
の
な
か
で
地
方
自
治
を
守
り
、
強
化
す
る
方
向
で
求
め
ら
れ
る
の
が
望
ま
し
い
。」（
東
京
都

訳
13
頁
）

＊
19　“

It	w
ould	at	least	have	the	advantage	of	m

aking	people	conscious	of	the	unity	and	size	of	the	true	m
etropolis	of	

T
okyo,	and	help	to	aw

aken	a	sense	of	the	needs	and	problem
s	of	the	w

hole	m
etropolitan	area.”	(Report,	p.12)

「
こ
れ
は
少
な
く
と
も
人
び
と
に
、
真
の
首
都
東
京
の
一
体
性
と
規
模
を
意
識
さ
せ
、
東
京
圏
全
域
が
当
面
す
る
需
要
と
問
題
の
認
識
を
喚

起
す
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。」（
東
京
都
訳
12
頁
）

＊
20　“

In	a	dem
ocracy	it	is	essential	that	the	public	should	know

	w
here	responsibility	lies	for	any	action	w

hich	m
ay	

be	needed.”	(Second	Report,	Letter	to	M
r.	M
inobe)	

東
京
都
の
翻
訳
に
は
、
こ
の
書
簡
の
部
分
は
収
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

＊
21　“

T
he	sense	of	com

m
unity	is	derived	from

	a	conscious	identity	of	interest	am
ong	the	citizens,	and	the	sense	of	

com
m
unity	is	a	factor	of	suprem

e	im
portance	in	the	developm

ent	and	m
aintenance	of	citizen	interest	in	m

unicipal	
governm

ent.”	(Report,	p.111)

「
住
民
意
識
は
市
民
の
間
の
関
心
の
一
致
か
ら
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
都
市
行
政
に
対
す
る
住
民
の
関
心
を
高
め
、
維
持
し
て
ゆ
く
う
え
で
、

住
民
意
識
は
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。」（
東
京
都
訳
１
０
９
頁
）
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＊
22　“

T
his	can	best	be	done	by	m

aking	them
	conscious	of	the	w

ay	in	w
hich	the	policies	and	activities	of	the	local	

autonom
y	organs	are	of	direct	concern	to	them

	personally.”	(Report,	pp.111-112)
「
こ
れ
を
達
成
す
る
最
良
の
方
法
は
、
地
方
自
治
機
関
の
政
策
や
活
動
は
住
民
一
人
一
人
に
直
接
関
係
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
住
民

に
知
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。」（
東
京
都
訳
１
０
９
～
１
１
０
頁
）

＊
23　“

the	history	of	the	struggle	for	local	governm
ent	in	Japan,	the	organization	and	functions	of	the	local	autonom

y	
organs,	the	rights	and	duties	of	citizens	in	a	dem

ocratic	regim
e,	local	self-governm

ent	as	the	nursery	for	dem
ocracy,	

bureaucracy	and	its	control,	the	relations	betw
een	central	and	local	governm

ent,	and	the	special	characteristics	and	
problem

s	of	T
okyo	and	other	m

etropolitan	cities”	(Report,	p.112-113)

「
日
本
に
お
け
る
地
方
自
治
の
た
め
の
努
力
の
歴
史
、
自
治
体
の
組
織
と
役
割
、
民
主
主
義
制
度
の
も
と
に
お
け
る
市
民
の
権
利
と
義
務
、

民
主
主
義
の
養
成
所
と
し
て
の
地
方
自
治
、
官
僚
制
度
と
そ
の
統
制
、
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
関
係
、
お
よ
び
東
京
そ
の
他
の
大
都
市
の

特
殊
性
と
そ
の
当
面
す
る
諸
問
題
」（
東
京
都
訳
１
１
０
～
１
１
１
頁
）

四
‐
二
　
東
京
都
か
ら

　
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
が
二
度
目
に
来
日
し
た
こ
ろ
は
、
ち
ょ
う
ど
長
谷
部
委
員
会
が
活
動
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
ロ
ブ
ソ
ン

第
2
次
報
告
書
の
序
文
の
な
か
に
も
、
長
谷
部
委
員
会
と
親
し
く
意
見
を
交
わ
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す＊
１

。
こ
の
委
員
会

が
発
足
し
た
の
は
、
ロ
ブ
ソ
ン
第
1
次
報
告
書
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
2
か
月
ほ
ど
た
っ
た
と
き
で
し
た
か
ら
、
メ
ン
バ
ー
た
ち

は
、
そ
の
1
年
後
の
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
と
の
意
見
交
換
の
際
に
は
、
す
で
に
報
告
書
も
読
ん
で
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
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長
谷
部
委
員
会
は
、
都
知
事
か
ら
の
調
査
依
頼
に
対
し
て
、
四
つ
の
助
言＊

２

を
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
特
別
区
に
関
係
の

深
い
『
特
別
区
・
市
町
村
制
度
お
よ
び
都
の
区
域
を
こ
え
る
広
域
行
政
の
あ
り
方
』（
昭
和
45
（
１
９
７
０
）
年
５
月
）
を
す
こ

し
紐
解
い
て
み
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
特
別
区
の
制
度
、
市
町
村
の
制
度
、
広
域
行
政
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
現
状
の
認
識
や
問
題
点
な
ど
を
述
べ
、
改
革
案
を
提
起
し
、
最
後
に
国
に
対
す
る
要
望
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

都
と
特
別
区
・
市
町
村
の
制
度
は
、「
東
京
府
・
市
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
う
特
別
の
制
度
と
し
て
設
け
ら
れ
た
」

の
で
あ
っ
て
、
大
都
市
行
政
を
民
主
的
、
効
率
的
に
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、「
不
合
理
」
な
も
の
で
あ
り
、「
特
殊
か
つ
異
質

な
二
層
制
構
造
」
に
な
っ
て
い
る
と
し
ま
す
。
こ
の
「
旧
東
京
市
以
来
の
沿
革
に
、

大
都
市
行
政
の
一
体
性
と
い
う
理
由
が
加
わ
っ
て
」
で
き
た
制
度
で
は
、
特
別
区

の
住
民
の
た
め
に
十
分
機
能
で
き
ず
、
責
任
の
所
在
も
不
明
確
に
な
り
や
す
い
ば

か
り
か
、
三
多
摩
地
域
に
も
問
題
が
生
じ
て
い
る
現
状
を
指
摘
し
ま
す
。

そ
こ
で
、「
現
在
の
特
別
区
の
存
す
る
地
域
と
そ
れ
以
外
の
市
町
村
の
存
す

る
地
域
と
を
行
政
施
策
の
面
で
差
別
的
に
扱
う
理
由
は
も
は
や
な
い
」
と
し
て
、

「
現
行
の
都
に
お
け
る
特
別
区
・
市
町
村
と
い
う
区
分
を
廃
止
し
、
特
別
区
・
市

町
村
の
段
階
に
『
小
規
模
自
治
体
』
を
設
け
る
」
と
い
う
改
革
の
方
向
を
示
し
ま

す
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
都
は
「
大
規
模
自
治
体
」
へ
と
移
行
し
て
、
小
規
模
自

治
体
と
大
規
模
自
治
体
が
、「
そ
れ
ぞ
れ
自
主
的
に
機
能
を
分
担
、
処
理
す
る
と

と
も
に
、
相
互
に
協
力
し
、
全
体
と
し
て
大
都
市
行
政
を
行
う
」
と
い
う
新
し
い

美濃部知事に「人事管理に関する助言」を手渡す長谷部会
長（『長谷部委員会助言集』）
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独
自
の
二
層
か
ら
な
る
自
治
体
の
構
成
を
提
唱
し
ま
す
。
改
革
は
段
階
的
に
進
め
る
よ
う
、
特
別
区
と
市
町
村
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
改
革
案
を
詳
し
く
記
し
て
い
ま
す
。
特
別
区
と
市
町
村
の
区
別
は
廃
止
し
、
新
し
い
二
層
の
自
治
体
に
改
変
す
る
と
い
う

発
想
は
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
で
す＊
３

。

特
別
区
の
改
革
案
の
な
か
は
、「
特
別
区
に
つ
い
て
現
在
の
『
内
部
的
部
分
団
体
』
と
し
て
の
性
格
を
改
め
、
自
治
団
体
と

し
て
の
自
主
的
性
格
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
つ
つ
、「
区
長
は
住
民
の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
ぶ
も
の
と
す

る
」
と
明
言
し
て
い
ま
す
。

大
都
市
東
京
が
東
京
都
の
行
政
区
域
を
越
え
て
拡
大
し
て
い
く
問
題
に
関
し
て
は
、
広
域
行
政
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
、

東
京
都
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
神
奈
川
県
の
四
つ
の
都
県
で
、
協
議
会
の
制
度
を
活
用
す
る
よ
う
提
案
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

広
域
事
業
計
画
協
議
会
と
い
う
新
た
な
調
整
機
関
の
設
置
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
広
域
的
な
協
議
の
機
関
を
設
け
る
と
い
う
点

で
も
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
の
提
案
と
類
似
性
が
認
め
ら
れ
ま
す＊
４

。

＊
１　

Second	Report,	p.5.

＊
２　

四
つ
の
助
言
は
、
年
代
順
に
、『
東
京
都
に
お
け
る
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
機
構
と
運
営
に
つ
い
て
』（
昭
和
43
（
１
９
６
８
）

年
5
月
）、『
東
京
都
に
お
け
る
組
織
機
構
の
再
編
整
備
に
つ
い
て
』（
昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年
8
月
）、『
東
京
都
に
お
け
る
人
事
管
理
に
つ

い
て
』（
昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年
6
月
）、『
特
別
区
・
市
町
村
制
度
お
よ
び
都
の
区
域
を
こ
え
る
広
域
行
政
の
あ
り
方
』（
昭
和
45
（
１
９

７
０
）
年
5
月
）
で
す
。

＊
３　

発
想
は
共
通
と
い
え
ま
す
が
、
違
い
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
区
長
選
任
制
に
お
け
る
知
事
の
同
意
の
慣
行
に
つ
い
て
、
長
谷
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部
助
言
は
「
特
別
区
の
自
治
性
を
認
め
、
尊
重
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
15
頁
）
と
し
ま
す
が
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
ロ
ブ
ソ
ン

博
士
は
、「
従
属
関
係
を
表
明
す
る
シ
ン
ボ
ル
に
す
ぎ
な
い
」（
本
文
78
頁
）
と
評
価
し
ま
す
。
ま
た
、
長
谷
部
助
言
で
は
、
特
別
区
の
区
域

の
統
合
分
割
の
基
準
を
示
し
、「
区
域
調
査
委
員
会
」
の
設
置
を
提
言
し
ま
す
が
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
の
ほ
う
は
、
区
の
規
模
の
多
様
性
を
認
め
、

一
つ
の
め
や
す
を
控
え
め
に
示
す
に
と
ど
ま
り
ま
す
（
本
文
79
頁
）。

＊
４　

類
似
は
し
て
い
て
も
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
と
の
違
い
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
協
議
会
と
訳
語
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
制
度
的
に
は
異
な

り
ま
す
し
、
構
成
メ
ン
バ
ー
も
異
な
り
ま
す
。
こ
と
に
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
の
協
議
会
の
位
置
づ
け
は
あ
く
ま
で
過
渡
的
な
場
に
す
ぎ
ず
、
本

来
的
に
は
大
都
市
東
京
の
境
界
の
拡
大
が
必
要
だ
と
し
て
い
ま
す
。

四
‐
三
　
特
別
区
か
ら

　
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
5
月
か
ら
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
4
月
に
か
け
て
、
中
野
区
で
は
特
別
区
制
度
調
査
会＊

１

が
活
動

し
ま
し
た
。
会
長
の
辻
清
明
教
授
は
、
ロ
ブ
ソ
ン
博
士
と
面
識
が
あ
り
、
都
の
長
谷
部
委
員
会
に
参
加
し
て
い
ま
し
た＊
２

。
中
野

区
長
か
ら
の
三
つ
の
諮
問
（
32
頁
参
照
）
を
う
け
、
調
査
会
を
50
回
開
催
し
、
昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
4
月
に
中
間
答
申
を
、

昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
4
月
に
最
終
答
申
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

表
10
の
開
催
状
況
（
91
～
92
頁
参
照
）
を
み
ま
す
と
、
広
く
関
係
者
か
ら
聞
き
取
り
を
し
て
い
る
よ
う
す
や
、
答
申
を
ま
と

め
る
に
あ
た
っ
て
、
時
間
を
か
け
て
協
議
を
重
ね
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
最
終
答
申
に
向
け
た
第
43
回
か
ら
第
48

回
に
か
け
て
は
、
4
時
間
前
後
に
わ
た
っ
て
議
論
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
膨
大
な
会
議
録
か
ら
は
、
委
員
の
あ
い
だ

で
議
論
を
尽
く
し
、
委
員
自
ら
が
答
申
を
練
り
上
げ
て
い
く
よ
う
す
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す＊
３

。
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表10　中野区特別区制度調査会開催状況
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回

第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
第20回
第21回
第22回
第23回
第24回
第25回

昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年

５月６日
５月24日
６月10日
６月23日
７月４日
７月18日
８月29日
９月９日
９月21日
10月21日
10月31日
11月17日

11月25日
12月１日
12月15日
12月23日
１月13日
１月25日
２月５日
２月13日
２月27日
３月５日
３月12日
３月19日
４月６日

会長の選出、区長から諮問事項の説明
企画部副主幹から特別区制度の概要説明
所管から区勢の現状、組織と職員の説明
所管から組織と職員、財政の説明
各部門から事務事業の説明（企画広報室、総務部）
各部門から事務事業の説明（区民部）
各部門から事務事業の説明（厚生部）
各部門から事務事業の説明（建設部、環境部）
区長準公選実施の情勢、地方制度調査会の動向
区長準公選実施の情勢、地方制度調査会の動向
区議会議員との懇談
中野区自治権確立期成同盟、区長公選をめざす中野
区民の会との懇談
上鷲宮生活環境整備計画協議会の実情調査
区政協力員との懇談
子供とともに進む会との懇談
中間答申の協議
中間答申の協議
中間答申の協議
中間答申の協議
中間答申の協議
中間答申の協議
中間答申の協議
中間答申の協議
中間答申の協議
中間答申の決定（区長出席）

昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
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第26回
第27回
第28回
第29回
第30回
第31回
第32回
第33回
第34回
第35回
第36回
第37回
第38回
第39回
第40回
第41回
第42回
第43回
第44回
第45回
第46回
第47回
第48回
第49回
第50回

昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年

５月16日
５月31日
６月16日
６月25日
７月14日
８月３日
９月８日
９月29日
10月２日
10月31日
11月５日
11月17日
12月５日
12月17日
１月７日
１月19日
２月５日
２月12日
２月27日
３月６日
３月12日
３月20日
４月１日
４月15日
４月30日

今後の検討について協議
今後の調査のすすめ方の協議
財政・計画に関するヒアリング
遠隔地住民・出張所関係のヒアリング
教育委員会関係のヒアリング
職員労働組合、窓口関係担当者のヒアリング
一般職員のヒアリング
町会長・自治会長のヒアリング
区民と区政をつなぐ情報処理の検討
区議会議員との懇談
窓口事務の問題点の検討
フリートーキング
フリートーキング
フリートーキング
今後の運営について協議
最終答申の構成の検討
最終答申の協議
最終答申の協議
最終答申の協議
最終答申の協議
最終答申の協議
最終答申の協議
最終答申の協議
最終答申の決定、区長に提出
答申付属資料の確認

昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
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当
時
は
、
区
長
準
公
選
運
動
の
さ
な
か
で
し
た
し
、
中
野
区
で
は
条
例
案
が

継
続
審
査
の
ま
ま
の
状
態
で
し
た
か
ら
、
中
間
答
申
は
、
区
長
選
任
の
問
題
と

準
公
選
運
動
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た＊
４

。
ま
ず
、
こ
の
点
か
ら
、
調
査
会

の
見
解
を
聞
き
ま
し
ょ
う
。
中
間
答
申
で
は
、「
区
長
公
選
運
動
の
行
き
詰
ま

り
を
打
開
し
、
住
民
自
ら
が
法
律
と
実
態
の
ズ
レ
を
是
正
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

い
わ
ゆ
る
区
長
準
公
選
の
運
動
で
あ
っ
た
」
と
位
置
づ
け
ま
す
。
そ
の
な
か
で

も
、「
品
川
区
議
会
に
よ
る
条
例
制
定
と

住
民
投
票
の
実
施
は
、
区
長
公
選
制
復
活

へ
の
大
き
な
推
進
力
と
な
っ
た
。
こ
れ
が

重
要
な
契
機
と
な
っ
て
、
政
府
は
よ
う
や

く
区
長
公
選
制
の
採
用
を
含
む
法
律
の
改

正
に
着
手
す
る
よ
う
に
な
っ
た＊
５

」
と
評
価

し
ま
す
。
さ
ら
に
、「
区
長
準
公
選
の
意

義
は
、
法
改
正
に
よ
っ
て
区
長
公
選
の
形

式
が
と
と
の
え
ら
れ
れ
ば
消
滅
す
る
一
過

性
の
も
の
で
は
な
い
。
区
長
準
公
選
は
、

住
民
自
治
の
観
点
か
ら
み
て
、
次
の
よ
う

特別区制度調査会の審議風景（『中野区史　昭和編　３』）

　　　東京都のかたち
辻調査会の答申には、東京都のあり方についての記述はありませんが、

議論の過程では何回か考えが示されています。

「都が国連のようなかっこうになって、市が国であるというように考え、
都は市の連合体としての一つの機構をもつ。国連より少し強いにしても」

（会議録第4回、この回は発言者の記載なし）

「（都は）極端にいうと、一種の国連のもう少し統一的機能が強いものに
なる。」（会議録第42回、辻会長）

「区を州にして、その連邦を都みたいにもっていくように邦に変えてい
けば」（会議録第46回、高木委員）
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な
普
遍
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
」
と
区
長
準
公
選
が
も
つ
普
遍
的
意
義
を
指
摘

し
、
そ
の
内
容
と
し
て
、
住
民
の
自
発
性
、
新
し
い
住
民
運
動
の
あ
り
方
、
住

民
の
行
為
を
通
し
た
法
改
正
推
進
、
住
民
と
行
政
担
当
者
の
能
力
、
自
主
立
法

権
と
議
会
内
意
見
統
一
の
重
要
性
の
５
項
目＊
６

を
掲
げ
ま
す＊

７

。

こ
の
中
間
答
申
の
な
か
に
は
、
特
別
区
制
度
に
対
す
る
調
査
会
の
認
識
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
。「
特
別
区
は
、
昭
和
21
年
の
東
京
都
制
の
改
正
お
よ
び
翌
22

年
の
地
方
自
治
法
制
定
に
よ
っ
て
、『
市
』
と
同
じ
原
則
が
適
用
さ
れ
る
地
方

自
治
体
と
な
り
、
区
長
公
選
制
を
も
っ
て
発
足
し
た
。
そ
の
際
、
特
別
区
が
自

治
体
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
れ
に
必
要
な
事
務
、
財

源
、
人
事
権
が
東
京
都
か
ら
移
管
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

東
京
都
は
『
大
都
市
行
政
の
一
体
性
確
保
』
を
理
由
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
移
管

に
は
応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
移
管
を
め
ぐ
っ
て
都
区
間
に

激
し
い
対
立
が
生
じ
た
。
こ
の
対
立
を
解
消
す
る
た
め
に
、
特
別
区
を
東
京
都

の
『
内
部
的
部
分
団
体
』
と
い
う
制
限
自
治
体
に
変
え
、
区
長
公
選
制
を
廃
止

し
た
の
が
、
昭
和
27
年
の
地
方
自
治
法
の
改
正
で
あ
っ
た
。」

特
別
区
の
性
格
に
関
し
て
は
、
中
間
答
申
で
「
区
長
公
選
制
を
採
用
し
た
後

の
特
別
区
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い＊
８

」
こ
と

　　　表現のニュアンス
辻会長は、表現やことばに関して、細やかな感性を示しています。

「あんまり説教めいたのが入ると、かえって反発を招いて、説得性がな
くなる。」（会議録第44回）

「必要だと言っていると、こちらの主観的要因だけは出ているが、可能
であろうといえば、ある程度客観的実在性がそこに出てくる。」（会議録第
46回）

「人事だが、これになると、文章が多少随想的になってきて、[…] その
次の『人事は生身の人間』云々というのも孔子か孟子にでも出てきそうな
感じで、これは要らないのじゃないか。」（会議録第47回）
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を
は
っ
き
り
述
べ
、
最
終
答
申
の
は
じ
め
で
は
、「
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
特
別
区
を
普
通
の
自
治
体
と
み
な
す
こ
と
を
基
本
的
な

視
点
と
し
た
」
と
表
明
し
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
最
終
報
告
に
お
い
て
は
、
特
別
区
制
度
の
あ
り
方
を
、
財
政
（
現
行
財
政
制

度
の
問
題
点
、
財
政
制
度
の
改
革
）、
人
事
、
事
務
、
立
法
の
四
項
目
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
記
述
し
ま
し
た
。

ロ
ブ
ソ
ン
報
告
や
長
谷
部
委
員
会
助
言
は
、
東
京
都
に
お
け
る
特
別
区
と
市
町
村
の
区
分
を
廃
止
し
て
、
新
し
い
二
層
制
の

自
治
体
に
改
変
す
る
こ
と
を
提
唱
し
ま
し
た
が＊
９

、
辻
調
査
会
は
、
中
間
答
申
で
、「
巨
大
都
市
東
京
の
自
治
の
あ
り
方
は
、
た

ん
に
23
区
だ
け
で
な
く
、
東
京
都
の
他
の
市
町
村
を
ふ
く
め
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
都
に
お
け
る
現

行
の
特
別
区
・
市
町
村
と
い
う
区
分
を
再
検
討
し
、
新
し
い
自
治
体
の
制
度
を
構
想
す
る
こ
と
も
検
討
事
項
に
含
ま
れ
よ
う
。」、

「
特
別
区
と
『
市
』、
た
と
え
ば
杉
並
区
と
そ
れ
に
隣
接
す
る
三
鷹
市
や
武
蔵
野
市
と
を
区
別
す
る
理
由
は
と
く
に
な
い
」
と
言

う
に
と
ど
ま
り
ま
す＊0
＊

。
ま
た
、
東
京
都
の
区
域
を
越
え
る
大
都
市
東
京
の
問
題
に
関
し
て
は
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

最
終
答
申
は
、「
自
主
」、「
参
加
」、「
連
帯
」
の
三
つ
を
自
治
原
理
と
し
て
掲
げ＊＊
＊

、
特
別
区
を
「
最
初
の
政
府＊2

＊

」
と
位
置
づ

け
ま
し
た
。
自
治
の
原
理
を
提
起
し
て
い
る
う
え
に
、
そ
の
一
つ
を
連
帯＊1
＊

と
す
る
な
ど
、
か
な
り
独
自
性
の
豊
か
な
答
申
に
な

っ
て
い
ま
す
。
連
帯
の
原
理
に
つ
い
て
答
申
は
、「『
自
主
』
や
『
参
加
』
の
原
理
が
、
も
し
無
限
の
自
己
利
益
の
主
張
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
地
域
社
会
に
存
在
す
る
多
様
な
利
害
を
公
正
に
調
整
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
連
帯
の
原
理
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
、
す
べ
て
の
区
民
は
自
治
区
政
を
平
等
に
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
説
明
し
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
連
帯
の
原
理
を
、
特
別
区
の
間
や
特
別
区
と
市
町
村
の
間
に
あ
て
は
め
て
い
く
こ
と
を
求
め
ま
す
。
自
主
性
を
確

立
し
た
特
別
区
が
、
現
実
に
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
巨
大
都
市
東
京
を
構
成
し
て
い
る
「
他
の
自
治
体
と
対
等
な

立
場
で
協
議
し
た
り
、
共
同
し
て
対
応
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
を
多
数
か
か
え
」
て
い
る
か
ら
で
す
。
巨
大
都
市
東
京
の
自
治
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の
確
立
に
は
、
特
別
区
を
は
じ
め
と
す
る
自
治
体
間
の
自
主
的
な
連
帯
が
要
だ

と
し
て
い
ま
す＊4
＊

。

＊
１　

調
査
会
の
委
員
の
構
成
は
32
頁
参
照
。
第
10
回
か
ら
は
、
専
門
調
査
員
と
し
て

大
森
彌
氏
が
加
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
様
子
は
、
大
森
彌
『
特
別
区
制
度
改
革
の

軌
跡
』（
特
別
区
協
議
会
／
学
陽
書
房
、
平
成
25
（
２
０
１
３
）
年
）
の
9
～
11
頁
に
回

顧
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊
２　

そ
の
ほ
か
高
木
鉦
作
委
員
と
佐
藤
進
委
員
も
長
谷
部
委
員
会
に
参
加
し
て
い
ま

し
た
（
第
二
章
の
表
４
（
27
頁
）
参
照
）。
長
谷
部
委
員
会
と
の
関
連
は
か
な
り
う
か
が

わ
れ
、
会
議
録
の
な
か
に
は
、
長
谷
部
委
員
会
へ
の
言
及
が
随
所
に
み
ら
れ
ま
す
。
と

く
に
、
最
終
答
申
の
ま
と
め
に
入
っ
た
第
40
回
以
降
は
頻
出
し
ま
す
し
、
資
料
と
し
て

長
谷
部
助
言
が
配
ら
れ
て
も
い
た
よ
う
で
す
。

＊
３　

会
議
録
に
残
さ
れ
た
議
論
の
経
過
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
、
中
間
答
申
を
ま
と

め
る
と
き
の
よ
う
す
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
証
言
が
あ
り
ま
す
。「
私
（
高
木
委
員
）

と
大
森
君
、
熊
崎
さ
ん
と
で
相
談
し
て
、
た
た
き
台
を
文
書
に
し
て
出
し
て
、
何
回
も

何
回
も
議
論
し
て
、
文
章
を
き
ち
ん
と
直
し
て
い
た
だ
い
て
、
最
後
に
ま
た
さ
ら
に
目

を
通
し
て
、
会
長
一
任
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
。」（
会
議
録
第
40
回
）
引
用

中
に
で
て
く
る
「
熊
崎
さ
ん
」
は
、
熊
崎
俊
孝
氏
で
、
当
時
、
第
25
回
ま
で
は
中
野
区

企
画
広
報
室
副
主
幹
と
し
て
、
第
26
回
か
ら
は
同
企
画
課
長
と
し
て
、
調
査
会
の
活
動

に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

表11　ロブソン報告、長谷部委員会助言、辻調査会答申の対照
事項

特別区と
市町村の
区分
東京都の
自治制度
東京都の
区域をこ
える大都
市地域

ロブソン報告
区分の正当な理由なし
　　↓
区分の廃止
新しい区と大都市東京の
二層制
過渡的に東京都と7県の
協議会
　　↓
大都市東京の境界の拡大

長谷部委員会助言
区分は不合理
　　↓
区分の廃止
小規模自治体と大規模
自治体の二層制
東京都と3県の協議会

辻調査会答申
区分の理由はとくにない
　　↓
区分の再検討
新しい自治体の制度の構
想も検討事項
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＊
４　

中
間
答
申
は
、「
区
政
の
現
状
と
特
別
区
制
度
に
つ
い
て
」、「
区
長
選
任
制
度
に
つ
い
て
」、「
区
長
公
選
と
自
治
権
拡
充
に
つ
い
て
」

の
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
区
長
準
公
選
を
取
り
上
げ
て
中
間
答
申
に
す
る
こ
と
は
、
第
9
回
の
調
査
会
の
な
か
で
提
案
さ
れ
、
ど
の

よ
う
な
内
容
に
す
る
か
活
発
に
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
第
9
回
と
第
10
回
で
は
、
各
委
員
が
入
手
し
た
第
15
次
地
方
制
度
調
査

会
を
め
ぐ
る
自
治
省
な
ど
の
動
き
の
情
報
交
換
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
第
14
次
地
方
制
度
調
査
会
で
保
留
に
な
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
区
長
公
選
だ
け
を
第
15
次
に
諮
問
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
自
治
省
の
行
政
課
長
が
、「
大
臣
の
政
治
的
判
断

で
あ
る
」
と
答
え
た
こ
と
、
準
公
選
を
や
ら
れ
る
と
法
律
に
対
す
る
威
信
が
低
下
す
る
と
自
治
省
の
局
長
が
言
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
話
が
で

て
い
ま
す
。

＊
５　

品
川
区
の
運
動
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
も
言
及
し
て
い
ま
す
。「
品
川
区
に
お
い
て
は
、
住
民
、
区
議
会
、
行
政
担
当
者
の
三
者
が

と
も
に
、
他
区
に
お
け
る
区
長
準
公
選
運
動
の
経
験
に
学
び
な
が
ら
、
区
長
準
公
選
条
例
の
制
定
に
必
要
な
相
互
理
解
と
意
見
の
一
致
と
を

十
分
に
は
か
り
、
万
難
を
排
し
て
そ
の
実
施
に
努
力
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
自
ら
治
め
る
こ
と
の
成
果
と
と
も
に
、
そ
の
責
任
の
厳

し
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。」

＊
６　

五
つ
の
項
目
を
中
間
答
申
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
ま
す
。

「
①
区
長
準
公
選
の
方
式
は
、
区
政
担
当
者
が
解
決
で
き
な
い
事
態
を
住
民
が
そ
の
自
発
的
行
動
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
発
想
か
ら

案
出
さ
れ
た
こ
と
。

②
区
長
準
公
選
条
例
の
制
定
を
求
め
る
住
民
の
強
い
要
望
を
は
ば
も
う
と
し
た
行
政
当
局
の
法
解
釈
を
、
住
民
が
裁
判
所
で
争
い
、
裁
判

を
通
じ
て
自
己
の
主
張
の
正
し
さ
を
証
明
し
て
い
く
と
い
う
新
し
い
住
民
運
動
の
あ
り
方
を
示
し
た
こ
と
。

③
住
民
が
創
意
あ
る
手
段
と
自
ら
の
負
担
と
に
よ
っ
て
、
区
長
準
公
選
条
例
を
制
定
し
、
こ
の
地
域
段
階
で
の
行
為
を
通
し
て
、
国
段
階

の
法
改
正
を
触
発
し
、
推
進
し
た
こ
と
。

④
住
民
と
区
政
担
当
者
と
が
、
こ
の
区
長
準
公
選
条
例
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
公
正
に
し
て
責
任
あ
る
住
民
投
票
を
行
う
能
力
を
発
揮
し

た
こ
と
。
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⑤
自
治
体
が
住
民
の
要
求
に
応
え
て
制
度
を
改
革
し
て
い
く
場
合
、
そ
の
自
主

立
法
権
と
議
会
内
の
意
見
統
一
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
た
こ
と
。」

＊
７　

中
間
答
申
作
成
の
議
論
の
な
か
で
は
、「
自
治
の
原
点
を
問
い
な
お
す
ひ
と

つ
の
実
験
と
し
て
準
公
選
運
動
が
起
こ
っ
て
き
た
」、「
準
公
選
を
高
く
評
価
し
て
、

そ
れ
を
理
想
化
し
て
い
く
と
、
極
度
に
中
央
集
権
化
さ
れ
た
日
本
の
政
治
体
系
を

根
本
か
ら
か
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
権
力
の
集
中
し
た

中
央
政
府
が
あ
っ
て
、
そ
の
外
側
に
地
方
自
治
が
あ
り
、
府
県
・
市
町
村
と
い
う

よ
う
に
だ
ん
だ
ん
先
細
り
に
な
っ
て
い
る
の
を
、
逆
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
。」（
と
も
に
会
議
録
第
20
回
）
な
ど
の
意
見
も
で
て
い
ま
す
。

＊
８　

最
終
答
申
で
も
、「
区
長
公
選
制
を
採
用
し
た
の
ち
の
特
別
区
は
、
法
律
の

う
え
で
、『
普
通
地
方
公
共
団
体
』
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
よ
り
明

確
に
繰
り
返
し
ま
す
。

＊
９　

長
谷
部
委
員
会
が
提
示
し
た
二
層
制
の
由
来
を
め
ぐ
っ
て
、
会
議
録
の
な

か
に
興
味
深
い
話
が
で
て
き
ま
す
。「［
辻
会
長
］
長
谷
部
委
員
会
の
場
合
に
お
け

る
大
規
模
自
治
体
と
小
規
模
自
治
体
、
こ
れ
は
高
木
委
員
の
非
常
に
強
い
主
張
だ

っ
た
が
、
こ
れ
は
ロ
ブ
ソ
ン
の
東
京
分
析
の
提
案
で
も
あ
る
が
、
特
別
区
・
市
町

村
の
区
別
を
廃
止
す
る
」（
会
議
録
第
41
回
）、「［
辻
会
長
］
高
木
君
が
つ
く
っ
た

名
称
だ
。
ロ
ブ
ソ
ン
が
二
層
制
と
い
う
こ
と
を
勧
告
し
て
い
っ
た
が
、
お
そ
ら
く

そ
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
た
［
…
］［
高
木
委
員
］
あ
の
と
き
の
発
想
は
、
む
し

ろ
区
の
ほ
う
が
も
と
で
都
の
ほ
う
が
機
能
を
限
定
す
る
と
い
う
発
想
だ
。」（
会
議

録
第
42
回
）、「［
高
木
委
員
］
長
谷
部
委
員
会
で
、
小
規
模
、
大
規
模
自
治
体
と
い

　　　惰性
「惰性」ということばは、最終答申（34頁）にもでてきますが、会議録

をみていると、何度もでてくるのに気づきます。例えば、「惰性を打ち破
る」（第17回）、「惰性気味だろう」（第34回）、「惰性的なものが残ってく
る」（第45回）、「惰性的に毎年上げている」（第46回）、「あるいは『惰性
におちいりやすい』でもいい」（第47回）、「惰性的な規制」（第48回）な
どがあります。そして、そのほとんどが辻会長の発言です。辻氏は、後に、
特別区政調査会の会長も務められることになります。特別区長会からの諮
問を受けた答申『特別区人事行政の改革』（昭和53（1978）年）のなか
には、この惰性と中野区答申のキーワードである自主、連帯とを織り交ぜ
た「惰性的な一体性から、大都市東京の自治を分担する各区の自主的な連
帯性へ」という表現が記されています。
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う
名
称
を
つ
け
た
。
そ
の
と
き
に
一
層
、
二
層
と
い
う
こ
と
ば
を
初
め
に
使
っ
た
。
一
層
は
区
市
町
村
だ
と
い
う
発
想
だ
っ
た
ら
、
一
層
は

都
だ
と
い
う
考
え
方
が
出
て
き
て
、
自
治
省
で
そ
う
解
釈
さ
れ
た
の
で
、
一
層
、
二
層
と
い
う
こ
と
ば
は
誤
解
を
招
く
と
い
う
の
で
、
し
ょ

う
が
な
い
か
ら
、
大
き
い
、
小
さ
い
と
い
う
量
的
な
こ
と
ば
に
変
え
た
。」（
会
議
録
第
42
回
）、「［
辻
会
長
］
日
本
の
場
合
は
お
く
れ
て
い
る

の
で
、
旧
思
想
が
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
か
ら
、
一
層
、
二
層
と
い
っ
た
っ
て
、
い
い
ほ
う
が
一
層
で
、
軍
隊
み
た
い
に
、
一
の
ほ
う
は

都
だ
と
す
ぐ
思
う
の
で
、
書
い
て
お
る
ほ
う
は
、
市
町
村
や
区
の
ほ
う
が
一
層
の
つ
も
り
で
書
い
た
と
こ
ろ
が
、
皆
さ
ん
の
反
応
は
、
た
ち

ど
こ
ろ
に
一
が
い
い
に
き
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
国
と
地
方
団
体
に
な
れ
ば
、
一
は
今
度
は
国
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」（
会
議
録

第
42
回
）

＊
10　

最
終
答
申
の
な
か
に
は
、「
都
下
市
町
村
を
含
め
て
巨
大
都
市
東
京
を
構
成
し
て
い
る
自
治
体
」
と
だ
け
言
及
が
あ
り
ま
す
。
議
論
の

過
程
で
は
、
も
っ
と
は
っ
き
り
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「［
辻
会
長
］
何
と
し
て
も
不
合
理
な
の
は
、
同
じ
東
京
都
の
中
で
あ
り
な
が

ら
、
た
ま
た
ま
23
区
と
い
う
、
実
質
的
に
は
杉
並
と
武
蔵
野
、
三
鷹
な
ど
は
く
っ
つ
い
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
な
ぜ
区
別
を
し
て
の
こ
し
て

い
る
か
と
い
う
不
合
理
性
だ
。」（
会
議
録
第
44
回
）、「［
辻
会
長
］
あ
の
辺
の
境
界
線
と
い
う
の
は
、
昔
の
た
ま
た
ま
東
京
市
だ
っ
た
と
か
、

東
京
都
の
区
域
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
違
い
で
す
か
ら
」（
会
議
録
第
11
回
）、「［
辻
会
長
］
私
は
、
突
き
詰
め
て
い
う
と
、
東
京
都
全
体
に

つ
い
て
同
じ
レ
ベ
ル
の
自
治
体
を
新
し
く
つ
く
れ
と
い
う
の
が
基
本
の
考
え
だ
。
行
く
行
く
は
そ
う
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
類
似
的

に
は
グ
レ
タ
ー
・
ロ
ン
ド
ン
方
式
に
し
た
ら
ど
う
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
い
ま
の
よ
う
に
、
同
じ
東
京
都
の
中
に
い
な
が
ら
非
常
に
ア
ン
バ
ラ

ン
ス
な
待
遇
を
受
け
て
い
る
。
三
多
摩
の
市
町
村
と
23
区
は
歴
史
的
理
由
以
外
に
ほ
と
ん
ど
説
明
は
で
き
な
い
。」（
会
議
録
第
43
回
）、「［
辻

会
長
］
23
区
だ
け
が
一
体
と
い
う
の
は
、
東
京
都
全
体
を
考
え
る
上
に
お
い
て
も
は
な
は
だ
不
合
理
な
や
り
方
だ
と
い
う
こ
と
。」（
会
議
録

第
47
回
）

＊
11　

こ
の
「
自
主
・
参
加
・
連
帯
」
と
い
う
自
治
の
原
理
を
提
案
し
た
の
は
辻
会
長
で
し
た
。「
自
治
体
系
に
お
け
る
価
値
の
転
換
み
た
い

な
も
の
を
、
最
初
に
長
広
舌
ふ
る
う
必
要
は
な
い
が
、
自
治
の
原
点
を
も
う
一
度
反
省
し
て
み
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
入
れ
て
、
ス
ロ
ー

ガ
ン
と
し
て
は
、
二
つ
で
は
少
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
三
つ
ぐ
ら
い
な
い
か
と
思
っ
て
、
自
主
、
参
加
、
連
帯
と
、
三
つ
書
い
た
が
、
自

主
は
区
の
自
主
性
、
そ
れ
は
住
民
と
職
員
の
参
加
で
や
る
仕
事
、
み
ん
な
で
持
ち
寄
り
の
知
恵
で
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
参
加
で
、
し

か
し
、
お
互
い
同
士
の
間
が
孤
立
の
自
治
と
い
う
の
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
そ
こ
は
連
帯
で
い
こ
う
と
い
う
三
つ
ぐ
ら
い
い
ま
考
え
た
が
、
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ご
賛
成
を
得
ら
れ
た
ら
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
［
…
］」（
会
議
録
第
42
回
）

＊
12　
「
最
初
の
政
府
」
に
関
連
し
て
、
辻
会
長
は
、
答
申
へ
の
思
い
を
語
っ
て
い
ま
す
。「
法
令
上
の
性
格
と
い
う
よ
り
も
、
実
質
的
性
格

み
た
い
な
、
こ
の
答
申
の
思
想
み
た
い
な
も
の
が
中
間
の
場
合
に
は
出
て
い
な
い
。
こ
の
中
で
か
ろ
う
じ
て
出
て
い
る
の
は
、『
最
初
の
政

府
』
と
い
う
こ
と
ば
だ
け
だ
。
そ
の
辺
の
考
え
方
を
、
ぼ
く
は
前
に
、
統
治
体
系
の
底
辺
の
価
値
の
再
確
認
と
い
う
形
の
こ
と
ば
を
ち（
マ
マ
）

ょ
っ

と
違
っ
た
が
、
当
今
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
自
治
体
の
原
点
み
た
い
な
も
の
だ
。
区
の
自
治
体
は
住
民
生
活
と
直
接
接
触
し
て
い
る
。
い
ま

ま
で
戦
後
の
新
し
い
憲
法
や
地
方
自
治
法
の
も
と
で
ほ
ん
と
う
は
そ
う
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
都
制
は
戦
時
中
の
遺
物

で
、
こ
の
思
想
が
ず
っ
と
あ
と
を
ひ
い
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。
そ
れ
を
も
う
一
度
根
底
か
ら
取
り
く
ず
し
て
、
地
方
自

治
と
は
一
体
何
だ
と
い
う
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
統
治
の
手
段
で
は
な
い
、
地
方
自
治
そ
れ
自
身
が
、
表
現
は
別
と
し
て
、
統
治
体
系
の
目
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
き
っ
か
け
、
こ
の
答
申
が
地
方
自
治
、
地
方
自
治
と
い
い
な
が
ら
、
実
際
は
こ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
形
成
さ
れ
て
い

て
、
上
の
と
お
り
に
下
は
つ
い
て
い
か
な
き
ゃ
い
か
ぬ
と
い
う
、
財
政
権
の
面
で
も
、
仕
事
の
運
営
の
面
で
も
、
そ
う
い
う
も
の
を
根
底
か

ら
あ
る
意
味
で
考
え
直
す
契
機
を
こ
の
答
申
が
つ
く
っ
て
く
れ
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ
と
は
、
か
ね
て
か
ら
こ
れ
に
関
係
し
出
し
て
か

ら
思
っ
て
い
る
こ
と
だ
。」（
会
議
録
第
42
回
）

＊
13　

連
帯
の
原
理
は
辻
会
長
が
提
案
し
た
も
の
で
し
た
が
（
注
11
参
照
）、
議
論
の
な
か
で
は
、「
連
帯
の
原
理
と
は
な
ん
で
あ
る
か
よ
く

わ
か
ら
な
い
」（
会
議
録
第
48
回
）、「
意
味
内
容
が
ば
く
然
と
し
て
」
い
て
、「
必
ず
し
も
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
わ
い
て
こ
な
い
」（
会

議
録
第
44
回
）
と
い
っ
た
発
言
が
あ
り
、
辻
会
長
自
身
も
「『
連
帯
』
は
確
か
に
わ
か
ら
ぬ
こ
と
ば
で
、
あ
ま
り
明
確
に
定
義
で
き
な
い
け
れ

ど
も
、
定
義
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
効
用
を
持
っ
て
い
る
」（
会
議
録
第
44
回
）
と
い
う
一
幕
も
あ
り
ま
し
た
。
と
は
い
え
、「
連

帯
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
辻
会
長
は
か
な
り
意
味
を
込
め
て
い
ま
す
。「
ぼ
く
も
厳
密
に
連
帯
と
い
う
語
義
か
ら
考
え
た
わ
け
で
は
な
く
て
、

大
体
協
力
だ
が
、
協
力
と
い
う
と
あ
ま
り
に
事
務
的
な
感
じ
が
す
る
か
ら
、
連
帯
と
い
う
こ
と
ば
の
ほ
う
が
哲
学
的
意
味
で
読
む
と
思
っ
て

連
帯
と
言
っ
た
の
だ
が
、
ど
う
か
。」、「
協
力
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
非
常
に
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
な
こ
と
ば
だ
。
連
帯
と
な
る
と
思
想
的
な
も

の
が
入
っ
て
く
る
、
そ
れ
は
間
違
い
な
い
。」、「
連
帯
で
な
け
れ
ば
協
力
で
も
い
い
。
自
主
、
参
加
、
協
力
で
は
力
が
弱
い
の
で
、
シ
ン
ボ
ル

に
な
り
に
く
い
。」（
い
ず
れ
も
会
議
録
第
44
回
）
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＊
14　

連
帯
に
関
し
て
は
、
委
員
の
間
の
議
論
の
な
か

で
、「
区
の
レ
ベ
ル
で
で
き
な
い
も
の
は
全
部
都
で
や

る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
区
の
レ
ベ
ル
で
も
っ
と
連

帯
性
を
高
め
れ
ば
よ
い
」（
会
議
録
第
8
回
）、「
何
で

も
か
ん
で
も
区
で
で
き
な
い
も
の
は
都
に
い
く
と
い
う

こ
と
の
前
に
、
区
自
体
の
レ
ベ
ル
で
の
連
帯
を
も
っ
と

大
都
市
行
政
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
考
え
る
」（
会
議
録

第
31
回
）
と
い
っ
た
意
見
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
一
体
性
と
い
う
こ
と
ば
を
避
け
よ
う
と
し
て

使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
で
き
れ
ば
、
大
都
市

行
政
の
一
体
性
と
い
う
こ
と
ば
は
避
け
た
方
が
よ
い
と

思
う
が
…
［
…
］
連
帯
性
と
か
関
連
性
と
か
、
あ
る
い

は
相
互
依
存
性
と
か
…
」（
会
議
録
第
19
回
）、「
23
区

の
相
互
連
帯
性
―
―
一
体
性
と
い
う
こ
と
ば
を
使
わ
な

い
で
―
―
と
い
う
こ
と
は
動
か
せ
な
い
事
実
だ
と
思

う
。」（
会
議
録
第
20
回
）

答
申
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
、「
連
帯
は
、
自
主
は
そ

の
区
だ
け
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
の

連
帯
性
だ
。［
…
］
自
治
を
認
め
る
と
い
う
の
は
対
抗

関
係
を
設
定
す
る
こ
と
だ
か
ら
」（
会
議
録
第
44
回
）

と
も
い
う
よ
う
に
、
連
帯
は
、
自
主
と
関
連
し
、
対
比

し
た
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
連
帯
は
、
自
主
と
対

立
、
対
置
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
補
的
な
関
係
を
と

り
な
が
ら
、
自
治
を
形
づ
く
り
、
構
成
し
て
い
く
原
理

　　　辻会長語録
「私は法学部出身で、法律学者じゃないので、行政学をやっているので

すが、法律、法律というのは確かに大事なことでありますけれども、かな
り世の中のことは、多少やっぱり常識といいましょうか、良識といったほ
うがよろしいと思うのですけれども、それによって処理できるものがかな
りあると思うのです。」「良識でもってある程度解釈していかなければなら
ないのじゃないか」（会議録第11回）

「法律学というのはたいへんやっかいだ。憲法問題研究会でよく大内さ
んが、あなたなり宮沢さんに言われて、ほんとうに法律学というのは国民
の利益のためになるのか、国民の幸福のためにあるのか、それを制限する
のかといって、大内先生とか、矢内原先生が昔よく遠慮会釈もなくやって
おられて、むきになって弁解しておられたことがあったけれども、法律学
というのは実にめんどうくさいものだ。」（会議録第39回）

「アイデアリズムとしてはいいが、リアリズムとしては多少問題が出て
くる。」（会議録第40回）

「基本姿勢みたいなものを考えておかないと、ただ制度論だけやってい
るということじゃなしに。」（会議録第42回）

「インビジブル・ヒエラルヒーはもう一回考え直さなきゃいかぬ」（会議
録第44回）
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と
い
え
ま
す
。
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
、
自
主
と
連
帯
は
、
相
即
相
入
の
関
係
性
の
も
と
に
自
治
の
原
理
を
な
す
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
多
様
性
と
統
一
性
、
個
別
性
と
共
通
性
と
い
う
関
係
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
に
、
自
治
の
原
理
と
し
て
は
、

こ
う
し
た
一
般
的
に
は
相
対
す
る
よ
う
な
概
念
間
の
相
即
相
入
の
関
係
性
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
し
ょ
う
。
特
別
区
に
つ
い
て
は
一
体
性

と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
い
わ
れ
ま
す
が
（
辻
調
査
会
で
は
こ
の
こ
と
ば
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
）、
も
し
一
体
性
だ
け
を
語
る
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
自
治
と
は
異
質
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
し
い
て
自
治
の
文
脈
で
一
体
性
を
使
う
の
で
あ
れ
ば
、
あ
わ
せ
て
独
立
性
の
概
念

を
取
り
入
れ
、
双
方
の
相
即
相
入
の
関
係
性
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
自
治
と
親
和
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
以
降
の
日
本
経
済
は
、
高
度
経
済
成
長
が
も
た
ら
し
た
「
豊
か
な
時
代
」
に
か
げ
り
が
生
じ
は
じ

め
、
世
界
を
巻
き
込
ん
だ
ニ
ク
ソ
ン
米
大
統
領
に
よ
る
ド
ル
防
衛
策
の
実
施
に
よ
り
、
戦
後
か
ら
つ
づ
い
た
「
一
ド
ル
三
六
〇

円
」
の
時
代
が
終
わ
り
、
大
き
な
転
機
に
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
政
府
は
、
円
切
り
上
げ
に
伴
う
不
況
の
長
期
化
・
深
刻
化

へ
の
対
応
と
し
て
、
急
ぎ
景
気
回
復
策
を
講
じ
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
で
、
保
革
伯
仲
し
た
国
会
で
は
、
審
議

拒
否
や
強
行
採
決
な
ど
荒
れ
に
荒
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
以
来
、
全
会
派
一
致
で
進
め

て
き
た
区
長
公
選
制
復
活
を
柱
と
す
る
特
別
区
の
自
治
権
拡
充
運
動
は
、
住
民
に
よ
る
準
公
選
運
動
を
テ
コ
に
大
き
な
飛
躍
を

む
か
え
ま
す
。

五
‐
一
　
法
改
正
に
向
け
て

昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
2
月
、
第
14
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
に
よ
る
特
別
区
改
革
の
早
期
実
現
を
願
う
区
議
会
議
長
会

は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
自
治
大
臣
、
衆
参
両
院
議
長
、
衆
参
両
院
地
方
行
政
委
員
長
に
あ
て
、
次
の
3
項
目
の
要
請
に
趣
旨
を

添
え
、
陳
情
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。
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①　

区
長
公
選
制
の
実
現
に
つ
い
て

特
別
区
の
念
願
で
あ
る
区
長
公
選
は
、
今
次
答
申
に
お
け
る
事
務
移
譲
、
都
配
属
職
員
制
度
の
廃
止
並
び
に
財
政
権
の

確
立
と
と
も
に
、
必
須
の
要
件
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
住
民
の
自
治
は
、
首
長
の
公
選
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
精
神
は
生

か
さ
れ
、
延
い
て
は
住
民
意
識
の
昂
揚
と
な
り
効
率
的
行
政
の
振
興
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
が
実
現

方
の
切
に
望
ま
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
す
。

②　

区
域
は
現
行
区
域
と
し
統
廃
合
を
し
な
い
こ
と

従
来
よ
り
の
各
区
特
有
の
伝
統
、
住
民
の
意
識
、
或
い
は
又
夜
間
及
び
昼
間
人
口
等
の
行
政
に
及
ぼ
す
変
化
な
ど
、
各

観
点
よ
り
考
え
ま
す
と
、
区
の
統
廃
合
は
極
め
て
至
難
で
あ
り
ま
し
て
、
現
行
区
域
を
そ
の
ま
ま
と
す
る
こ
と
が
、
も
っ

と
も
適
切
と
存
じ
ま
す
の
で
特
段
の
ご
配
慮
を
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

③　

事
務
大
幅
移
譲
、
都
配
属
職
員
制
度
廃
止
、
税
財
源
再
配
分
等
は
早
期
に
実
現
す
る
こ
と

こ
れ
ら
の
ご
方
針
は
、
誠
に
適
切
な
る
も
の
で
あ
り
、
区
の
自
主
的
行
政
と
事
務
能
率
の
増
進
に
大
き
な
寄
与
を
も
た

ら
す
の
で
、
自
治
の
基
盤
強
化
の
前
向
き
的
措
置
と
し
て
深
く
敬
意
を
表
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
早
期
に
実
現
を
特
に

お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
国
政
で
は
、
4
月
の
統
一
首
長
選
挙
に
つ
づ
き
、
6
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
、
7
月
に
発
足
し
た
第
3

次
佐
藤
栄
作
改
造
内
閣
は
、
ド
ル
シ
ョ
ッ
ク＊
１

に
よ
る
変
動
相
場
制
移
行
問
題
、
沖
縄
返
還
協
定
承
認
問
題
、
更
に
翌
年
に
迫
る

日
米
繊
維
協
定
問
題
な
ど
が
緊
急
の
優
先
課
題
で
あ
り
、
加
え
て
、
首
相
本
人
が
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
5
月
15
日
の
沖

縄
施
政
権
返
還
に
よ
る
沖
縄
県
の
発
足
を
見
届
け
る
と
、
6
月
17
日
に
引
退
を
表
明
し
ま
し
た
。
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後
任
は
、
引
退
表
明
直
前
の
11
日
に
、
政
策
綱
領
日
本
列
島
改
造
を
発
表
し
た
田
中
角
栄
通
産
相
が
総
裁
に
就
任
し
、
佐
藤

内
閣
は
総
辞
職
し
て
7
月
7
日
に
田
中
内
閣
が
発
足
し
ま
す
。

事
実
上
の
政
権
公
約
と
な
っ
た
11
日
の
政
策
綱
領
は
、
発
表
と
同
時
に
同
名
の
著
書
『
日
本
列
島
改
造
論＊
２

』
と
し
て
発
売
さ

れ
、
発
行
部
数
88
万
部
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
内
閣
は
、
発
足
後
直
ち
に
、
過
密
と
過
疎
の
同
時
解
消
を
め

ざ
す
列
島
改
造
構
想
の
実
現
に
着
手
し
ま
す
。
8
月
7
日
、
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
「
日
本
列
島
改
造
問
題
懇
談
会
」
を
設
置

し
、
9
月
に
は
総
理
府
政
府
広
報
室
が
列
島
改
造
論
に
つ
い
て
主
要
点
の
賛
否
や
期
待
等
の
面
接
聴
取
を
行
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
こ
の
著
書
の
中
で
開
発
拠
点
候
補
に
あ
げ
ら
れ
た
周
辺
地
域
で
は
、
早
く
も
投
機
家
に
よ
る
土
地
買
い
占
め
が
行
わ

れ
、
急
激
な
地
価
上
昇
を
引
き
起
こ
し
、
日
本
各
地
の
地
価
暴
騰
の
引
き
金
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
影
響
は
物
価
上
昇
を
も
た

ら
し
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
加
速
を
促
進
し
て
社
会
問
題
化
し
は
じ
め
て
い
た
の
で
す
。

第
15
次
地
方
制
度
調
査
会
は
昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
11
月
15
日
に
発
足
し
ま
す
が
、
24
日
の
第
2
回
総
会
で
、
年
内
を
目

指
し
、
当
面
す
る
地
方
税
財
政
対
策
と
土
地
対
策
か
ら
審
議
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

＊
１ 

ド
ル
シ
ョ
ッ
ク　

昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
8
月
16
日
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
、
金
と
ド
ル
の
交
換
一
時
停
止
、
10
％
の
輸
入
課
徴
金

の
実
施
、
90
日
間
の
賃
金
・
物
価
の
凍
結
な
ど
厳
し
い
ド
ル
防
衛
策
を
発
表
し
、
各
国
に
、
対
ド
ル
レ
ー
ト
切
り
上
げ
を
迫
り
ま
す
。
外
国

為
替
決
済
全
体
に
占
め
る
ド
ル
の
比
重
が
92
％
で
あ
る
日
本
は
、
即
座
に
外
為
市
場
を
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
ず
28
日
か
ら
変
動
相
場
制
に

移
行
し
ま
す
。
こ
の
間
、
外
為
市
場
に
は
ド
ル
買
い
・
円
売
り
が
殺
到
し
、
株
式
市
場
も
記
録
的
大
暴
落
と
な
り
ま
し
た
（『
昭
和
史
事
典
』）。

＊
２ 

日
本
列
島
改
造
論　

昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
6
月
11
日
発
表
の
田
中
角
栄
著
『
日
本
列
島
改
造
論
』
の
主
旨
は
、
日
本
列
島
を
全
国
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新
幹
線
・
高
速
自
動
車
道
路
・
本
州
四
国
連
絡
橋
な
ど
の
高
速
交
通
網
と
情
報
通
信
網
で
結
び
、
巨
大
都
市
か
ら
地
方
へ
工
業
の
全
国
的
な

再
配
置
と
知
識
集
約
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
疎
と
過
密
と
公
害
の
問
題
を
同
時
に
解
決
す
る
、
と
い
っ
た
著
者
の
持
論
が
展
開
さ
れ
て

い
ま
す
（『
日
本
列
島
改
造
論
』）。

　

◆
異
例
の
は
や
さ

こ
の
間
に
も
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
9
月
に
練
馬
区
か
ら
始
ま
っ
た
準
公
選
運
動
は
、
区
民
だ
け
で
は
な
く
区
議
会
議

員
を
も
巻
き
込
み
な
が
ら
各
区
に
広
が
り
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
7
月
2
日
、「
区
長
を
選
ぶ
品
川
区
民
連
合
」
が
請
求

し
た
条
例
案
は
、
一
部
表
現
修
正
の
う
え
、
同
月
31
日
、
品
川
区
議
会
臨
時
本
会
議
で
全
会
一
致
、
超
党
派
で
可
決
さ
れ
ま
す
。

8
月
2
日
、
区
長
職
務
代
理
者
は
再
議
に
付
し
ま
す
が
再
度
可
決
さ
れ
、
都
知
事
へ
の
審
査
申
し
立
て
に
対
し
、
同
月
9
日
、

美
濃
部
都
知
事
は
、
区
長
準
公
選
条
例
案
の
議
決
は
適
法
と
裁
定
し
ま
し
た
（
第
三
章
67
頁
参
照
）。

こ
う
し
た
動
き
に
、
８
月
24
日
、
都
議
会
自
民
党
議
員
51
名
が
要
請
書
に
捺
印
し
て
、
安
井
謙
自
民
党
都
連
会
長
に
申
し
入

れ
、
都
連
会
長
は
同
日
た
だ
ち
に
、
福
田
一
自
治
大
臣
へ
「
区
長
公
選
復
活
」
を
進
言
し
ま
す
。
か
く
し
て
衆
議
院
解
散
が
う

わ
さ
さ
れ
る
な
か
で
急
ぎ
、
９
月
14
日
開
催
さ
れ
た
第
15
次
地
方
制
度
調
査
会
の
第
４
回
総
会
に
、
当
面
急
を
要
す
る
課
題
と

し
て
「
特
別
区
制
度
の
改
革
」
が
諮
問
さ
れ
ま
す
。
地
方
制
度
調
査
会
は
、
た
だ
ち
に
行
政
部
会
を
設
置
し
て
審
議
に
入
る
こ

と
を
決
定
し
、
４
回
の
行
政
部
会
、
３
回
の
起
草
委
員
会
お
よ
び
１
回
の
小
委
員
会
の
審
議
を
経
て
答
申
原
案
を
ま
と
め
ま
す
。

こ
の
う
ち
第
３
回
目
の
行
政
部
会
で
は
、
都
知
事
、
区
長
会
代
表
、
お
よ
び
都
の
職
員
団
体
の
代
表
者
か
ら
意
見
聴
取
を
行
っ

て
い
ま
す
。
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そ
の
後
、
10
月
26
日
開
催
の
第
5
回
総
会
で
、「
区
長
の
公
選

制
度
の
採
用
」
と
「
あ
わ
せ
て
措
置
す
べ
き
事
項
」
を
内
容
と
し

た
「
特
別
区
制
度
の
改
革
に
関
す
る
答
申
」
を
決
定
し
、
翌
日
27

日
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
答
申
し
ま
す
。
こ
の
間
、
主
題
が
区
長

選
任
方
法
に
絞
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
わ
ず
か
１
か
月
半
の
審

議
で
し
た
。

第
14
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
で
は
「
特
別
区
の
権
限
の
充
実

強
化
」
の
措
置
状
況
を
み
た
う
え
で
考
慮
す
る
と
し
て
い
た
区
長

選
任
方
法
に
つ
い
て
、
第
15
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
は
、「
そ

の
後
の
情
勢
の
推
移
」
か
ら
「
権
限
の
充
実
強
化
」
と
「
区
長
選

任
制
度
の
問
題
」
を
合
わ
せ
て
解
決
す
る
こ
と
が
適
当
と
の
結
論

に
な
っ
た
と
、
公
選
制
の
復
活
理
由
を
述
べ
、
さ
ら
に
、
か
つ
て

公
選
制
を
や
め
る
理
由
に
も
な
っ
た
都
区
間
の
紛
争
を
再
び
繰
り

返
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
あ
わ
せ
て
措
置
す
べ
き
次
の
4
点
を
掲

げ
て
い
ま
す
。

①	　

特
別
区
は
、
特
別
区
の
区
域
を
通
じ
て
一
体
的
に
処
理
す

る
こ
と
が
必
要
な
上
水
道
、
基
幹
下
水
道
、
ご
み
・
し
尿
の

　　　横田政次氏の回顧
特別区長会設置の「特別区制度改革対策協議会」で、学識経験者として

就任された横田政次氏の談話が、東京都が編纂した『東京都政五十年史 
通史』に収録されています。以下にその一部を紹介します。
「昭和四九年の自治法改正によって特別区の性格が変わってきましたが、

改正前は市の事務は都がやり、区は制限列挙でした。それが改正後は市の
事務は、下水など特殊なものを除いて原則として区がやることになったん
です。

そこで特別区協議会で素案づくりをやることになり、法律で決まってい
るものは別として、保健所の問題とか、都が市のようにやっている細かい
仕事をすべて書き出して点検作業をしました。

これは、都の組織別表を基礎にしました。そして五〇年を迎えたわけで
すが、その素案は、自治法改正後にできた特別区事務事業移管対策本部の
打ち出した基本的な考え方や方針になったんです。［…］」

　※なお、横田氏は昭和48(1973)年5月29日特別区協議会常務理事に就任。
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終
末
処
理
お
よ
び
消
防
に
関
す
る
事
務
を
除
き
、
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

②　

都
配
属
職
員
制
度
は
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

③	　

事
務
の
再
配
分
に
伴
い
都
区
財
政
調
整
交
付
金
の
総
額
に
つ
い
て
所
要
の
増
額
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
特
別
区
財

政
の
自
主
性
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
一
件
算
定
方
式
の
廃
止
等
極
力
そ
の
改
善
合
理
化
を
図
る

も
の
と
す
る
。

④　

都
お
よ
び
特
別
区
間
の
調
整
制
度
の
一
層
の
活
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
第
14
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
が
指
摘
し
て
い
た
、「
特
別
区
の
区
域
の
再
編
成
」「
市
の
処
理
す
べ
き
事
務
を
す
べ

て
都
か
ら
分
離
す
る
た
め
の
措
置
」「
都
区
間
の
税
財
源
の
再
配
分
」
な
ど
は
、
今
回
の
改
革
の
結
果
を
み
て
「
都
制
の
基
本

的
な
在
り
方
」
と
合
わ
せ
て
引
き
続
き
検
討
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

10
月
27
日
の
第
15
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
の
翌
月
、
定
例
区
長
会
で
は
、
従
来
の
特
別
区
へ
の
事
務
移
管
等
が
、
都
主
導

型
で
行
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
主
的
に
特
別
区
と
し
て
の
考
え
方
を
打
ち
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
方
面
に
働
き
か

け
る
た
め
に
、
直
ち
に
「
特
別
区
制
度
改
革
対
策
協
議
会
」
を
設
置
し
ま
す
。
こ
の
調
査
検
討
組
織
は
、
特
別
区
長
会
正
副
会

長
、
ブ
ロ
ッ
ク
幹
事
、
特
別
区
協
議
会
常
務
理
事
お
よ
び
学
識
経
験
者
と
し
て
横
田
政
次
元
都
総
務
局
長
、
原
口
一
次
元
都
財

務
局
長
、
高
木
鉦
作
國
學
院
大
学
教
授
か
ら
な
り
、
発
足
以
降
、
区
長
会
の
正
・
副
会
長
区
の
企
画
課
長
を
加
え
て
、
今
後
の

特
別
区
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
鋭
意
検
討
を
進
め
、
昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
１
月
に
、
区
長
会
会
長
と
区
議
会
議
長
会
会

長
の
連
名
で
、
区
に
移
管
す
べ
き
事
務
等
の
具
体
的
な
検
討
結
果
を
ま
と
め
た
「
特
別
区
制
度
改
革
に
関
す
る
要
望
書
」
を
自

治
大
臣
あ
て
に
提
出
し
ま
す
。
そ
の
後
も
同
様
に
、
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
の
国
の
法
令
改
正
作
業
に
向
け
て
、
保
健
所
設
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置
市
事
務
の
全
区
処
理
や
財
政
自
主
権
の
確
立
な
ど
、
自
治
大
臣
へ
の
区
長
会
要
望
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

◆
審
議
未
了

昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
12
月
10
日
、
第
33
回
衆
議
院
議
員
選
挙
が
執
行
さ
れ
、
国
会
の
議
席
数
は
、
自
民
党
２
７
１
、
社

会
党
１
１
８
、
共
産
党
38
、
公
明
党
29
、
民
社
党
19
、
無
所
属
・
諸
派
16
と
な
り
、
共
産
党
が
24
議
席
増
と
躍
進
し
、
社
会
党

28
議
席
増
に
対
し
、
自
民
党
17
議
席
減
、
公
明
党
18
議
席
減
、
民
社
党
12
議
席
減
の
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
同
月
22
日
に
招
集

さ
れ
た
第
71
回
国
会
の
冒
頭
で
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
選
挙
が
行
わ
れ
、
第
2
次
田
中
内
閣
が
発
足
し
ま
す
。

与
野
党
伯
仲
し
た
国
会
に
、
地
方
自
治
法
の
改
正
案
は
提
出
さ
れ
、
地
方
行
政
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
す
が
、
改
正
法
案
の

中
身
が
特
別
区
制
度
の
改
正
案
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
圏
の
広
域
化
へ
の
対
応
と
す
る
一
部
事
務
組
合
制
度
の
改
正
案＊
３

も
含
ま

れ
て
い
た
た
め
、
野
党
は
「
市
町
村
連
合
法
案＊
４

」
と
同
様
の
法
案
と
み
な
し
、
こ
の
法
案
を
撤
回
の
う
え
分
離
し
て
再
提
案
す

る
こ
と
を
要
求
し
ま
し
た
。
政
府
与
党
も
譲
ら
な
い
ま
ま
実
質
審
議
に
至
ら
ず
、
2
回
の
会
期
延
長
で
会
期
日
数
２
８
０
日
間

の
最
長
記
録
と
な
っ
た
第
71
回
国
会
は
9
月
27
日
に
終
了
し
、
地
方
自
治
法
の
改
正
案
は
審
議
未
了
で
廃
案
と
な
り
ま
し
た
。

＊
3　

一
部
事
務
組
合
制
度
の
改
正
案　
「
市
町
村
の
事
務
又
は
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
関
し
、
広
域
に
わ

た
る
総
合
的
な
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
調
整
を
図
り
、
及
び
こ
れ
ら
の
事
務
の
一
部
を
共
同
処
理
す
る
た
め
の

市
町
村
の
一
部
事
務
組
合
」（「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
」）
を
設
け
る
た
め
の
改
正
案
で
、
か
つ
て
の
市
町
村
連
合
法

案
（
＊
4
参
照
）
と
一
部
類
似
の
内
容
を
有
し
て
い
ま
し
た
。

＊
4　

市
町
村
連
合
法
案　

住
民
の
生
活
圏
の
広
域
化
に
対
応
す
る
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
行
政
を
推
進
す
る
た
め
、
市
町
村
の
組
合
の
規
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定
に
、
①
連
合
の
共
同
処
理
事
務
は
構
成
す
る
市
町
村
間
で
相
違
し
て
も
よ
い
こ
と
、
②
連
合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
の
変
更
は
、
あ
ら
か

じ
め
連
合
の
規
約
で
特
別
の
規
定
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
決
を
要
さ
ず
連
合
議
会
の
議
決
で
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
、
③
連
合
の
規
約
に
連
合
の
作
成
す
る
計
画
の
項
目
を
規
定
す
る
ほ
か
、
連
合
の
議
会
の
議
決
方
法
に
つ
い
て
特
例
を
規
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
な
ど
の
特
例
を
設
け
る
法
案
で
、
昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
の
第
65
回
国
会
に
提
案
さ
れ
、
野
党
の
反
対
に
よ
り
第

66
回
お
よ
び
67
回
国
会
で
継
続
審
議
と
な
り
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
の
第
68
回
国
会
で
審
議
未
了
廃
案
と
な
っ
た
議
案
で
す
（『
改
正
地

方
制
度
資
料
第
十
八
部
』）。

　

◆
決
起
大
会

昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
12
月
1
日
に
第
72
回
国
会
が
召
集
さ
れ
ま
す
。
先
の
国
会

で
法
制
化
が
廃
案
と
な
り
、
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
23
特
別
区
議
会
は
、
昭
和
49
（
１

９
７
４
）
年
2
月
19
日
、
渋
谷
公
会
堂
で
、
衆
参
両
院
か
ら
5
党
の
代
表
、
都
議
会
議

員
、
都
知
事
、
報
道
関
係
者
の
来
賓
を
迎
え
、
区
議
会
議
員
・
一
般
住
民
代
表
等
二
千

有
余
人
の
参
集
を
得
て
「
区
長
公
選
等
実
現
決
起
大
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
主
催
者
は

地
方
自
治
法
の
改
正
法
案
が
廃
案
に
な
っ
た
経
緯
に
触
れ
て
、「
私
た
ち
は
、
国
会
の

情
勢
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
政
治
的
な
立
場
も
違
い
ま
す
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
違

う
と
い
う
面
も
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、
東
京
に
居
住
す
る
九
百
万
に
近
い
人
た
ち
が
熱

望
を
し
て
い
る
問
題
、
特
に
東
京
だ
け
で
は
な
く
、
中
央
の
問
題
を
踏
ま
え
ま
し
て
も

特
別
区
の
区
長
公
選
を
柱
と
す
る
、
自
治
権
の
拡
充
に
つ
い
て
は
、
全
く
与
野
党
と
も

区長公選等実現決起大会（『おおた区議会だより 縮刷版』）
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一
致
し
た
見
解
を
も
っ
て
賛
成
を
し
て
い
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
実
現
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
非
常
に
強
い
憤
り
を
感
じ
て

お
り
ま
す
。」
と
報
告
し
、「
ど
う
か
今
日
お
い
で
に
な
っ
て
い
ま
す
各
党
の
国
会
の
代
表
の
方
さ
ら
に
は
都
議
会
議
長
は
じ
め

と
す
る
都
議
会
議
員
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
こ
の
国
会
に
は
ぜ
ひ
こ
の
法
案
が
実
現
す
る
よ
う
に
、
最
大
の
努
力
を
し
て
い
た

だ
く
こ
と
を
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。」
と
訴
え
ま
し
た
。

こ
の
大
会
に
臨
ん
だ
5
党
の
代
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
挨
拶
の
中
で
、
3
月
に
再
提
案
が
予
定
さ
れ
て
い
る
法
案
の
扱
い
に
関
し

て
、
去
年
の
よ
う
な
与
野
党
対
決
状
態
の
国
会
で
な
く
、
野
党
も
「
野
党
の
一
致
し
た
修
正
案
」
を
つ
く
っ
て
、
政
府
与
党
と

野
党
が
、
お
互
い
に
譲
る
べ
き
は
譲
り
、
理
解
を
し
あ
っ
た
う
え
で
、
早
急
な
実
現
を
は
か
る
国
会
に
し
た
い
と
の
、
提
案
と

決
意
を
表
明
し
ま
し
た
。

大
会
は
こ
の
後
、
政
府
・
国
会
へ
の
陳
情
書
、
大
会
決
議
を
採
択
し
、
次
の
大
会
宣
言
で
閉
会
と
な
り
、
引
き
続
き
、
都
選

出
衆
参
議
員
が
待
ち
う
け
る
国
会
面
会
所
へ
陳
情
の
た
め
出
発
し
て
い
ま
す
。

　
　

大	

会	

宣	

言

　

	　

東
京
23
区
の
区
民
、
な
ら
び
に
区
議
会
は
、
さ
き
の
第
71
国
会
に
お
い
て
、
特
別
区
の
自
治
権
拡
充
の
た
め
の
法
律
改

正
案
が
廃
案
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
、
強
い
怒
り
を
覚
え
、
決
然
と
立
っ
て
本
日
の
大
会
を
開
催
す
る
に
至
っ
た
。

　

	　

私
た
ち
は
政
府
な
ら
び
に
国
会
が
、
23
特
別
区
全
区
民
の
民
意
に
応
え
、
今
国
会
に
お
い
て
、
区
長
公
選
等
特
別
区
関

係
の
地
方
自
治
法
改
正
を
す
み
や
か
に
、
必
ず
行
わ
れ
ん
こ
と
を
切
に
要
望
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
力
を
結
集
し
て
、

こ
れ
が
実
現
を
期
し
、
も
っ
て
多
年
の
念
願
で
あ
る
特
別
区
の
自
治
権
拡
充
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。
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右
宣
言
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
49
年
2
月
19
日　
　

特
別
区
区
長
公
選
等
実
現
決
起
大
会　
　

昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
3
月
、
第
72
回
国
会
で
の
予
算
関
連
審
議
を
終
え
て
、

政
府
は
、
区
長
公
選
制
を
中
心
と
す
る
改
正
地
方
自
治
法
案
を
再
提
案
し
ま
す
。

衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
へ
付
託
さ
れ
た
法
案
は
、
5
月
17
日
で
質
疑
・
討
論

を
終
結
し
、
採
決
が
行
わ
れ
、
修
正
案
と
修
正
部
分
を
除
く
政
府
原
案
は
い
ず

れ
も
全
会
一
致
で
可
決
し
、
政
府
案
は
修
正
議
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
決
定
さ

れ
ま
す
。
つ
い
で
、
21
日
の
本
会
議
は
、
委
員
会
報
告
を
全
会
一
致
で
可
決
し

参
議
院
へ
送
付
し
ま
す
。
参
議
院
も
地
方
行
政
委
員
会
の
審
議
を
経
て
、
6
月

1
日
の
本
会
議
で
総
員
起
立
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
し
、
地
方
自
治
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
案
は
、
異
例
の
速
さ
で
法
律
第
71
号
と
し
て
公
布
・
施
行

（
特
別
区
に
関
す
る
改
正
規
定
は
昭
和
50
年
4
月
1
日
施
行
）
さ
れ
ま
し
た
。

五
‐
二
　
残
る
課
題　

各
区
へ
広
が
っ
た
住
民
に
よ
る
準
公
選
運
動
の
高
ま
り
は
、
政
府
も
認
め
る

　　　住民運動の成果
昭和49（1974）年5月16日の衆議院地方行政委員会の審議で、「今回

の公選制の採用は、住民運動の成果という見方もできるか」との趣旨の折
小野委員の質問に、政府委員の林行政局長は次のとおり答弁しています。
「こういう改正を考え、またこれに踏み切る結果をもたらした大きな原

因として、区長の不在と、それに刺激された住民運動というのがあるわけ
でございます。［…］それは住民運動の成果といいますか、その重要な原
因であり、区議会の運営がまずかったことと、それに刺激された住民運動
の高まりというのは、これらの改正を決意する大きな動機となったことは
間違いございません」

（『改正地方制度資料第十九部』）
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（
１
１
2
頁
コ
ラ
ム
参
照
）
よ
う
に
、
特
別
区
制
度
の
改
革
に
大
き
な
決
断
を
迫
り
、
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
法
改
正
と
し
て

結
実
し
ま
す
。
地
方
自
治
法
制
定
時
に
憲
法
上
の
自
治
体
と
し
て
発
足
し
た
特
別
区
は
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
の
法
改
正

で
区
長
公
選
を
失
い
、
憲
法
上
の
自
治
体
と
は
い
え
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
の
法
改
正
で
区
長
公
選

制
が
復
活
し
て
、
法
制
的
に
も
憲
法
上
の
自
治
体
（
憲
法
第
九
十
三
条
第
二
項
）
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
第
72
回
国
会
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
で
の
折
小
野
良
一
委
員
と
政
府
委
員
（
林
忠
雄
自
治
省
行
政
局
長
）
の

質
疑
応
答
に
よ
る
と
、
こ
の
期
に
及
ん
で
も
政
府
の
考
え
方
は
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
の
第
13
回
国
会
に
お
け
る
政
府
公

式
見
解＊
１

か
ら
一
歩
も
で
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

政
府
の
答
弁
で
は
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
一
般
の
市
並
に
近
づ
け
る
と
い
う
意
味
か
ら
特
別
区
の
自
治
体
と
し
て
の
独
立

性
を
強
め
た
が
、
憲
法
上
の
自
治
体
で
な
か
っ
た
も
の
が
憲
法
上
の
自
治
体
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
と
し
ま
す
。
そ
の
理

由
は
、

①　

市
が
行
う
べ
き
事
務
を
都
に
留
保
す
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
こ
と
、

②　

課
税
権
や
財
政
上
の
独
立
性
を
強
め
た
が
、
な
お
都
の
調
整
機
能
を
残
し
て
い
る
こ
と
、

③　

都
と
区
の
間
の
事
務
に
つ
い
て
、
都
に
調
整
条
例
を
作
る
機
能
は
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
こ
と
、

で
あ
り
、
特
別
区
の
法
的
な
性
格
は
、
従
来
の
延
長
上
に
あ
る
と
し
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
の
改
正
に
よ
っ
て
、
よ
り
自
主
性
、
独
立
性
が
徹
底
し
て
い
け
ば
、
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
で
あ
る

一
般
の
市
町
村
と
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
こ
と
も
将
来
は
あ
り
得
る
と
し
ま
す
が
、
今
回
の
改
正
は
そ
う

い
う
方
向
の
改
正
で
は
あ
っ
て
も
、
な
お
徹
底
を
欠
い
て
い
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
従
来
の
性
格
の
延
長
と
考
え
ら
れ
る
上
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に
、
大
都
市
の
一
体
性
と
そ
れ
ぞ
れ
の
区
の
独
立
性
の
調
和
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
手
探
り
の
改
正
で
も
あ
る
の
で
、
憲

法
上
の
性
格
そ
の
も
の
は
変
え
な
い
と
い
う
考
え
に
立
っ
て
対
処
し
た
と
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
将
来
は
自
治
権
の
拡
大
の
方
向
で
考
え
て
い
く
の
か
と
の
折
小
野
委
員
の
問
に
、
政
府
委
員
は
、
今
回
の
改
正

は
、
特
別
区
を
、
で
き
る
だ
け
一
般
の
市
の
権
能
に
近
づ
け
、
そ
の
自
主
性
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
方
向
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
方
向
の
み
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
大
都
市
制
度
が
抱
え
る
永
遠
の
課
題
、
つ

ま
り
、
各
部
分
の
自
主
性
、
独
立
性
、
自
治
権
内
容
の
強
化
と
い
う
こ
と
と
、
全
体
を
通
ず
る
一
体
性
の
確
保
と
い
う
こ
と
と

の
間
の
調
和
を
常
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、
今
回
相
当
独
立
性
を
強
め
た
が
、
こ
れ
が
ま
た
ば
ら
ば
ら
に

な
っ
て
、
大
都
市
行
政
の
一
体
性
の
上
で
非
常
に
支
障
が
で
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
逆
の
方
向
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

今
回
の
改
正
は
、
い
ま
の
段
階
で
最
善
と
思
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
つ
の
試
み
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
、
と
答
弁
し
て
い
ま

す
。よ

う
や
く
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
自
治
権
が
大
幅
に
拡
充
し
、
念
願
で
あ
っ
た
区
長
公
選
制
の
復
活
が
実
現
し
て
、
特

別
区
の
側
で
は
復
権
を
果
た
し
た
と
安
堵
し
た
と
こ
ろ
に
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
政
府
見
解
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
か
た
ち
と
し
て
は

地
方
自
治
法
制
定
時
の
状
態
に
復
帰
し
た
上
に
、
仕
事
の
範
囲
は
拡
大
し
人
事
権
、
財
政
権
な
ど
も
確
立
し
、
さ
ら
に
、
区
長

準
公
選
運
動
と
い
う
類
例
の
な
い
住
民
意
識
の
表
明
も
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
区
の
法
的
性
格
は
変
わ
ら
ず
、
改

正
は
一
つ
の
試
み
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
先
必
要
と
認
め
れ
ば
い
つ
で
も
区
長
公
選
制
を
廃
止
で
き
る
と
い
う
の

で
し
ょ
う
か
。

昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
の
と
き
か
ら
情
勢
は
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。
政
府
答
弁
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
法
的
根
拠
は
ど
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こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
、
こ
の
法
改
正
に
関
し
て
、「
特
別
区
の
自
治
権
を
大
幅
に
拡
充
・
強
化
す
る
改

正
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
法
制
度
上
の
特
別
区
の
性
格
や
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
手
が
加
え
ら
れ
ず
従
来
の
ま
ま
と
さ
れ
た
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
、
特
別
区
を
少
な
く
と
も
都
に
お
け
る
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
の
改
正
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
画
竜
点
睛
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。」
と
い
う
指
摘＊
２

も
あ
り
ま
す
。

練
馬
区
の
区
長
準
公
選
運
動
の
例
で
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
政
府
解
釈
は
必
ず
し
も
法
的
正
当
性
を
持
つ
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
裁
判
所
の
判
断
を
得
る
の
は
困
難
で
す
。
解
釈
の
定
ま
ら
な
い
状
態
を
脱
し
、
復
権
を
確
か
な
も

の
に
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
歩
み
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

＊
1　

昭
和
27
年
政
府
公
式
見
解　

岡
野
清
豪
国
務
大
臣
答
弁
「
地
方
自
治
法
制
定
の
際
は
、
特
別
区
は
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
と
し
て

発
足
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
の
特
別
区
の
制
定
に
鑑
み
ま
し
て
、
都
道
府
県
市
町
村
と
は
そ
の
性
格
が
異
な
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
今
回
改
正
を
加
え
ま
し
て
、
憲
法
上
の
本
来
の
地
方
公
共
団
体
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
立
案
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て

区
長
公
選
制
を
廃
止
い
た
し
ま
し
て
も
憲
法
違
反
の
問
題
は
起
こ
ら
な
い
と
存
じ
ま
す
。
以
上
の
見
解
は
法
制
意
見
長
官
と
も
打
ち
合
せ
を

し
た
政
府
の
統
一
解
釈
と
し
て
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。」（『
改
正
地
方
制
度
資
料
第
八
部
』
９
８
１
頁
）

＊
2　

指
摘　

成
田
頼
明
「
都
区
制
度
の
改
革
と
都
区
間
の
新
た
な
役
割
分
担
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
№
１
１
４
０
』
58
頁
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お
わ
り
に

地
方
自
治
法
が
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
に
制
定
さ
れ
、特
別
区
は
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
そ
の
後
、

４
回
に
わ
た
る
地
方
自
治
法
の
改
正
を
経
て
今
に
至
り
ま
す
。

こ
の
「
東
京
大
都
市
地
域
の
物
語
」
の
４
冊
目
『
東
京
23
区
運
動
の
ひ
ろ
が
り
』
は
、
第
２
回
目
の
改
正
に
よ
り
大
幅
な

事
務
権
能
の
移
譲
を
受
け
た
の
ち
、
第
３
回
目
の
改
正
に
よ
り
さ
ら
な
る
復
権
を
得
る
ま
で
の
お
話
で
す
。
福
祉
事
務
所
を
は

じ
め
と
し
た
事
務
権
限
の
移
管
に
よ
り
、
復
権
へ
の
扉
が
開
か
れ
ま
し
た
が
、
残
さ
れ
た
区
長
公
選
制
や
人
事
権
の
復
権
を
目

指
し
、
区
は
都
と
も
連
携
し
て
国
へ
働
き
か
け
続
け
る
の
で
す
が
、
特
別
区
の
自
治
権
拡
充
運
動
は
停
滞
し
た
状
況
が
続
い
て

い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
、「
区
民
の
意
思
を
反
映
し
た
区
長
を
選
び
た
い
」
と
、
区
民
の
中
か
ら
声
が
あ
が
り
ま
す
。

区
長
準
公
選
運
動
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
動
き
は
23
区
に
ひ
ろ
が
り
、
国
を
動
か
し
、
実
に
20
年
の
歳
月
と
２
回
に
わ
た
る
法

改
正
を
経
て
、
や
っ
と
第
３
回
目
の
改
正
で
念
願
の
復
権
は
実
現
し
た
の
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
特
別
区
の
性
格
に
つ
い
て

は
明
文
の
規
定
の
な
い
ま
ま
に
解
釈
が
分
か
れ
、あ
い
ま
い
な
位
置
づ
け
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

残
さ
れ
た
課
題
は
、
特
別
区
の
法
的
な
性
格
の
明
確
化
で
す
。
特
別
区
の
運
動
は
さ
ら
に
こ
の
あ
と
の
５
冊
目
へ
と
続
く
こ

と
と
な
り
ま
す
。
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特
別
区
の
自
治
権
拡
充
運
動
関
連
年
表

昭
和
39
年
︵
１
９
６
４
︶

　

１
・
21　

閣
議
、
首
都
行
政
行
詰
ま
り
で
自
治
法
改
正
決
定

　
　
　

29　

政
府
、
改
正
自
治
法
案
国
会
に
提
出

　

７
・
１　

	

都
、
事
務
事
業
移
管
対
策
本
部
設
置

　
　
　
　
　

都
区
連
絡
懇
談
会
、
都
区
間
の
連
絡
調
整
開
始

　

10
・
10　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
会

　
　
　

11　

改
正
地
方
自
治
法
公
布

昭
和
40
年
︵
１
９
６
５
︶

　

3
・
15　
「
都
議
会
黒
い
霧
事
件
」
発
生

　

4
・
1　

改
正
地
方
自
治
法
施
行

　
　
　

21　

都
区
協
議
会
（
法
定
）
発
足

　

6
・
2　

地
方
議
会
解
散
の
特
例
法
公
布
・
施
行

　
　
　

14　

都
議
会
臨
時
会
、
全
会
一
致
で
解
散
議
決

　

7
・
4　

参
議
院
議
員
選
挙
、
東
京
地
方
区
自
民
党
全
滅

　
　
　

23　

刷
新
都
議
会
選
挙
、
自
民
党
大
敗

昭
和
41
年
︵
１
９
６
６
︶

　

1
・
29　

戦
後
初
の
特
例
公
債
（
赤
字
国
債
）
発
行

　

８
・
22　

	

公
害
審
議
会
中
間
報
告
（
政
府
と
企
業
の
無
過
失

責
任
強
調
）

昭
和
42
年
︵
１
９
６
７
︶

　

1
・
29　

	

衆
議
院
議
員
選
挙
、
自
民
党
得
票
率
50
％
割
れ

　

4
・
1　

特
別
区
人
事
・
厚
生
事
務
組
合
発
足

　
　
　

15　

	

統
一
地
方
選
挙
、
自
民
党
府
県
・
都
市
部
で
後
退

　
　
　
　
　

都
知
事
に
社
共
推
薦
の
美
濃
部
亮
吉
当
選

　
　
　
　
　

区
議
会
議
員
選
挙
、
各
区
で
自
民
党
退
潮
の
兆
し

　
　
　

16　

ロ
ブ
ソ
ン
、
都
政
調
査
の
た
め
来
日

　
　
　

23　

美
濃
部
亮
吉
都
知
事
就
任

　

5
・
2　

練
馬
区
議
会
、
区
長
不
信
任
案
を
可
決

　
　
　
　
　

練
馬
区
長
、
23
区
初
の
区
議
会
解
散
権
行
使

　
　
　

30　

練
馬
区
議
会
議
員
選
挙
、
自
民
党
過
半
数
割
れ

　

8
・
3　

公
害
対
策
基
本
法
公
布
・
施
行

　

9
・
2　

第
12
次
地
方
制
度
調
査
会
発
足

　
　
　
　
　

区
長
を
選
ぶ
練
馬
区
民
の
会
結
成

　
　
　

26　
	

練
馬
区
民
の
会
、
条
例
制
定
請
求
署
名
の
代
表
者

証
明
書
交
付
申
請

　

10
・
7　

練
馬
区
、
代
表
者
証
明
書
交
付
を
拒
否
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12
・
9　

練
馬
区
民
の
会
、
東
京
地
裁
へ
提
訴

　
　
　

11　

ロ
ブ
ソ
ン
、
東
京
都
政
に
関
す
る
報
告
書
を
完
成

　
　
　

21　

朝
日
新
聞
、
自
治
省
が
東
京
市
復
活
構
想
と
報
道

昭
和
43
年
︵
１
９
６
８
︶

　

2
・
1　

	

都
知
事
、「
長
谷
部
委
員
会
」
を
設
置

　

4
・
1　

都
知
事
、「
都
留
委
員
会
」
を
設
置

　

6
・
6　

東
京
地
裁
、
練
馬
区
民
の
会
勝
訴
（
区
側
控
訴
）

　

8
・
27　

第
12
次
地
方
制
度
調
査
会
中
間
答
申

　

10
・
18　

第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
発
足

　

11
・
28　

東
京
高
裁
、
練
馬
区
の
控
訴
棄
却
（
住
民
勝
訴
）

　
　
　

10　

都
、
総
務
局
に
特
別
区
制
担
当
副
主
幹
を
設
置

昭
和
44
年
︵
１
９
６
９
︶

　

1
・
18　

ロ
ブ
ソ
ン
、
再
来
日

　

2
・
28　

議
長
会
、
要
望
事
項
に
つ
い
て
統
一
見
解
決
定

　

4
・
1　

都
、
各
区
に
公
害
課
を
設
置

　

6
・
4　

第
13
次
地
制
調
、
特
別
区
代
表
の
意
見
聴
取

　
　
　

18　

第
13
次
地
制
調
、
都
知
事
の
意
見
聴
取

　

7
・
13　

都
議
会
議
員
選
挙
、
自
民
党
第
一
党
に
復
活

　

9
・
10　

第
4
次
長
谷
部
委
員
会
発
足

　
　

			

30　

ロ
ブ
ソ
ン
、
第
2
次
報
告
を
提
出

　

10
・
15　

第
13
次
地
方
制
度
調
査
会
中
間
報
告

　
　
　

21　

第
14
次
地
方
制
度
調
査
会
発
足

昭
和
45
年
︵
１
９
７
０
︶

　

1
・
16　

	

長
谷
部
委
員
会
第
１
班
、
中
央
・
墨
田
・
練
馬
各

区
よ
り
現
状
と
問
題
点
を
聴
取

　

5
・
27　

長
谷
部
委
員
会
、
第
4
次
助
言
提
出

　

7
・
18　

初
の
「
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
被
害
」
杉
並
区
で
発
生

　

9
・
5　

東
京
湾
、
基
準
超
す
鉛
と
カ
ド
ミ
ウ
ム
検
出

　

10
・	

26　

都
、
公
害
局
発
足

　

11
・
20　

第
14
次
地
制
調
、
大
都
市
制
度
に
関
す
る
答
申

　

12
・
18　

第
64
臨
時
国
会
、
公
害
関
係
14
法
成
立

昭
和
46
年
︵
１
９
７
１
︶

　

6
・
24　

中
野
区
、
23
区
初
の
区
長
準
公
選
条
例
可
決

　
　
　

28　

練
馬
区
中
心
に
大
規
模
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
発
生

　

7
・
12　

中
野
区
議
会
、
準
公
選
条
例
を
継
続
審
査
に
決
定

　

10
・
8　

中
野
区
議
会
、
23
区
初
の
革
新
区
長
を
選
任

　

11
・
15　

第
15
次
地
方
制
度
調
査
会
発
足

昭
和
47
年
︵
１
９
７
２
︶

　

2
・
15　

江
戸
川
区
民
の
会
、
直
接
請
求
署
名
簿
提
出
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5
・
6　

中
野
区
特
別
区
制
度
調
査
会
（
辻
会
長
）
発
足

　

6
・
11　

田
中
角
栄
通
産
相
、「
日
本
列
島
改
造
論
」
発
表

　
　
　

15　
	

品
川
区
議
会
区
長
選
出
特
別
委
員
会
、「
江
戸
川

方
式
」
の
問
題
点
審
査

　

7
・
31　

品
川
区
議
会
、
準
公
選
条
例
案
全
会
一
致
で
可
決

　

8
・
9　

	

都
知
事
、
品
川
区
長
職
務
代
理
の
議
決
取
消
審
査

請
求
棄
却
（
議
決
適
法
と
判
示
）

　
　
　

24　

自
民
党
都
連
会
長
、
自
治
大
臣
に
区
長
公
選
進
言

　

9
・
14　

地
制
調
に
区
長
選
任
制
を
諮
問

　

10
・
26　

第
15
次
地
制
調
、
区
長
公
選
制
等
を
答
申

　

11
・
12　

品
川
区
、
区
長
準
公
選
方
式
の
区
民
投
票
実
施

　
　
　

30　

大
田
区
議
会
、
区
長
準
公
選
条
例
可
決

　

12
・
1　

品
川
区
議
会
、
23
区
初
の
準
公
選
区
長
選
任

昭
和
48
年
︵
１
９
７
３
︶

　

3
・
8　

第
71
国
会
、
政
府
改
正
地
方
自
治
法
案
提
出

　
　
　

6　

中
野
区
特
別
区
制
度
調
査
会
中
間
答
申

　

8
・
10　

大
田
区
議
会
、
準
公
選
条
例
に
よ
り
区
長
選
任	

　

9
・
27　

第
71
国
会
終
了
・
改
正
自
治
法
案
審
議
未
了
廃
案

　

10
・
16　

練
馬
区
議
会
、
準
公
選
条
例
に
よ
り
区
長
選
任

　

11
・
16　

区
長
会
、
特
別
区
政
調
査
会
（
辻
会
長
）
設
置

昭
和
49
年
︵
１
９
７
４
︶

　

2
・
19　

	

23
区
議
会
、
衆
参
五
党
代
表
を
招
き
「
区
長
公
選

等
実
現
決
起
大
会
」
開
催

　

3
・
5　

第
72
国
会
、
改
正
地
方
自
治
法
案
再
提
出

　

4
・
15　

中
野
区
、
特
別
区
制
度
調
査
会
本
答
申

　
　
　

18　

区
長
会
、
特
別
区
政
調
査
会
第
1
回
総
会
開
催

　

5
・
21　

衆
議
院
、
改
正
自
治
法
案
可
決
参
議
院
送
付

　
　
　

31　

参
議
院
、
改
正
自
治
法
案
可
決

　

6
・
1　

改
正
自
治
法
公
布
、
区
制
度
改
革
４
月
１
日
施
行

　
　
　

4　
「
東
京
都
事
務
事
業
移
管
等
対
策
本
部
」
設
置

　
　
　

10　

改
正
地
方
自
治
法
施
行
令
公
布	

　
　
　

16　
「
特
別
区
事
務
事
業
移
管
等
対
策
本
部
」
設
置

　

10
・
23　

	

都
区
協
議
会
、
移
管
対
象
事
務
事
業
細
目
及
び
配

属
職
員
身
分
切
替
等
、
当
面
の
措
置
合
意

昭
和
50
年
︵
１
９
７
５
︶

　

3
・
31　

特
別
区
政
調
査
会
、
特
別
区
政
の
あ
り
方
を
答
申

　

4
・
1　

	

改
正
地
方
自
治
法
、
特
別
区
制
度
改
革
の
施
行

　
　
　

13　

統
一
地
方
選
挙
、
美
濃
部
都
知
事
３
選

　
　
　

27　

23
区
一
斉
に
区
長
選
挙
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主
要
参
考
文
献
等
（*

印
は
「
特
別
区
自
治
情
報
・
交
流
セ
ン
タ
ー
」
公
益
財
団
法
人
特
別
区
協
議
会
事
業
部
所
蔵
）　

浅
井
幸
七
『
特
別
区
政
の
変
遷	

総
括
編
（
そ
の
七
～
十
）』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
＊

浅
井
幸
七
『
区
政
春
秋
（
22
）』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
41
（
１
９
６
６
）
年
＊

浅
井
幸
七
『
区
政
春
秋
（
23
）』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年
＊

浅
井
幸
七
『
区
政
春
秋
（
24
）』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年
＊

浅
井
幸
七
『
区
政
春
秋
（
25
）
上
・
下	

』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
＊

足
立
区
議
会
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
足
立
区
議
会
史
』
足
立
区
議
会
、
昭
和
58
（
１
９
８
３
）
年
＊

板	

橋
区
地
方
自
治
制
度
研
究
会
『
板
橋
区
地
方
自
治
制
度
研
究
会
（
中
間
報
告
）
板
橋
区
が
目
指
す
自
治
制
度
改
革
』
板
橋
区
政
策
経
営
部
政
策
企

画
課
、
平
成
22
（
２
０
１
０
）
年
＊

今	

泉　

清
「
準
公
選
運
動
は
逮
捕
で
き
な
い
（
３
月
14
日
の
政
治
と
区
長
準
公
選
運
動
〔
東
京
都
江
戸
川
区
〕）」『
市
民
』
通
号
８
、
昭
和
47
（
１

９
７
２
）
年

岩
内
忠
雄
『
永
か
っ
た
区
長
公
選
へ
の
道
と
中
野
〝
革
新
〟
区
政
三
カ
年
の
功
罪
』
岩
内
忠
雄
、
昭
和
50
（
１
９
７
５
）
年
＊

江
戸
川
区
『
江
戸
川
区
史	

第
二
巻
』
江
戸
川
区
、
昭
和
51
（
１
９
７
６
）
年
＊

大
島
太
郎
（
ａ
）「
条
例
制
定
運
動
と
裁
判
―
練
馬
区
長
『
準
公
選
』
市
民
運
動
に
つ
い
て
」『
専
修
法
学
論
集
』
第
５
号
、
昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年

大
島
太
郎
（
ｂ
）「
市
民
運
動
と
し
て
の
『
区
長
準
公
選
』」『
行
政
管
理
』
１
９
７
２
年
11
月
号
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年

大
住
広
人
「
区
長
準
公
選
に
見
る
転
回
軸
―
『
合
法
性
』
の
虚
構
と
住
民
運
動
」『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
50
（
39
）、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年

大
田
区
編
『
大
田
区
政
五
十
年
史
通
史
・
事
業
史
』
大
田
区
、
平
成
９
（
１
９
９
７
）
年
＊

大
田
区
編
『
大
田
区
政
五
十
年
史
年
表
・
資
料
・
索
引
』
大
田
区
、
平
成
９
（
１
９
９
７
）
年
＊

大
田
区
議
会
事
務
局
編
『
お
お
た
区
議
会
だ
よ
り
縮
刷
版
（
１
～
１
０
０
号
）』、
平
成
３
（
１
９
９
１
）
年
＊

大
日
向
都
議
会
議
長
監
修
『
刷
新
都
議
会
こ
の
四
年
』
都
政
新
報
社
、
昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年

大
森
彌
著
・
特
別
区
協
議
会
編
『
特
別
区
制
度
改
革
の
軌
跡
』
学
陽
書
房
、
平
成
25
（
２
０
１
３
）
年
＊

景
山
道
雄
「
品
川
区
に
お
け
る
区
長
準
公
選
の
経
過
と
意
義
」『
都
政
人
』
１
９
７
２
年
12
月
号
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年

神
原　

勝
「
区
長
準
公
選
が
生
み
出
し
た
も
の
」『
都
市
問
題
』
第
98
巻
第
３
号
、
平
成
19
（
２
０
０
７
）
年
＊
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北
区
議
会
史
編
纂
調
査
会
編
『
北
区
議
会
史
通
史
編
』
北
区
、
平
成
６
（
１
９
９
４
）
年
＊

銀
林　

浩
他
「
３
月
14
日
の
政
治
と
区
長
準
公
選
運
動
」『
市
民
』
通
号
８
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年

区
長
を
選
ぶ
練
馬
区
民
の
会
記
録
刊
行
委
員
会
編
『
練
馬
準
公
選
運
動
の
記
録
』、
昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年

江
東
区
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会
編
『
江
東
区
議
会
だ
よ
り
縮
刷
版
』
江
東
区
区
議
会
、
昭
和
61
（
１
９
８
６
）
年
＊

桜
井
昭
平
（
ａ
）「『
区
長
準
公
選
条
例
』
を
め
ぐ
る
法
律
上
の
課
題
１
」『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
25
（
10
）、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年

桜
井
昭
平
（
ｂ
）「『
区
長
準
公
選
条
例
』
を
め
ぐ
る
法
律
上
の
課
題
２
」『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
25
（
11
）、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年

宍
戸
常
寿
「
特
別
区
長
準
公
選
条
例
」『
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
２
１
５
号
地
方
自
治
判
例
百
選
［
第
４
版
］』、
平
成
25
（
２
０
１
３
）
年
＊

自
治
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料	
第
十
八
部
』
自
治
省
、
昭
和
51
（
１
９
７
６
）
年
＊

自
治
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料	
第
十
九
部
』
自
治
省
、
昭
和
51
（
１
９
７
６
）
年
＊

自
治
大
臣
官
房
企
画
室
編
『
地
方
制
度
調
査
会
答
申
集	

（
第
1
次
～
第
22
次
）』
自
治
省
、
平
成
２
（
１
９
９
０
）
年
＊

自
治
庁
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料
第
八
部
』
自
治
庁
、
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
＊

品
川
区
編
『
品
川
区
史
通
史
編
下
巻
』
品
川
区
、
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
＊

品
川
区
編
『
品
川
区
史
続
資
料
編
（
三
）』
品
川
区
、
昭
和
51
（
１
９
７
６
）
年
＊

品
川
区
編
『
品
川
区
史
歴
史
と
未
来
を
つ
な
ぐ
ま
ち
し
な
が
わ
２
０
１
４
』
品
川
区
、
平
成
26
（
２
０
１
４
）
年

品	

川
区
議
会
事
務
局
編
『
特
別
区
制
施
行
35
周
年
記
念
品
川
区
議
会
だ
よ
り
縮
刷
版
（
創
刊
号
～
第
65
号
）』
品
川
区
議
会
、
昭
和
57
（
１
９
８

２
）
年
＊

品
川
区
企
画
広
報
部
編
『
広
報
し
な
が
わ
縮
刷
版
№
２
』
品
川
区
、
昭
和
57
（
１
９
８
２
）
年
＊

品
川
区
自
治
権
確
立
期
成
連
盟
『
住
民
自
治
の
実
現
に
向
け
て
―
三
十
八
年
の
軌
跡
』、
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
＊

篠	

原　

一
（
ａ
）「
公
選
実
現
へ
の
創
造
的
提
案
―
準
公
選
の
法
律
学
と
政
治
学
」『
区
長
準
公
選
―
そ
の
思
想
と
方
法
』
掲
載
、
昭
和
46
（
１
９
７

１
）
年
＊

篠
原　

一
（
ｂ
）「
正
当
性
を
失
っ
た
も
の
は
誰
か
―
直
接
請
求
を
め
ぐ
る
二
つ
の
事
件
」『
市
民
』
通
号
８
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年

柴
田
吉
郎
「
特
別
区
に
お
け
る
区
長
選
任
の
問
題
点
に
つ
い
て
」『
東
京
都
自
治
年
報	
第
58
号
』
東
京
都
、
昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年
＊

渋
谷
区
議
会
編
『
渋
谷
区
議
会
史
通
史
編　

昭
和
五
十
年
～
平
成
十
一
年
』
渋
谷
区
議
会
、
平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
＊

昭
和
史
研
究
会
編
『
昭
和
史
事
典
』
講
談
社
、
昭
和
59
（
１
９
８
４
）
年
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新
宿
区
議
会
編
『
新
宿
区
議
会
史
通
史
編
』
新
宿
区
議
会
、
平
成
９
（
１
９
９
７
）
年
＊

新
藤
宗
幸
「
特
別
区
制
度
と
大
都
市
行
政
―
地
方
自
治
法
改
正
を
め
ぐ
っ
て
」『
都
市
問
題
』
第
65
巻
11
号
、
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
＊

杉
並
区
議
会
事
務
局
編
『
杉
並
区
議
会
だ
よ
り
縮
刷
版
№
１
』、
平
成
５
（
１
９
９
３
）
年
＊

せ
た
が
や
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
せ
た
が
や
百
年
史	

下
巻
』
世
田
谷
区
、
平
成
４
（
１
９
９
２
）
年
＊

世
田
谷
区
編
『
世
田
谷
区
史
年
表
稿
』
世
田
谷
区
、
昭
和
50
（
１
９
７
５
）
年
＊

多
賀
栄
太
郎
・
高
木
鉦
作
「
準
公
選
区
長
の
誕
生
と
区
民
参
加
の
展
望
」『
都
政
』
第
18
巻
２
号
、
昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年
＊

高
木
鉦
作
（
ａ
）「
区
長
公
選
と
事
務
移
譲
」『
都
市
問
題
』
第
65
巻
11
号
、
昭
和
49
（
１
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